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序

論

!
|
本
稿
の
目
的
ー
ー

我
が
刑
法
四
三
条
但
書
は
、
犯
罪
の
実
行
に
着
手
し
た
者
が
「
自
己

中止未遂における必要的減免について

ノ
意
思
ニ
因
リ
之
ヲ
止
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
刑
ヲ
減
軽
又
ハ
免
除
ス
」
と

規
定
し
て
い
る
。
障
擬
未
遂
(
四
三
条
本
文
)
が
任
意
的
減
軽
に
と
ど

ま
る
の
に
対
し
、
何
故
中
止
未
遂
に
お
い
て
は
必
要
的
減
免
と
い
う
寛

大
な
取
扱
い
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
関
す
る
従
来

の
我
が
国
に
お
け
る
諸
学
説
に
つ
い
て
、
そ
こ
に
重
大
な
影
響
を
与
え

て
き
た
西
ド
イ
ツ
の
見
解
を
参
照
し
つ
つ
整
理
・
検
討
し
、
そ
の
上
で

一
つ
の
解
答
を
導
く
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

こ
の
問
題
は
こ
れ
ま
で
、
中
止
未
遂
の
「
法
的
性
格
」
と
い
う
形
に

お
い
て
議
論
さ
れ
、
基
本
的
に
は
い
わ
ゆ
る
刑
事
政
策
説
(
宵
ユ
ヨ
吉
田
]
匂
O
l

--円一回円宮市、

Hdgユ
巾
)
と
法
律
説
(
河
内
w
n
y
g吾

gユ
巾
)
と
が
対
立
し
て
き

た
。
前
者
は
中
止
未
遂
に
お
け
る
寛
大
な
取
扱
い
を
主
と
し
て
犯
罪
の

発
生
防
止
と
い
う
刑
事
政
策
的
考
慮
か
ら
説
明
し
よ
う
と
し
、
後
者
は

犯
罪
の
成
立
要
件
で
あ
る
違
法
性
或
い
は
有
責
性
が
中
止
に
よ
っ
て

減
少
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
説
明
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

我
が
国
に
お
い
て
は
、
西
ド
イ
ツ
刑
法
と
の
構
造
上
の
差
異
を
反
映
し

て
、
後
者
が
有
力
で
あ
り
、
前
者
は
少
数
説
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。

と
こ
ろ
が
現
在
の
我
が
国
で
は
両
説
を
併
合
さ
せ
た
立
場
を
と
る
論
者

が
増
加
し
て
お
り
、
か
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
は
そ
も
そ
も
刑
事
政
策

説
と
法
律
説
の
関
係
、
特
に
両
説
の
「
対
立
」
自
体
が
疑
問
視
さ
れ
て

く
る
。本
稿
は
、
両
説
の
「
対
立
」
を
見
直
す
こ
と
に
重
点
を
お
い
て
、
こ

の
「
本
当
に
世
話
の
や
け
る
子
供
(
巾

5
3
5∞
営

者

長

む

こ

と

ま
で
評
さ
れ
た
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
も
の
で
あ
る
。

(I)

中
止
未
遂
に
関
す
る
各
国
の
法
制
に
つ
い
て
、
香
川
達
夫
・
中
止
未

遂
の
法
的
性
格
(
昭
和
三
八
年
)
一
頁
以
下
。
そ
こ
で
は
大
別
し
て
四
つ

の
類
型
(
中
止
未
遂
を
刑
法
上
特
別
な
考
慮
の
対
象
と
は
せ
ず
、
な
お
こ

れ
を
未
遂
犯
と
し
て
処
罰
す
る
英
米
法
的
類
型
、
中
止
し
た
事
実
に
対
し

未
遂
犯
と
し
て
の
成
立
自
体
を
否
定
す
る
フ
ラ
ン
ス
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
法

的
類
型
、
両
者
の
折
衷
的
形
態
と
し
て
の
ド
イ
ツ
法
的
類
型
、
加
重
的
未

遂
の
処
罰
を
明
記
し
た
ソ
ヴ
ェ
ト
・
イ
タ
リ
ア
法
的
類
型
)
が
区
分
さ
れ

て
い
る
。

我
が
刑
法
上
の
中
止
未
遂
は
ド
イ
ツ
法
的
類
型
に
属
す
る
こ
と
に
な
る

が
、
法
的
効
果
の
点
で
は
我
が
刑
法
が
必
要
的
減
軽
・
免
除
を
規
定
す
る

の
に
対
し
、
西
ド
イ
ツ
刑
法
二
四
条
一
項
は
「
自
由
意
思
に
基
づ
き
、
行

為
の
以
後
の
遂
行
を
放
棄
し
、
又
は
そ
の
完
成
を
妨
げ
た
者
は
、
未
遂
犯

と
し
て
は
罰
し
な
い
。
行
為
が
中
止
者
の
行
動
が
な
く
て
も
完
成
し
な
か

っ
た
場
合
、
中
止
者
が
自
由
意
思
に
基
づ
き
か
っ
真
剣
に
行
為
の
完
了
を

北法36(4・175)1413
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妨
げ
る
よ
う
に
努
め
た
と
き
は
、
不
処
罰
で
あ
る
」
と
し
て
、
不
処
罰
と

い
う
単
一
の
効
果
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
点
で
は
旧
総
則
四
六
条
も
同
様

で
あ
っ
た
(
訳
文
は
、
法
務
資
料
四
二
四
号
(
昭
和
五

O
年
)
五
三
頁
に

よ
る
え
な
お
、
第
一
章
第
二
節
1
注
(M)
参
照
。

(
2
)

香
川
・
前
掲
室
田
五
六

l
五
七
頁
な
ど
。

(3)
出
巾
『
ぴ
巾
江
沢
巾
同
国
包

2
・
豆
町
広
丘
町
内
川
河
巾
口
市
丸
∞

ω門
F
E色
白
口
出
回
巾
ぴ
口
口
問
中

間
同
己
コ
門
戸

ω門
『
白
骨
巾
門

Z
E
n宮
市
〉

σ『
白
ロ
門
出
己
口
問
巾
戸
田
町
内
丹

N
g
w
H
C
N
A
V
・
∞
目

申

資

(
4
)
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
最
近
の
議
論
の
状
況
に
つ
き
、
山
中
敬
一

止
犯
」
現
代
刑
法
講
座
第
五
巻
(
昭
和
五
七
年
)
一
ニ
四
五
頁
以
下
。

「中

第

章

学
説
の
現
況

本
章
で
は
、
我
が
国
の
中
止
未
遂
に
お
け
る
必
要
的
減
免
を
説
明
す

る
学
説

l
l刑
事
政
策
説
・
法
律
説
(
違
法
減
少
説
・
責
任
減
少
説
)
・

併
合
説
|
|
の
対
立
状
況
を
見
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
れ
ら
の
学
説

が
、
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ど
の
よ
う
な
見
解
の
影
響
の
下
に
主
張
さ
れ

て
き
た
の
か
と
い
う
点
も
概
観
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

刑
事
政
策
説

刑
事
政
策
説
の
展
開

中
止
未
遂
が
何
故
、
障
擬
未
遂
に
比
べ
て
寛
大
な
取
り
扱
い
を

受
け
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
犯
罪
の
防
止
と
い
う
刑
事
政
策

的
な
考
慮
か
ら
こ
れ
を
把
握
し
て
い
こ
う
と
す
る
考
え
方
の
淵
源
は
、

近
代
刑
法
学
の
祖
と
言
わ
れ
る
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
肌
記
に
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
。

第
一
節

:lti:去36(4・176)1414

1 

刑
罰
予
告
に
よ
る
一
般
予
防
を
重
視
し
つ
つ
、
い
わ
ゆ
る
「
心
理
強

制
説
」
を
展
開
し
た
フ
ォ
イ
ヱ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
未
遂
犯
の
処
罰
に
関
連

し
て
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
。
す
な
わ
ち
「
未
遂
犯
が
既
遂
犯
よ
り
も

軽
く
処
罰
さ
れ
る
と
い
う
だ
け
で
は
十
分
で
な
い
。
国
家
は
、
未
遂
犯

を
防
止
す
る
目
的
で
犯
罪
そ
れ
自
体
を
促
進
し
な
い
よ
う
に
望
む
場
合

に
は
、
二
疋
の
要
件
の
下
で
刑
罰
に
よ
る
威
嚇
を
全
く
放
棄
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
犯
人
が
任
意
に
不
正
の
道
か
ら
正
の
道
へ
の
復
帰
し
た

場
合
や
、
犯
人
の
意
思
に
反
し
て
行
為
が
既
遂
に
至
ら
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
場
合

l
lそ
れ
は
刑
罰
に
対
す
る
畏
怖
、
憐
側
、
良
心
の
め
ざ

め
、
或
い
は
そ
の
他
の
内
的
動
機
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
ー
ー
が
そ
の

(2) 

例
で
あ
る
」
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
彼
は
、
中
止
未
遂

を
不
処
罰
と
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
、
犯
罪
防
止
|
|
換
言
す
れ
ば
犯

罪
の
実
行
に
着
手
し
た
者
を
、
既
遂
へ
と
至
ら
し
め
ぬ
こ
と
1

1
と
い



う
観
点
か
ら
説
明
し
た
の
で
あ
っ
た
。

一一

中止未遂における必要的減免について

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
以
降
、
十
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
刑
法
学
に
お

い
て
は
、
後
述
す
る
法
律
説
の
登
場
に
よ
っ
て
中
止
未
遂
規
定
を
刑
事

政
策
的
考
慮
以
外
の
側
面
か
ら
把
握
し
よ
う
と
す
る
種
々
の
試
叫
が
提

唱
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
ρ

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
刑
事
政
策
説
も
有
力

な
支
札
裂
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
遂
に
、
フ
ラ
ン
ツ
・

フ
ォ
ン
・
リ
ス
ト
の
主
張
に
よ
っ
て
刑
事
政
策
説
は
通
説
と
し
て
の
地

位
を
確
保
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

リ
ス
ト
は
、
「
不
可
罰
な
予
備
行
為
と
可
罰
的
な
実
行
行
為
と
の
境
界

線
が
越
え
ら
れ
た
瞬
間
に
、
未
遂
に
対
し
て
定
め
ら
れ
た
刑
罰
が
具
体

化
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
事
実
は
も
は
や
変
更
さ
れ
る
こ
と
も
、
か
遡
っ
て

廃
棄
さ
れ
る
。
こ
と
も
、
抹
殺
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
な
い
。
し
か
し

立
法
は
刑
事
政
策
的
な
理
由
か
ら
、
す
で
に
刑
罰
を
科
せ
ら
れ
る
べ
き

行
為
者
に
後
戻
り
の
た
め
の
黄
金
の
橋
(
包
宮
問
。

5
2巾
∞
吋
ロ

n
Z
2
5

河口
n
w
N
C
m
g
を
架
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
立
法
は
、
任
意
の
中
止
に
つ

い
て
刑
の
免
除
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
行
っ
て
い
る
」
と
主

張
し
た
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
中
止
未
遂
が
障
擬
未
遂
に
比
べ
て
不
処
罰

と
い
う
寛
大
な
取
扱
い
を
受
け
る
の
は
「
犯
罪
の
防
止
と
い
う
立
法
者

の
叡
智
に
由
来
仁
記
」
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
こ
に
は
既
に
、
後
述
す
る
法
律
説
に
対
す
る
批
判
叫
が
窺
え
る
の

で
あ
る
。

{
9
)
 

そ
の
後
、
刑
事
政
策
説
は
、
カ
ッ
ツ
エ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
シ
ユ
ポ

1

{

叩

)

(

日

}

(

ロ

Y

(

u

y

ル
、
ツ
イ
ン
マ

l
ル
、
メ
ツ
ガ

l
、
ア
ル
フ
ェ
ル
ト
、
さ
ら
に
マ
ウ
ラ

(M) 

ツ
ハ
ら
に
よ
っ
て
も
支
持
さ
れ
、
既
述
の
ご
と
く
通
説
と
し
て
の
地
位

を
確
保
し
、
現
在
に
至
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
我
が
国
の

刑
事
政
策
説
に
も
強
い
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

(
1
)

〉
ロ
印
巾
-
ヨ
〈
O

口明，
g
m「σ白
ny--ハユ
t
r
B
a
r
-
m
g
R
7
8門出回
n
Zロ

何口同耳
R
P・
M
-

〉え-・・

5
0品・

ω・
5
N民
・
(
但
し
、
本
書
は
参
照
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
河
町
一
口
町
色
仏
国
R
N
O
岡
・
河
口
円
r
q山
口
〈
。
ョ

〈
巾
円
程
n
z
g
b
吾郎同一岡市

mmz巾
w
Z
2・
ω-H日
日
時
間
・
か
ら
の
引
用
に
よ

る
。
)

(
2
)

国巾司
N
O
開
・
白
・
白
・

0
・
ω
-
H
8・5
由・

(
3
)

本
章
第
二
節
に
お
い
て
「
法
律
説
」
と
し
て
紹
介
す
る
。

(
4
)

例
え
ば
オ
l
ゼ
ン
プ
リ
ュ
グ
ゲ
ン
も
、
刑
事
政
策
説
の
有
力
な
支
持

者
の
一
人
で
あ
っ
た
。
何
色
ロ
白

E
o
aロU
品
開
同
o
p
〉
σ
r白ロ門出ロロ開巾ロ田口出

向日巾同同
M
b
g
g
n
y
g
p司
世
間
叶
巾
門
戸
反
日
4.ω.ω
叶崎町・

(5)

司司同ロ
N

〈C
ロ
ピ
叩
N
F
F
巾F
司σロ
ny
島
市
問
。
巾
ロ
Zny巾ロ

ω仲『担問円巾
nygw

N

H

E
ロ仏
N
N

〈O
Z
片岡仏国』「門町岡市白『

σazz
〉己
2
4
5
5・
ω
-
N
C
H
R

ウ
ル
ゼ
ン
ハ
イ
マ
ー
に
よ
れ
ば
、
リ
ス
ト
は
初
版
の
教
科
書
二
八
八
一

年
)
か
ら
こ
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
。
〈
岡
戸
開
E
E
C
-印
gym-ヨ常喝

の
E
邑
守
陣

m
g
仏
g
岡山口
n
Eユ
江
田
〈
0
5
〈
q
g
n
v
Z
4
y
gユ巾

5弘

司
g
と
P

S
言、

ω
お
(
な
お
ウ
ル
ゼ
ン
ハ
イ
マ

i
の
こ
の
著
書
の
紹
介

北法36(4・177)1415



料

の
紹
介
と
し
て
、
虫
明
満
「
ク
ラ
ウ
ス
・
ウ
ル
ゼ
ン
ハ
イ
マ

1
箸
『
理
論

及
び
実
務
に
お
け
る
中
止
未
遂
の
基
本
問
題
』
」
名
大
法
政
論
集
七
八
号
(
昭

和
五
四
年
)
四
二
七
頁
以
下
。
)

(
6
)
F
2
N
F
田
・
回
・

0
ω
-
M
c
-
-

(
7
)

香
川
達
夫
・
注
釈
刑
法

ωの
H
(
昭
和
四
四
年
)
四
七
-
頁
。

(B)

「
こ
う
し
た
事
実
は
も
は
や
変
更
さ
れ
る
こ
と
も
、
。
遡
っ
て
廃
棄
さ

れ
る
。
こ
と
も
、
抹
殺
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
な
い
」
と
い
う
部
分
に
、

法
律
説
に
対
す
る
批
判
が
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
詳
細

は
本
章
第
二
節
1
参
照
。

(
9
)
m
k
y白
「
仏
関
白
門
N
巾
コ
閉
門
巾
戸
口
市
円
白
間
巾
ロ
門
℃
司
D
〈
。

g
R
R〈
。
ヨ
宮
山
口
。
，

宮
口
宵
ニ
巾
印
刷
耐
・
切
戸
。
・
∞
∞

--Nω

ミ
N
Z
H
申
告

)wω
・

ち

吋
e

(
印
)
F
Z門
ザ
玄
関
∞
唱
。

yp
河
口

nr丹
江
片
付
ロ
ロ
向
田
仲
間
円
一
間
巾
河
巾
口
O

V
色

ヨ

〈

司

-

山
口
門
町
丹
市
ロ
ロ
ロ
己
〈

c-rコ
色
町
門
而
ロ
〈
巾
司

σコ山
nymロ
wω
片岡・目片岡

imny己
一
口
町
内
川
町

〉
げ
}
回
国
コ

b

E
コ
同
巾
『

f
z巾『門
NH印
.
S
N出

(日

)
T
w
o
-
5
5
N
E
B巾
『
}
・
〉
己
目
白
己
門
凶

g

g

g『「巾
n
z
g山、
m
g
g
p

同
由
一
W
0
・

ω
-
N
C
H・

(
ロ
)
開
昔
g
E
冨巾
N
問

2
4
g
g片
足
門
戸
何
百
円
岳
号
zny・
5
2・

ω・

品

cu.

(
日
)
同

vy--e℃
〉
口
問
巾

5
・
問
、
巾

}MM1σzn一
宮
島
市
出
品
巾
己
丹
田
門

-JSω
門
司
弘
司
巾

nygw

〉
ロ
岡
市
ヨ
巳
コ
巾
「
、
叶
巾
戸
川
戸
〉
ロ
岱

-
-
H
C
ω
A
F
ω
-
M
C
H

(
M
)
刃
包
コ
冨
ス
ロ
白
血
己
円
白
円
E
4
ロ

2
2
h
F
g
ω
可
田
町
司

R
Z
-
E
}岡
町
ヨ
内
宮
町
『

、
『
巾
戸
回
目
〉
己
ロ

J
S印品喝

ω・
怠
∞
・

資

我
が
国
に
お
け
る
刑
事
政
策
説

我
が
国
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て
き
た
刑
事
政
策
説
は
、
そ
の
政

策
上
の
考
慮
の
重
点
を
ど
こ
に
置
く
か
に
よ
っ
て
、
次
の
三
つ
の
類
型

に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
の
類
型
は
、
一
般
予
防
的
考
慮
に
重
点
を
お
く
見
純
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
既
述
の
リ
ス
ト
の
所
説
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

す
で
に
犯
罪
行
為
に
踏
み
こ
ん
だ
行
為
者
に
「
黄
金
の
橋
」
を
架
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
犯
罪
行
為
を
中
止
さ
せ
、
実
害
を
防
止
す
る
こ
と
を
意

図
す
る
も
の
で
あ
る
。

2 

北法36(4・178)1416

第
二
の
類
型
は
、
特
別
予
防
考
慮
に
重
点
を
置
く
兄
縦
で
あ
る
。
こ

れ
に
よ
れ
ば
、
中
止
に
よ
っ
て
行
為
者
の
危
険
性
・
反
社
会
性
が
軽
微

に
な
っ
た
こ
と
、
或
い
は
消
滅
し
た
こ
と
が
刑
の
必
要
的
減
免
の
理
由

だ
と
さ
れ
る
。
主
に
主
観
主
義
刑
法
体
系
を
と
る
論
者
に
よ
っ
て
採
用

さ
れ
て
い
る
。

第
三
の
類
型
は
、
第
一
・
第
二
の
類
型
を
統
一
的
に
理
解
し
よ
う
と

す
る
見
解
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
刑
法
は
決
し
て
一
般
予
防
又
は

特
別
予
防
の
一
方
の
み
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
得
る
も
の
で
は
な
い
」
の

で
あ
っ
て
、
中
止
未
遂
に
お
い
て
は
「
一
般
予
防
的
に
は
一
日
一
実
行
に

着
手
し
た
る
者
を
し
て
刑
の
免
除
を
得
ん
が
た
め
に
其
の
既
遂
に
至
る

こ
と
を
防
止
せ
し
む
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
特
別
予
防
的
に
は
行
為
者



(
3
)
 

の
悪
性
小
な
る
も
の
と
し
て
其
の
刑
を
減
軽
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
」

と
さ
れ
る
。

中止未遂における必要的減免について

通
常
「
刑
事
政
策
説
」
と
言
わ
れ
る
場
合
に
は
、
右
の
う
ち
第
一
の

類
型
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
現
在
で
は
殆
ん
ど
で
あ
る
と
言
え
よ
日
。

こ
れ
ら
の
刑
事
政
策
説
に
よ
る
な
ら
ば
、
中
止
未
遂
規
定
を
、
犯
罪

成
立
要
件
の
枠
外
に
お
い
て
、
単
に
政
策
的
な
理
由
に
基
づ
く
刑
罰
消

滅
事
由
又
は
減
軽
事
由
と
し
て
把
え
る
こ
と
に
な
り
、
刑
の
減
免
が
有

罪
判
決
で
あ
る
こ
と
(
刑
事
訴
訟
法
三
三
四
条
)
か
ら
考
え
て
も
「
最

も
よ
く
実
定
法
と
調
和
す
る
」
と
言
わ
れ
る
。
ま
た
、
特
に
一
身
上
の

刑
罰
減
免
事
由
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
止
未
遂
の
法
的
効
果
の

一
身
専
属
性
を
よ
り
よ
く
説
明
す
る
こ
と
が
で

L
Mと
さ
れ
て
い
る
。

二
し
か
し
刑
事
政
策
説
1

1
特
に
右
の
第
一
類
型
i
l
l
に
対
し
て

は
、
従
来
か
ら
次
の
よ
う
な
種
々
の
批
判
が
な
さ
れ
て
き
た
。

①
刑
事
政
策
説
に
よ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
中
止
未
遂
の
刑
法
的
意
味

を
知
っ
て
い
る
者
の
み
に
適
合
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
法
律

を
、
な
か
ん
ず
く
刑
法
を
知
ら
な
い
一
般
人
に
そ
の
本
来
的
効
果
を
期

待
し
え
な
い
。

②
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
、
中
止
未
遂
を
全
く
処
罰
し
な
い
よ
う
な
法
制

下
に
あ
っ
て
は
効
果
的
で
あ
る
と
言
い
う
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
減
軽
・

免
除
と
い
っ
た
二
段
構
え
の
処
遇
を
な
す
に
す
ぎ
な
い
我
が
法
制
に
あ

{
8〉

つ
て
は
そ
の
効
果
も
薄
い
。
さ
ら
に
、
政
策
的
考
慮
は
事
前
に
お
い
て

の
み
可
能
で
あ
る
の
に
、
減
免
の
裁
量
は
事
後
的
で
あ
る
か
ら
、
我
が

刑
法
の
よ
う
な
規
定
の
も
と
で
は
、
刑
事
政
策
説
は
論
理
的
に
成
り
立

た
な
い
。

③
同
じ
中
止
未
遂
で
あ
り
な
が
ら
、
な
ぜ
減
軽
と
免
除
と
い
っ
た
異

っ
た
効
果
を
付
与
し
う
る
か
に
つ
い
て
、
刑
事
政
策
説
自
身
か
ら
は
何

ら
の
解
答
を
も
与
え
ら
れ
て
い
h

旬
。
す
な
わ
ち
、
区
別
の
基
準
を
刑

事
政
策
説
に
求
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

④
法
上
の
減
免
の
理
由
を
犯
罪
論
を
越
え
て
刑
事
政
策
的
理
由
に
求

め
る
態
度
は
、
犯
罪
理
論
の
放
棄
で
あ
る
。
一
旦
立
法
化
さ
れ
た
法
規

の
趣
旨
は
、
な
ま
の
ま
ま
の
法
以
前
の
刑
事
政
策
的
意
図
の
説
明
を
も

っ
て
足
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
犯
罪
理
論
上
の
考
察
に

(
日
)

徹
底
す
べ
き
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
批
判
を
受
け
て
、
我
が
国
に
お
け
る
純
然
た
る
刑
事

政
策
説
は
「
実
際
に
は
す
で
に
学
説
史
の
領
域
に
入
り
、
わ
ず
か
に
法

律
説
に
対
立
す
る
理
論
モ
デ
ル
と
し
て
そ
の
命
脈
を
保
っ
て
い
る
に
す

(ロ)

ぎ
な
い
」
と
さ
え
評
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
か
く
て
、
我
が
国
の
多

く
の
論
者
は
、
刑
事
政
策
説
を
否
定
し
て
全
面
的
に
法
律
説
に
依
拠
す

る
か
、
或
い
は
刑
事
政
策
説
に
批
判
を
加
え
つ
つ
も
こ
れ
を
完
全
に
は

否
定
す
る
こ
と
な
く
、
法
律
説
と
併
せ
て
考
え
て
い
こ
う
と
す
る
立
場

北法36(4・179)1417



料

1

1
後
に
「
併
合
説
」
と
し
て
紹
介
す
る
立
場
ー
ー
を
と
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

資

三
こ
の
よ
う
に
純
粋
に
刑
事
政
策
説
に
立
脚
す
る
論
者
が
少
な
い

と
い
う
状
況
の
中
に
あ
っ
て
、
近
時
、
中
野
教
授
が
刑
事
政
策
説
の
み

に
依
拠
さ
れ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。

中
野
教
授
は
、
中
止
未
遂
の
必
要
的
減
免
は
「
す
で
に
な
さ
れ
た
違

法
・
有
責
な
行
為
に
対
す
る
可
罰
評
価
が
中
止
行
為
に
対
す
る
恩
賞
的

評
価
に
よ
っ
て
減
殺
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
が
、
こ
の
後
者
の
積
極
的
評

価
は
、
結
局
は
中
止
行
為
を
奨
励
す
る
た
め
の
政
策
的
考
慮
(
リ
ス
ト

の
い
わ
ゆ
る
『
撤
退
の
た
め
の
黄
金
の
橋
』
)
に
基
づ
く
べ
き
で
あ
(
印
」

と
主
張
さ
れ
る
。
教
授
に
よ
れ
ば
、
中
止
未
遂
規
定
は
、
「
犯
罪
又
は
そ

の
実
害
発
生
の
防
止
を
目
的
と
し
た
可
罰
性
阻
却
事
由
」
の
一
つ
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
荘
子
教
授
も

l
lか
つ
て
は
刑
事
政
策
説
に
対
し
て
否
定
的

な
見
解
を
述
べ
ら
れ
に
関
ー

l
l近
時
、
次
の
よ
う
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
中
止
未
遂
規
定
は
「
既
に
未
遂
犯
が
成
立
し
て
い
る
点
に

お
い
て
犯
罪
行
為
の
成
否
と
か
か
わ
り
が
な
い
と
し
て
も
、
犯
罪
行
為

の
実
体
形
成
と
か
か
わ
り
を
持
つ
構
成
要
件
該
当
の
「
結
果
』
発
生
を

未
然
に
阻
止
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
政
策
的
理
由
を
も
加
味
し
な
が
ら
、

実
体
関
係
的
事
由
と
し
て
刑
罰
の
減
少
ま
た
は
消
滅
を
認
め
た
も
の
と

解
す
べ
き
で
あ
(
却
」
と
さ
れ
、
実
質
的
に
は
、
法
律
説
を
否
定
し
て
刑

事
政
策
説
に
よ
る
の
と
同
様
の
結
論
を
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
刑
事
政
策
説
の
再
評
価
と
も
言
え
る
最
近
の
学
説
の

傾
向
は
、
後
述
す
る
併
合
説
の
内
部
に
お
け
る
刑
事
政
策
説
採
用
者
の

増
加
と
い
う
事
実
に
も
看
取
し
得
る
の
で
あ
る
。
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(
1
)
岡
田
庄
作
・
刑
法
原
論
総
論
(
大
正
六
年
)
三
四
二
頁
、
木
村
亀
二
・

刑
法
総
論
[
増
補
版
]
(
昭
和
五
三
年
)
三
六
九
頁
。
な
お
次
注
(
2
)
参
照
。

(
2
)

牧
野
英
一
・
刑
法
総
論
下
巻
(
昭
和
三
四
年
)
六
回
二
頁
。
か
つ
て

木
村
博
士
も
こ
の
立
場
を
と
ら
れ
た
。
木
村
「
中
止
未
遂
の
概
念
」
刑
法

の
基
本
概
念
(
昭
和
二
三
年
)
二
七
七
頁
参
照
。
こ
の
点
に
つ
き
香
川
・

前
掲
注
釈
刑
法

ωの
H
四
七
三
頁
、
中
山
研
一
・
刑
法
総
論
(
昭
和
五
七

年
)
四
三
二
頁
注
(
1
)
参
照
。

(3)

小
野
清
一
郎
「
刑
法
総
則
草
案
と
中
止
犯
」
刑
罰
の
本
質
に
つ
い
て
・

そ
の
他
(
昭
和
三

O
年
)
二
八
八
頁
。

(
4
)

特
に
、
第
二
の
類
型
を
主
張
す
る
論
者
は
、
現
在
で
は
殆
ん
ど
見
ら
・

れ
な
い
。
な
お
、
中
山
「
中
止
犯
の
本
質
と
性
格
」
戸
同
君

ω
n
y
o
o
-
五
二

号
(
昭
和
五
八
年
)
七
六
頁
参
照
。

(5)

平
野
龍
一
「
中
止
犯
」
刑
事
法
講
座
二
巻
(
昭
和
二
六
年
)
四
O
四

頁。
(6)

香
川
・
前
掲
中
止
未
遂
の
法
的
性
格
四
一
頁
、
四
五
頁
注
合
己
、
一

七
九
頁
以
下
、
同
・
前
掲
注
釈
刑
法

ωの
H
四
七
二
頁
。

(7)

香
川
・
前
掲
注
釈
刑
法
印
の
H
四
七
二
頁
。
同
旨
、
宮
本
英
筒
・
刑



法
大
綱
(
昭
和
一
一
年
)
一
八
五
頁
、
平
場
安
治
・
刑
法
総
論
講
議
(
昭

和
三
六
年
)
一
三
八
頁
等
。
刑
事
政
策
説
に
対
す
る
批
判
の
中
で
最
も
多

い
も
の
と
言
え
よ
う
。

(
8
)

香
川
・
前
掲
注
釈
刑
法

ωの
日
四
七
二
頁
。

(9)

団
藤
重
光
・
刑
法
網
要
総
論
[
改
訂
版
]
(
昭
和
五
四
年
)
三
三
六
頁
。

(
印
)
香
川
・
前
掲
注
釈
刑
法

ωの
H
四
七
二
頁
。

(
日
)
中
義
勝
・
講
述
犯
罪
総
論
(
昭
和
五
五
年
)
一
一
一
一
頁
。

(
ロ
)
山
中
・
前
掲
論
文
三
四
六
頁
。

(
臼
)
中
野
次
雄
・
刑
法
総
論
概
要
(
昭
和
五
四
年
)
一
一
九
頁
。

(M)

中
野
・
前
掲
書
一
九
六
幾
。

(
日
)
荘
子
邦
雄
・
刑
法
総
論
(
昭
和
四
四
年
)
六
四
一
一
貝
(
以
下
、
「
荘
子
・

旧
版
」
と
し
て
引
用
す
る
)
。

(
時
)
荘
子
邦
雄
・
刑
法
総
論
(
新
版
)
(
昭
和
五
六
年
)
四

O
O頁。

中止未遂における必要的減免について

法
律
説

法
律
説
の
展
開

現
在
、
我
が
固
に
お
い
て
は
、
違
法
減
少
説
と
責
任
減
少
説
と
を
合

わ
せ
て
「
法
律
説
」
と
呼
ん
で
い
る
。

し
か
し
沿
革
的
に
見
れ
ば
、
「
法
律
説
」
と
い
う
類
型
に
含
ま
れ
る
学

説
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
存
在
し
た
の
で
あ
り
、
特
に
初
期
に
お
・
い

て
は
、
違
法
性
・
有
責
性
と
い
う
次
元
で
中
止
未
遂
を
説
明
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
さ
え
な
か
っ
た
。

第

節1 

そ
こ
で
以
下
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
も
の
を
含
め
て
今
日
の
違
法

減
少
説
・
責
任
減
少
説
に
至
る
ま
で
の
「
法
律
説
」
の
流
れ
を
概
観
し

て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

一
中
止
未
遂
を
刑
事
政
策
的
な
理
由
か
ら
説
明
し
よ
う
と
す
る
学

説
に
対
す
る
見
解
と
し
て
、
十
九
世
紀
の
前
半
か
ら
主
張
さ
れ
た
初
期

の
主
な
「
法
律
説
」
は
、
ヘ
ル
ツ
オ
仁
村
一
に
よ
っ
て
四
つ
の
類
型
に
分

類
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
我
が
固
に
お
い
て

も
既
に
木
村
博
士
・
小
野
博
士
に
よ
る
紹
介
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

(3) 

後
香
川
教
授
に
よ
っ
て
さ
ら
に
詳
細
な
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ

こ
で
は
、
四
類
型
の
各
々
の
要
旨
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

①
廃
棄
説
辛
口

E
Z
E
0
5
5
8ユ
巾
)
ツ
ア
ハ
リ
エ
を
主
唱
者
と
す

る
見
解
で
あ
る
。
彼
は
、
未
遂
が
可
罰
的
と
な
る
要
件
と
し
て
「
法
に

違
反
す
る
外
部
的
な
行
動
」
と
「
法
の
侵
害
に
向
け
ら
れ
た
悪
意

(
σ
r
m

s
-
E
mこ
を
挙
げ
る
。
そ
し
て
彼
に
よ
れ
ば
、
前
者
は
事
後
的
に
廃
棄

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
後
者
は
任
意
の
中
止
に
よ
っ
て
事
後
的
に

無
意
味
な
も
の
と
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
行
為
者
に
刑
罰
を
科
す
る
こ

と
は
で
き
な
く
な
る
と
さ
れ
る
。
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②
無
効
説

(zczx律的
H72ユ
巾
)
ル

l
デ
ン
が
主
唱
者
で
あ
る
。
彼

は
、
中
止
未
遂
が
不
処
罰
と
さ
れ
る
の
は
未
遂
の
概
念
と
本
質
か
ら
明



料

ら
か
で
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
中
止
未
遂
の
場
合
に
お
い
て
は
、

既
遂
に
達
し
よ
う
と
す
る
意
思
を
も
っ
て
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
行
為
が
、

法
律
上
の
意
味
に
お
い
て
は
も
は
や
存
在
し
な
く
な
る
と
す
る
の
で
あ

る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
中
止
は
既
遂
に
達
し
よ
う
と
す
る
意
思
の
存
在
の

否
定
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
犯
罪
行
為
そ
の
も
の
の
存
在
も
否
定
さ

(
5
)
 

れ
る
こ
と
に
な
る
c

資

③
不
確
実
説
(
円
丘
町
同
ロ
{
江
戸

g
p
gユ
ぬ
)
ツ
ア
ハ
リ
エ
が
、
彼
の
廃
棄

説
の
補
充
的
な
説
明
と
し
て
、
中
止
未
遂
の
場
合
に
は
「
確
固
と
し
た

持
続
的
意
思
」
が
存
在
し
な
い
、
と
し
た
の
を
シ
ュ
ワ
ル
ツ
ェ
が
支
持

し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
中
止
行
為
に
よ
っ
て
行
為
者
の
犯
罪

意
思
が
確
実
な
も
の
で
な
か
っ
た
と
認
め
ら
れ
、
行
為
者
に
刑
罰
を
科

(6) 

す
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

④
推
定
説
(
司

a
g
g又一
c
E吾
gユ
巾
)
ヘ
ル
ツ
ォ

1
ク
自
身
の
主
張

で
あ
る
。
彼
は
、
未
遂
の
可
罰
性
を
、
そ
れ
が
現
実
に
既
遂
と
な
る
可

能
性
百
三

gN)
と
把
え
る
。
そ
し
て
中
止
未
遂
は
、
行
為
者
に
犯
罪

を
完
成
す
る
力
が
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
既
遂
と

な
る
可
能
性
が
否
定
さ
れ
可
罰
性
も
認
め
ら
れ
な
く
な
る
と
す
る
の
で

(
7
)
 

あ
る
c

こ
れ
ら
の
初
期
の
法
律
説
は
、
い
ず
れ
も
意
思
を
も
っ
て
犯
罪
の
実

体
と
し
、
一
回
一
成
立
し
た
犯
意
を
中
止
行
為
に
よ
っ
て
遡
っ
て
否
定
す

る
と
い
う
論
理
構
造
を
と
っ
て
い
た
。
し
か
し

l
l意
思
を
も
っ
て
犯

罪
の
実
体
と
解
す
る
と
い
う
過
ち
も
さ
る
こ
と
な
が
ら

l
l、
既
述
の

リ
ス
ト
の
刑
事
政
策
説
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
一
度
成
立
し

た
未
遂
犯
と
い
う
既
存
の
事
実
は
、
た
と
え
任
意
に
中
止
し
た
と
し
て

も
、
事
後
的
に
変
更
す
る
こ
と
も
廃
棄
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
は
ず

で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
我
が
国
に
お
い
て
も
「
有
く
も
犯
罪
事
実
を

経
験
的
に
考
え
る
限
り
犯
意
は
一
の
心
理
的
事
実
で
あ
る
。
而
し
て
一

日
一
犯
罪
の
着
手
あ
る
限
り
、
其
の
心
理
的
・
物
理
的
事
実
は
永
遠
に
一

の
事
実
で
あ
っ
て
、
之
を
嘗
て
存
在
せ
ざ
り
し
も
の
と
為
す
こ
と
は
畢

寛
一
の
擬
制
に
す
ぎ
な
(
ぱ
」
と
い
っ
た
批
判
が
、
初
期
の
法
律
説
に
対

し
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
限
り
で
、

M
・
E
-
マ
イ
ヤ
ー
が
、

こ
れ
ら
の
法
律
説
は
「
骨
董
的
価
値
」
を
も
つ
に
過
ぎ
な
い
、
と
し
た

の
も
首
肯
さ
れ
よ
う
。

た
だ
、
こ
れ
ら
の
初
期
の
法
律
説
の
う
ち
、
無
効
説
・
推
定
説
に
お

け
る
客
観
主
義
的
構
成
が
後
の
違
法
消
滅
説
の
原
型
と
し
て
、
ま
た
廃

棄
説
・
不
確
実
説
に
お
け
る
主
観
主
義
的
構
成
が
責
任
消
滅
説
の
原
型

と
し
て
意
義
を
も
っ
と
す
る
孔
脚
が
存
在
す
る
こ
と
に
留
意
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
次
に
述
べ
る
段
階
の
法
律
説
に

北法36(4・182)1420

お
い
て
も
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
初
期
の
法
律
説
に
お
け
る
欠
陥
は
、
不



中止未遂における必要的減免について

変
で
あ
る
は
ず
の
既
存
の
事
実
を
事
後
的
に
否
定
し
よ
う
と
し
た
と
こ

ろ
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
問
題
点
に
対
す
る
反
省
か
ら
、
そ
の
後
の

法
律
説
は
一
時
、
既
存
の
事
実
は
不
変
の
も
の
と
し
て
承
認
し
、
い
わ

ば
将
来
に
向
っ
て
中
止
未
遂
の
本
質
を
把
握
し
て
い
こ
う
と
す
る
方
向

を
辿
る
こ
と
に
な
る
。
言
う
ま
マ
も
な
く
こ
う
し
た
方
向
は
、
先
に
述

べ
た
刑
事
政
策
説
に
お
い
て
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

時
期
の
法
律
説
は
、
中
止
未
遂
に
お
け
る
不
処
罰
は
単
に
刑
事
政
策
的

考
慮
に
よ
る
と
す
る
だ
げ
で
は
十
分
で
な
い
と
し
つ
つ
、
そ
れ
を
「
危

険
性
の
消
滅
」
に
よ
る
も
の
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

中
止
行
為
に
よ
り
、
将
来
に
向
っ
て
「
危
険
性
の
消
滅
」
が
生
ず
る

と
主
張
す
る
法
律
説
は
、
大
別
す
る
と
、
①
客
観
主
義
的
な
観
点
か
ら
、

「
行
為
の
危
険
性
」
が
消
滅
す
る
と
主
張
す
る
見
解
と
、
②
主
観
主
義

的
な
観
点
か
ら
、
「
行
為
者
の
危
険
性
」
が
消
滅
す
る
と
主
張
す
る
見
解

と
に
分
類
で
き
る
。

前
者
の
類
型
は
、
フ
ラ
ン
ク
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
、

未
遂
犯
の
処
罰
根
拠
を
法
的
平
和
に
対
す
る
撹
乱

3
5
2ロ
ぬ
己

2

月
四
円

Z
E
a
g印
)
に
求
め
(
問
。
そ
し
て
、
中
止
未
遂
が
不
処
罰
と
な
る

の
は
「
行
為
者
が
中
止
に
よ
っ
て
、
法
的
平
和
に
対
す
る
撹
乱
を
自
ら

再
び
放
棄
し
た
こ
と
、
或
い
は
更
に
正
確
に
言
え
ば
、
そ
れ
を
全
く
外

部
に
あ
ら
わ
さ
な
か
っ
た
こ
と
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
、
行
為

の
危
険
性
が
消
滅
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。

後
者
の
類
型
は
、
コ

1
ラ
!
の
見
解
の
中
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

主
観
的
未
遂
論
に
立
つ
コ

l
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
中
止
行
為
に
よ
っ
て
、

行
為
者
の
意
思
が
「
処
罰
を
必
要
と
す
る
ほ
ど
強
度
(
命
日
持
2
5
な
も

の
で
は
な
か
っ
た
」
こ
と
が
示
さ
れ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
中
止
未
遂

が
不
処
罰
と
な
る
の
は
、
中
止
行
為
に
よ
っ
て
行
為
者
の
危
険
性
が
消

滅
す
る
こ
と
に
由
来
す
る
と
し
た
の
で
あ
っ
問
。

三
そ
の
後
、
違
法
論
・
責
任
論
の
展
開
・
深
化
に
伴
い
、
再
び
既

存
の
事
実
に
注
目
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
法
律
説
の
内
部
で
見
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
既
存
の
事
実
を
否
定
す
る
初
期
の
法
律
説
に
お
け
る
過
ち

を
再
度
繰
り
返
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
こ
で
、
過
去
の
事
実
そ
の

も
の
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
過
去
の
事
実
に
対
す
る
法
的
な
価
値

判
断
の
変
化
に
注
目
す
る
必
要
が
生
じ
た
。
す
な
わ
ち
、
事
実
は
不
変

で
あ
っ
て
も
、
そ
の
事
実
に
対
す
る
違
法
・
有
資
と
い
う
「
評
価
」
は

可
変
的
だ
と
捉
え
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
犯
罪
の
成
立
要
件
で
あ
る

違
法
性
・
有
責
性
が
中
止
行
為
に
よ
っ
て
事
後
的
に
消
滅
す
る
(
宅
品

EE

-
s
a
-
2
9
S
S
)、
或
い
は
中
止
行
為
が
違
法
性
・
有
責
性
を
阻

却
す
る

2
5
R
E広
田
町
ロ
)
と
考
え
れ
ば
、
中
止
未
遂
の
不
処
罰
は
説
明

し
得
る
。
そ
こ
か
ら
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
法
律
説
の
内
部
で
は
、
中
止
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未
遂
を
違
法
消
滅
(
阻
却
)
事
由
、
或
い
は
責
任
消
滅
(
阻
却
)
事
由

と
す
る
見
解
が
有
力
化
し
た
。

我
が
国
に
お
け
る
法
律
説
も
、
勿
論
こ
れ
ら
の
見
解
の
影
響
下
に
あ

る
。
し
か
し
、
中
止
未
遂
の
場
合
も
刑
が
滅
軽
・
免
除
さ
れ
る
だ
け
で
、

未
遂
犯
が
成
立
す
る
こ
と
に
は
変
わ
り
の
な
い
我
が
法
制
下
で
は
、
消

滅
(
阻
却
)
説
で
は
な
く
違
法
「
減
少
」
説
・
責
任
「
減
少
」
説
と
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
(
問
。
以
下
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
展
開
と

合
わ
せ
て
そ
れ
ら
の
我
が
国
の
法
律
説
を
概
観
す
る
。

資

(
1
)

「
刑
事
政
策
説
」
「
法
律
説
」
と
い
う
言
葉
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
使
わ
れ

出
し
た
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。
た
だ
、
ブ
ラ
ン
ク
は
問
刊
n
Z中

同町内
O
Z巾
ロ
及
び

r『
5
5曲
目
吉
宗
一
回
各
市
口
、
H
d
g
ュB
と
い
う
語
を
既
に
使

っ
て
お
り
、
メ
ツ
ガ
ー
も
こ
れ
を
引
用
し
て
い
る
。
〈
岡
戸
河
内
宮
町
白
丘
〈
0
3

司『同ロ
F
〈
♀
-
0
2
己
ロ
ロ
悶
ロ
コ
仏
〈
命
司
由
巳
円
}
f

〈
ロ
〉
-
∞
仏
〈
・

5
0∞
-
ω
-

N
ι
f
p向巾
N
m巾
F

P

問
。
・

ω・
念
ω

こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
推
測
す
る
と
、
中
止
未
遂
の
不
処
罰
を
刑
事
政
策

上
の
考
慮
か
ら
説
明
し
よ
う
と
し
た
見
解
に
対
し
て
、
刑
法
理
論
上
の
根

拠
か
ら
こ
れ
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
た
め
に
、
「
法
律
説
」
と
呼
ば
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
な
お
、
香
川
・
前
掲
中
止
未
遂
の
法
的

性
格
三
九
頁
参
照
。

(
2
)

出巾司
N
O
問
-
P
白・

0
・
ω
-
E叶
同
時
・
ツ
ア
ハ
リ
工
、
ル

l
デ
ン
、
シ
ユ
ワ

ル
ツ
ェ
の
著
書
は
参
照
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
ヘ
ル
ツ
ォ
1

ク
か
ら
の
引

用
に
よ
る
。
な
お
、
説
の
名
称
の
訳
語
は
、
小
野
・
前
掲
論
文
二
七
七
頁

以
下
に
よ
っ
た
。

(
3
)

小
野
・
前
掲
論
文
二
七
七
頁
以
下
、
木
村
・
前
掲
「
中
止
未
遂
の
概

念
」
二
七
四
頁
以
下
、
及
び
香
川
・
前
掲
中
止
未
遂
の
法
的
性
格
四
一

l
l

六
五
頁
参
照
。

(
4
)
z
aロ
ユ
円
『
〉
-σ
巾ユ
N
国
n
y
国立回
-
U
Z
F
m
y司
巾
〈
。
ヨ
〈
mw
司凹戸円グ門戸内吋

〈司吋ぴ『巾角川町巾
P
N‘J
『巾己
w

H

∞ω
少
∞
-Nω
也氏
e

u

出巾『
N
q
m
-
白・白・

0
ω
‘
】
お

な
お
、
木
村
博
士
は
「
取
消
説
」
と
訳
し
て
お
ら
れ
る
。
木
村
・
前
掲
「
中

止
未
遂
の
概
念
」
二
七
四
頁
。

(5)

虫
色
ロ
ユ
円
Y
F民同巾
P
回目ロ向日
σロログ仏
g
u
g仲田
nygm巾同国巾山口市ロロロ【凶

沼田淳一
rc}出
司
m
D
ω
可
白
同
「
巾
円
}
呂
田
・
切
色

Y
H
∞
会
二
山

-
b
c
一
国
巾
吋
N
O
問
・
白
血
・

。・

ω
目
印
一

V
H印
ω

(
6
}

河江市門凶コ，円
F
O
R担同町

ωロ
『
阿
君
国
『
削
♂
〈
巾
『
回
口
n
F
白ロ《凶〈司}}巾ロ己ロロ
m
Lロ日

明-〈
O
ロ
問
。
F
N巾ロ色。円以(ゴ門的問・
γ

出
血
口
弘
σロ
門
町
内
凶
角
川
印
奈
川
口
押
印
円
F
mロ

ω可
白
骨
巾
円

Z
F
∞
a
-
M
W
H
∞ご・

ω
谷
町
一
回
R
N
C伺

-
P
ω
目。・

ω
'
Z品
目
木

村
博
士
は
「
薄
弱
説
」
と
訳
し
て
お
ら
れ
る
。
木
村
・
前
掲
「
中
止
未
遂

の
概
念
」
二
七
回
頁
。

(
7
)

出
2
.
N
O
問
唱
曲
目
白
・
。
∞
・

H
?
?
】吋日・

(
8
)

小
野
・
前
掲
論
文
二
七
八
頁
。

(
9
)

宮
山
岡
何
吋
ロ
え
呂
田
可
叩
F
u
q
白
}
}
同
巾
ヨ
巾
一
口
巾
斗
巾
己
色
町
田
号
ロ
丹
田
門
}
岡
市
コ

ω同吋出向司
RZm-M-
〉口問-・・

3Nω
・

ω・
ω
吋
タ
〉
ロ
ヨ
吋
・

(
印
)
香
川
・
前
掲
中
止
未
遂
の
法
的
性
格
四
六
頁
注
(
一

O
)
。

(
日
)
司
『
田
口
F
回
出
・
。
・

ω-N栄町民・

(
ロ
)
明
吋
白
ロ
rw
白
'
印
。
∞

N
q戸
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中止未遂における必要的減免について

(

日

)

』

om巾
問
問
。

Z
2・

同坦
H
N
.
ω
.
目。同町・

(M)

ヌ
c
z
mア
出
回
目
・

0
ω
S
-

(
日
)
第
一
節
2
で
見
た
よ
う
に
、
我
が
国
に
お
い
て
は
行
為
者
の
「
危
険

性
」
が
消
滅
し
た
と
解
す
る
学
説
を
刑
事
政
策
説
に
分
類
し
て
い
る
。
平

野
博
士
は
「
危
険
性
そ
の
も
の
が
犯
罪
構
成
要
素
だ
と
す
れ
ば
、
む
し
ろ

法
律
説
に
加
え
る
の
が
適
当
か
も
し
れ
な
い
」
と
言
わ
れ
る
(
平
野
・
前

掲
「
中
止
犯
」
四

O
六
頁
注
(
一
一
)
)
。
メ
ツ
ガ
!
は
フ
ラ
ン
ク
の
見
解
を
法

律
説
に
含
ま
せ
て
お
り
(
富
寝
間
2
・
血
血
・
。
‘

ω・ち
ω)
、
フ
ラ
ン
ク
や
コ

l

ラ
i
も
、
自
ら
の
説
を
刑
事
政
策
説
に
含
ま
せ
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
(
司
S
ロ
F
出・白・

0.ω
・
N品
N-
穴
ov-mF
白
血
・
。
・

ω
e
m
N
)
。

(
刊
叩
)
な
お
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
旧
総
則
四
六
条
の
J
門
司
白
白
色
目
ョ
を
免
除
と

解
す
る
の
が
主
で
あ
っ
た
が
、
現
行
刑
法
二
四
条
一
項
の
=
:
豆
邑
ロ
】
町
宮

σ巾
印
可
担
問
門
主
に
つ
い
て
は
無
罪
と
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
玄
白
N

開巾戸田・

白・

0
・ω-hZ)M-ω
・品川
V
A

山・

ω円
y
oロ
r巾
eωny円。門日巾一司(何回巾吋)咽∞片岡・白内問巾凹司寸

N
σ
z
n
y

欠。ョ
5
2
g
n
g
〉

cpsa.ωωω
由
香
川
・
刑
法
講
義
(
総

論
)
(
昭
和
五
五
年
)
二
七
二
頁
注

(
3
)
、
同
・
前
掲
中
止
未
遂
の
法
的
性

格
五
五
頁
注
二
八
)
参
照
。 Fa円

『
白
色
巾
コ
島
市
町
巴
巾
戸
』
門
出
門
}
M
m

ロ
∞
片
『
担
問
『
E
H
Y
門my

違
法
減
少
説

ド
イ
ツ
に
お
い
て
中
止
未
遂
の
本
質
を
違
法
性
の
次
元
で
把
加
え

よ
う
と
し
た
論
者
に
、
ま
ず
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
い
る
。
彼
は
、
中
止
未

遂
を
も
っ
て
犯
罪
の
解
除
条
件
(
河

2
0
}
E
Z
σ
a
g空
局
母
乙
)
巾

zfg)

で
あ
る
と
す
い
じ
。
す
な
わ
ち
、
国
民
に
服
従
を
要
求
す
る
国
家
の
権
利

の
総
体
で
あ
る
「
規
範
」
と
、
国
家
に
刑
罰
権
を
付
与
す
る
「
刑
罰
法

規
」
と
を
区
別
し
た
彼
に
よ
れ
ば
、
犯
罪
と
は
国
家
の
権
利
の
侵
害
、

換
言
す
れ
ば
「
規
範
の
違
反
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
止
行
為
に
よ
っ

て
行
為
者
は
規
範
の
要
求
に
適
合
す
る
よ
う
に
行
為
し
、
そ
れ
に
よ
り

法
義
務
を
充
足
し
た
の
で
あ
る
か
ら
犯
罪
は
成
立
せ
ず
、
中
止
未
遂
は

不
処
罰
と
な
る
。
そ
し
て
こ
の
不
処
罰
は
、
単
な
る
賢
明
さ
の
要
請
(
巾
吉

旬
。
ぇ
己
主
己

q
E
c
m
Z
X
)
か
ら
生
ず
る
の
で
は
な
く
、
行
為
の
違
法

性
が
消
滅
す
る
こ
と
に
基
づ
く
も
の
で
あ
(
日
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
い
わ
ゆ
る
主
観
的
違
法
要
素
論
の
登
場
に
よ
っ
て
、
違
法

消
滅
説
は
新
た
な
基
礎
づ
け
を
与
え
ら
れ
た
。

例
え
ば
へ

1
グ
ラ
!
は
、
未
遂
犯
に
お
け
る
決
意
(
開

ERYE-M)
を

主
観
的
違
法
要
素
と
解
し
、
中
止
未
遂
に
お
い
て
は
任
意
の
中
止
行
為

に
よ
っ
て
当
該
行
為
の
違
法
性
が
消
滅
す
る
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
「
中

止
未
遂
の
不
処
罰
は
、
私
の
考
え
に
よ
れ
ば
い
わ
ゆ
る
か
刑
事
政
策
的

な
理
由
u

に
あ
る
の
で
は
な
く
、
犯
罪
を
行
お
う
と
す
る
決
意
が
効
を

2 
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市ヰ

奏
す
る
に
先
立
っ
て
反
対
決
意
が
立
て
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
全
体
が

違
法
性
・
反
社
会
性
を
主
観
的
に
制
限
す
る
性
格
を
失
う
と
い
う
点
に

(3) 

あ
る
」
と
し
た
の
で
あ
る
。

資

こ
う
し
た
理
論
構
成
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
我
が
国
の
学
説
に
も
強

(
4
)
 

い
影
響
を
与
え
て
い
る
。
し
か
し
、
メ
ツ
ガ
!
や
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
例

で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
主
観
的
違
法
要
素
論
者
が
必
ず
し
も
へ

l
グ
ラ

(
5
)
 

!
と
同
様
の
立
場
を
と
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

そ
の
後
ド
イ
ツ
で
は
、
中
止
未
遂
を
違
法
性
の
次
元
で
説
明
す
る
論

者
は
あ
ま
り
見
ら
れ
ず
、
違
法
消
滅
説
は
「
す
で
に
過
去
の
学
説
で
あ

(
6
)
 

る
と
言
っ
て
よ
い
」
と
の
指
摘
も
我
が
国
の
側
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
次
に
、
我
が
国
に
お
い
て
違
法
性
の
次
元
で
中
止
未
遂
の
本
質

を
把
握
し
よ
う
と
す
る
見
解
を
見
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
平
場
博
士
は
、
違
法
問
題
の
責
任
問
題
に
対
す
る
論
理
的
先

行
性
か
ら
、
ま
た
、
責
任
に
根
拠
を
求
め
る
立
場
を
貫
け
ば
既
遂
の
中

止
・
不
能
犯
の
中
止
も
中
止
犯
の
中
に
入
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と

か
ら
、
中
止
犯
の
理
由
づ
け
は
第
一
義
的
に
違
法
減
少
・
消
滅
事
由
と

し
、
補
充
的
に
責
任
の
点
を
考
え
れ
ば
よ
い
と
さ
札
記
。
そ
し
て
、
違

法
減
少
・
消
滅
の
根
拠
は
「
実
行
の
着
手
に
よ
り
生
じ
た
行
為
の
危
険

へ
の
方
向
が
未
だ
客
観
化
さ
れ
な
い
以
前
に
お
い
て
中
止
さ
れ
た
ば
あ

い
」
に
は
主
観
的
違
法
要
素
の
消
滅
に
よ
る
計
画
の
危
険
性
の
喪
失
に
、

北法36(4・186)1424

ま
た
ご
度
び
危
険
状
態
が
客
観
化
さ
れ
た
ば
あ
い
」
に
は
か
か
る
危

険
状
態
の
消
滅
に
よ
る
現
実
の
危
険
性
の
喪
失
に
求
む
べ
き
で
あ
る
と

(8) 

さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
平
場
博
士
は
、
「
危
険
状
態
が
客
観
化
さ
れ
る
」
前
後
で

違
法
減
少
・
消
滅
の
根
拠
を
区
別
し
て
把
握
さ
れ
、
へ

l
グ
ラ
ー
の
よ

う
に
主
観
的
違
法
要
素
と
い
う
観
点
だ
け
で
一
貫
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
そ
の
点
で
平
野
博
士
は
、
「
未
遂
犯
の
場
合
、
故
意
は
主
観
的

違
法
要
素
で
あ
る
。
一
度
故
意
を
生
じ
た
後
に
こ
れ
を
放
棄
し
、
あ
る

い
は
自
ら
結
果
の
発
生
を
防
止
し
た
場
合
は
、
違
法
性
の
減
少
を
認
め

(
刊
)

る
こ
と
が
で
き
る
」
と
さ
れ
、
主
観
的
違
法
要
素
で
一
貫
し
た
違
法
減

少
説
を
主
張
さ
れ
る
。
平
野
博
士
に
よ
れ
ば
、
違
法
性
は
程
度
を
付
し

う
る
概
念
で
あ
る
か
ら
、
刑
の
免
除
だ
け
で
な
く
減
少
を
も
認
め
て
い

る
我
が
刑
法
の
説
明
と
し
て
適
切
で
あ
り
、
責
任
減
少
・
消
滅
説
に
よ

る
な
ら
ば
中
止
犯
の
要
件
と
し
て
「
悔
悟
」
を
必
要
と
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
、
我
が
刑
法
は
こ
れ
を
要
求
し
て
い
な
い
か
ら
不
適
切
で
あ

る
と
さ
れ
る
。
(

ロ

)

(

日

)

福
田
教
授
・
西
原
教
授
も
1

1
刑
事
政
策
説
を
も
加
味
す
る
併
合
説

な
が
ら
|

|

l
違
法
減
少
説
を
中
心
に
論
じ
ら
れ
る
。
特
に
西
原
教
授
は

違
法
減
少
の
根
拠
を
「
実
害
が
発
生
し
な
か
っ
た
こ
と
に
加
え
て
、
反



中止未遂における必要的減免について

規
範
的
意
思
を
撤
回
し
合
規
範
的
意
思
を
中
止
行
為
と
い
う
外
界
に
表

動
さ
せ
た
」
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
客
観
化
さ

れ
た
危
険
状
態
の
消
滅
ま
た
は
結
果
発
生
の
防
止
と
い
う
中
止
行
為
の

客
観
的
側
面
に
独
立
の
意
義
を
認
め
ず
、
中
止
未
遂
の
態
様
を
問
わ
ず

一
律
に
「
反
規
範
的
意
思
の
撤
回
と
合
規
範
的
意
思
の
表
動
」

l
l実

害
が
発
生
し
な
か
っ
た
こ
と
は
障
擬
未
遂
と
変
わ
り
が
な
い
の
で
あ
る

か
ら

l
lー
と
い
う
点
に
一
元
的
に
根
拠
を
求
め
る
点
に
お
い
て
、
平
場
・

平
野
両
博
士
の
所
説
と
異
な
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
両

博
士
の
所
説
に
お
い
て
は
、
故
意
の
放
棄
お
よ
び
現
実
の
危
険
性
の
喪

失
(
自
ら
結
果
の
発
生
の
防
止
を
行
う
こ
と
)
が
、
い
わ
ば
二
元
的
に
、

そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
「
違
法
減
少
の
根
拠
」
と
な
っ
て
い
る
と
解
さ
れ
る

の
で
あ
る
。我
が
国
に
お
け
る
違
法
減
少
説
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
批

判
が
な
さ
れ
て
い
る
。

第
一
に
、
少
く
と
も
未
遂
犯
に
お
け
る
故
意
を
主
観
的
違
法
要
素
と

し
て
認
め
な
い
立
場
か
ら
は
、
主
観
的
違
法
要
素
の
減
少
に
よ
る
違
法

減
少
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

第
二
に
、
自
己
の
意
思
で
危
険
状
態
を
消
滅
さ
せ
る
と
い
う
場
合
の

「
自
己
の
意
思
で
」
と
い
う
部
分
が
、
ど
の
よ
う
な
論
理
構
造
に
よ
っ

て
違
法
性
を
減
少
さ
せ
る
の
か
が
明
ら
か
で
な
い
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
障
擬
未
遂
と
中
止
未
遂
と
が
、
客
観
的
に
生
じ
た
違
法
事

実
と
し
て
は
同
一
で
あ
る
の
に
、
自
己
の
意
思
に
よ
っ
た
か
否
か
に
よ

っ
て
法
益
侵
害
の
客
観
的
危
険
に
相
違
が
あ
る
と
言
え
る
の
か
が
疑
問

視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
己
の
意
思
に
よ
ら
な
い
場
合
で
も
、
外

部
的
障
擬
(
例
え
ば
、
殺
人
未
遂
に
お
け
る
第
三
者
の
救
助
行
為
)
に

よ
っ
て
客
観
的
危
険
が
消
滅
し
た
と
も
言
い
得
る
か
ら
で
あ
る
。

第
三
に
、
中
止
の
意
思
が
主
観
的
違
法
要
素
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
は

理
由
が
あ
る
と
し
て
も
、
一
つ
の
事
実
に
対
す
る
違
法
評
価
は
固
定
的

な
も
の
で
あ
り
、
変
化
し
た
事
実
に
対
す
る
違
法
評
価
は
さ
き
の
も
の

と
別
個
で
あ
っ
て
、
さ
き
の
事
実
に
対
す
る
違
法
評
価
に
影
響
を
及
ぽ

す
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
す
る
批
判
が
あ
る
。

第
四
に
、
違
法
減
少
説
を
認
め
る
と
、
「
共
犯
と
中
止
犯
」
の
問
題
と

の
関
連
で
難
点
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
正
犯
者
の
中
止

行
為
に
よ
る
違
法
減
少
の
効
果
が
、
制
限
従
属
形
式
を
前
提
に
す
る
の

な
ら
ば
関
与
者
に
も
及
ぶ
こ
と
に
な
り
、
中
止
未
遂
の
一
身
専
属
的
効

果
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

第
五
に
、
既
述
の
平
場
博
士
の
見
解
に
対
し
て
は
、
「
危
険
状
態
の
客

観
化
」
と
い
う
概
念
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
く
、
実
行
の
着
手
に
よ

っ
て
す
で
に
危
険
性
は
発
生
し
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
危
険

状
態
の
客
観
化
の
前
後
に
よ
る
違
法
減
少
・
消
滅
の
区
別
を
疑
問
視
す
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料

(
叩
)

る
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

第
六
に
、
平
野
博
士
の
見
解
に
対
し
て
は
、
責
任
の
減
少
に
は
「
悔

悟
」
が
必
要
だ
と
い
う
前
提
は
責
任
の
観
念
を
道
義
的
な
も
の
と
す
る

見
解
が
基
礎
と
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
は
博
士
の
責

任
の
観
念
(
消
極
的
責
任
)
と
は
矛
盾
す
る
し
、
ま
た
責
任
も
違
法
と

同
様
、
程
度
概
念
で
あ
る
こ
と
が
今
日
で
は
認
め
ら
れ
て
い
る
と
の
指

(
却
}

摘
が
あ
る
。

資

(
l
)

沢
山
ユ
切
宮
内
出
ロ
同
‘
。
「
ロ
ロ
己
ユ
混
乱
巾
問
。
巾
ロ
門
担
門
町
。
ロ
∞
可
出
向
司
巾
n
y
g
-

〉
ロ
岡
市
ヨ
巳
ロ
号
、
吋
巳
}
唱
∞
・
〉
ロ
同

}.L由
】
ω
.
ω
巴
】
ω
∞

(2)

∞古門出口問・

0
ぽ

Z
C
コ
妥
当
ロ
ロ
仏
庄
吋
巾

C
U巾ユ司巾丹ロロ
me
回仏国「

Z
巾ロ包
H
d
n
r
p
w「
品
・
〉
E
b
-
-
ω
・
ロ
吋
一
己
常
的
よ
。
担
問
ぴ

ash-巾ぐ巾「『「巾白

門}副司

p
c
q
-
n
z
g白血】咽切門戸
2
・
5
2・m
山E
N
ω

問
問
な
お
、
同
様
の
立
場

に
立
つ
見
解
と
し
て
〉
ロ
宮
田
門
∞
門
町
(
高
Z
S
R
F

、吋間同円相官閉山

2
0・

〈
〉
巴
・
国
同
凶
・
ロ
-

H

申(}∞・

ω
九日一w
吋・

(
3
)

〉己
mE印
門
司
巾
問

-q-
∞
ロ
庄
内
n
r
z〈
巾
何
時
円
宮
田
君
広
三
間
r
a
2
5
0・

5
2
z
-
5
閉山白

}
M
E
g
a
g
山
口
問
巾
ヨ
巳

3
2
〈
巾
『
膏

2
Y巾ロ印ず巾同コ同町田
w

-コ日明冊目片岡田げ巾『口『岡山巾一ロ}戸釦同白色〈
C
ロ
司
「
白
コ
}
デ
∞
門
戸

f

H
申
ω
(
}
・
ω
ω
ω
∞
・

(
4
)

後
述
す
る
よ
う
に
、
ヴ
ェ
ル
ツ
エ
ル
は
責
任
消
滅
説
を
と
る
。
本
章

本
節
3
注

(n)参
照
。

(
5
)

こ
の
こ
と
は
、
我
が
国
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

中
谷
理
子
「
中
止
未
遂
の
法
的
性
格
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
三

O
O号
(
昭
和
三

九
年
)
二
九
六
頁
、
香
川
・
前
掲
中
止
未
遂
の
法
的
性
格
七
二
頁
、
七
九

頁
注
つ
己
、
八

O
頁
注
(
四
)
参
照
。

(6)

山
中
・
前
掲
論
文
三
五
五
頁
。
〈
也
・
月

g
m
巴
ミ
ゆ

O
町内凶
G
問
自
由
'

民
団
円
}
岡
市
∞
包

2
2
3四
分
可

ω可国内田口間的
ny--
由民口口問中

E
D
a
g
g
p
z
p巾'

VED間的問円ロロ
a
p
H
m
E
吋吊
y
ω
'
H
A
山町内向
a

(7)

平
場
・
前
掲
書
一
四

O
頁。

(8)

平
場
・
前
掲
書
一
四
O
l
一
四
一
頁
。

(
9
)

注
(
3
)
参
照
。

(
日
)
平
野
・
刑
法
総
論
H
(昭
和
五

O
年
)
三
三
三
|
三
三
四
頁
。

(
日
)
平
野
・
前
掲
刑
法
総
論
H
三
三
四
頁
。

(
ロ
)
福
田
平
・
新
版
刑
法
総
論
(
増
補
版
)
(
昭
和
五
七
年
)
一
七
四
頁
。

(
日
)
西
原
春
夫
・
刑
法
総
論
(
昭
和
五
二
年
)
二
八
七
頁
。

(
M
)

野
村
稔
・
未
遂
犯
の
研
究
(
昭
和
五
九
年
)
四
四

O
頁
、
四
四
九
頁

注

(
7
)
。

(
日
)
荘
子
・
前
掲
書
四

O
O頁
、
内
田
・
前
掲
書
二
五
七
頁
。

(
時
)
中
山
・
前
掲
書
百
四
三
一
頁
、
四
三
二
頁
注

(2)
、
曾
根
威
彦
「
中
止

未
犯
の
法
的
性
格
」
植
松
正
ほ
か
、
現
代
刑
法
論
争
I
三
O
二
|
三

O
三

頁
、
野
村
・
前
掲
書
四
四
一
頁
。

(
げ
)
木
村
静
子
「
中
止
犯
」
刑
法
講
座
第
四
巻
(
昭
和
三
八
年
)
二
五
頁
。

こ
の
批
判
に
つ
い
て
は
、
本
稿
第
三
章
で
一
再
び
取
り
上
げ
る
。

(
叩

m)

香
川
・
前
掲
刑
法
講
義
(
総
論
)
二
七
三
頁
注

(7)
。
な
お
、
前
掲

中
止
未
遂
の
法
的
性
格
七
四
頁
以
下
、
同
・
前
掲
注
釈
刑
法
印
の
H
四
七

三
了
四
七
四
頁
参
照
。

(
印
)
香
川
・
前
掲
中
止
未
遂
の
法
的
性
格
八
三
頁
。

(
初
)
山
中
・
前
掲
論
文
三
四
八
頁
。
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中止未遂における必要的減免について

責
任
減
少
説

中
止
未
遂
の
本
質
を
責
任
の
次
元
で
把
握
し
よ
う
と
し
た
見
解

(
1
)
 

と
し
て
、
ま
ず
ザ
ウ
ァ

l
の
説
が
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
中
止
行
為
に

よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
悔
悟
は
、
最
初
に
責
任
判
断
の
対
象
で
あ
っ
た
事

実
と
同
じ
性
質
の
事
実
(
事
後
の
事
実
)
で
あ
り
、
こ
の
事
後
の
事
実

に
対
す
る
価
値
判
断
に
よ
っ
て
、
最
初
の
責
任
の
全
部
又
は
一
部
分
が

(
2
)
 

消
滅
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
ザ
ウ
ア
!
以
前
に
も
、
例
え

(3) 

ば
ダ

1
ル
マ
ン
は
性
格
責
任
論
の
立
場
か
ら
、
ま
た
ク
ル
マ
ン
)
は
犯
罪

徴
表
説
の
立
場
か
ら
、
中
止
行
為
に
よ
っ
て
行
為
者
が
も
は
や
反
社
会

的
で
は
な
い
こ
と
の
徴
表
が
示
さ
れ
、
責
任
も
存
在
し
な
く
な
る
と
主

張
し
て
い
た
。
た
だ
こ
れ
ら
の
見
解
が
中
止
未
遂
を
も
っ
て
「
責
任
阻

却
事
由

(ω
♀
三
色
白
c
a
n
E庁
防

g
m昌
吉
ロ
乱
)
」
と
解
し
て
い
た
の
に
対

し
て
、
ザ
ウ
ァ

l
は
、
は
じ
め
か
ら
責
任
が
存
在
し
な
い
場
合
(
責
任

阻
却
)
と
、
事
後
の
事
情
に
よ
り
責
任
が
存
在
し
な
く
な
る
場
合
(
責

任
消
滅
)
を
区
別
し
、
中
止
未
遂
を
も
っ
て
「
責
任
消
滅
事
由

(ωnyzEP

2
9各
自
明
明

5
3」
と
解
し
て
い
(
日
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
ケ
ム
ジ

1
ス
は
ザ
ウ
ァ

l
の
主
張
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
。

か
つ
て
ツ
ア
ハ
リ
エ
が
主
張
し
た
「
廃
棄
説
」
に
お
け
る
欠
陥
は
、
一

旦
存
在
し
た
「
法
の
侵
害
に
向
け
ら
れ
た
悪
意
」
が
任
意
の
中
止
に
よ

っ
て
事
後
的
に
無
意
味
と
な
る
、
と
し
た
点
に
あ
っ
た
。
「
悪
意
」
も
一

3 

つ
の
事
実
で
あ
る
が
、
そ
の
事
実
が
事
後
的
に
消
滅
す
る
と
し
た
こ
と

が
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
ケ
ム
ジ
l
ス
は
、
そ

の
よ
う
な
「
悪
意
」
を
抱
い
た
と
い
う
事
実
に
対
す
る
「
評
価
」
に
着

(7) 

目
し
、
そ
れ
を
規
範
的
責
任
論
と
関
連
づ
け
た
の
だ
っ
た
。

ケ
ム
ジ

l
ス
に
よ
れ
ば
、
「
責
任
」
と
は
、
か
つ
て
心
理
的
責
任
論
が

主
張
し
た
よ
う
な
「
心
理
状
態
」
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
個
人
が
、
社

会
に
対
す
る
侵
害
行
為
を
社
会
に
と
っ
て
有
害
な
も
の
と
し
て
評
価
し

ま
た
は
評
価
す
べ
き
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
由
に
決
意
し
た
こ

(
8
)
 

と
に
対
す
る
、
法
秩
序
か
ら
の
判
断
(
非
難
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

考
え
る
と
「
行
為
に
よ
る
悔
悟
に
よ
っ
て
刑
罰
が
消
滅
す
る
こ
と
の
法

律
上
の
理
由
は
責
任
の
消
滅
で
あ
る
、
と
す
る
の
が
実
際
正
し
い
出
発

点
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
歴
史
的
事
実
す
な
わ
ち

意
思
決
定
を
事
後
的
に
廃
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
行
為
者
の
意

欲
に
対
す
る
評
価
百
三
2
3
は
事
後
的
に
変
更
し
た
り
、
あ
る
い
は
廃

{9) 

棄
し
た
り
す
る
こ
と
も
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
」
。
か
く
て
ケ
ム
ジ
l
ス
は
、

中
止
未
遂
の
本
質
を
責
任
消
滅
説
に
求
め
た
の
で
あ
る
。

(刊
)

(

U

)

そ
の
後
も
、
責
任
消
滅
説
は
、
ハ
イ
ニ
ツ
ツ
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
、
シ

(ロ)

ユ
レ
ー
ダ
ー
ら
に
よ
っ
て
も
支
持
さ
れ
て
お
り
、
責
任
非
難
の
事
後
的

消
滅
と
い
う
理
論
構
成
は
我
が
国
の
責
任
減
少
説
に
も
強
い
影
響
を
与

え
て
い
る
。

北法36(4・189)1427



料

さ
ら
に
最
近
の
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
中
止
未
遂
の
本
質
を
責
任

の
次
元
に
お
い
て
把
握
す
る
に
し
て
も
、
従
来
の
よ
う
な
単
な
る
責
任

非
難
の
事
後
的
消
滅
と
い
う
理
論
構
成
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
こ
に
刑
事

政
策
的
な
考
慮
を
加
味
し
た
新
た
な
観
点
か
ら
の
説
明
を
試
み
る
見
解

が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

ル
ド
ル
ブ
ィ

1
は
、
中
止
未
遂
に
お
い
て
行
為
者
は
中
止
し
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
不
法
と
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
不
法
も
責

任
も
、
任
意
の
中
止
に
よ
っ
て
残
り
の
責
任
に
対
す
る
非
難
が
い
わ
ゆ

る
刑
事
政
策
的
理
由
か
ら
要
求
さ
れ
な
く
な
る
程
度
に
軽
減
さ
れ
る
と

主
張
す
る
。
従
っ
て
こ
の
場
合
に
は
「
刑
法
上
重
要
な
責
任
(
印
可
え
ー(日
)

z
n
y
E門
町
司
巾
}
巾
〈
-
同
三
巾

ω円
y
c
Eこ
が
欠
け
る
こ
と
に
な
る
と
さ
れ
る
。

資

彼
に
よ
れ
ば
、
責
任
非
難
の
刑
法
上
の
重
要
性
に
関
す
る
問
題
は
、

定
の
行
為
が
、
責
任
の
存
在
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
益
保
護
の
た
め
に

一
般
予
防
・
特
別
予
防
的
理
由
か
ら
処
罰
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の

か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
ど
の
程
度
処
罰
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
、

と
い
う
問
題
も
含
ん
で
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。

ロ
ク
シ
ン
は
、
中
止
未
遂
を
責
任
阻
却
事
由
と
す

ι問
、
そ
れ
は
次

の
二
つ
の
こ
と
を
前
提
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
第
一

に
、
未
遂
行
為
と
中
止
行
為
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
現
象
と
し
て
で

は
な
く
、
統
一
的
な
評
価
の
対
象
と
し
て
把
握
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な

ぃ
。
第
二
に
、
責
任
概
念
を
他
行
為
可
能
性
と
い
う
視
点
か
ら
の
み
橋

(
M
m
)
 

成
す
る
の
で
は
な
く
、
刑
罰
目
的
論
か
ら
解
釈
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

勿
論
、
任
意
に
中
止
し
た
行
為
者
も
は
じ
め
か
ら
行
為
に
出
な
い
こ
と

が
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
他
行
為
可
能
性
は
認
め
ら
れ

る
。
し
か
し
、
刑
法
上
の
「
答
責
性
(
〈
巾

E
淳
司

OE-nyra円
)
」
は
刑

罰
目
的
論
か
ら
制
裁
を
科
す
理
由
が
な
い
と
き
に
は
欠
け
る
こ
と
に
な

(口)
λ
w
o
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こ
の
「
答
責
性
」
の
概
念
は
、
ロ
ク
シ
ン
が
、
従
来
の
「
責
任
」
概

念
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
構
成
要
件
・
違
法
性
に
続
く

第
三
の
犯
罪
成
立
要
件
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
、
「
刑
事
制
裁
の
必
要
性
」

と
い
う
観
点
か
ら
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
彼
に
よ
れ
ば
中

止
未
遂
は
正
確
に
は
「
答
責
性
阻
却
事
由
(
の

E
ロ
仏
舟
田
〈
巾
「
由
三

(
問
)

君
。
司
宮
口
問
団
出
己
己
的
明
円

Ezag)」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
な
責
任
消
滅
説
の
多
様
化
は
、
最
近
の
西
ド
イ
ツ
に
お

け
る
「
責
任
」
概
念
に
関
す
る
議
論
の
傾
向
を
、
如
実
に
反
映
す
る
も

(
刊
)

の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

二
我
が
固
に
お
け
る
責
任
減
少
説
の
萌
芽
は
、
す
で
に
主
観
主
義

刑
法
理
論
の
立
場
の
中
に
見
出
さ
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
宮

本
博
士
は
、
犯
人
が
犯
罪
を
中
止
す
る
事
情
と
し
て
①
犯
罪
実
行
の
動

機
た
る
事
情
が
不
存
在
に
な
る
為
め
の
中
止
の
場
合
②
犯
罪
実
行
の
動



中止未遂における必要的減免について

機
た
る
事
情
が
真
一
は
る
も
、
そ
の
実
行
に
伴
ふ
外
部
的
障
磁
を
予
見
し

た
為
め
の
中
止
の
場
合
③
犯
罪
実
行
の
動
機
た
る
事
情
が
具
は
る
も
行

為
者
の
性
情
が
内
部
的
障
擬
と
し
て
作
用
し
た
こ
と
に
よ
る
中
止
の
場

合
、
と
い
う
三
類
型
を
掲
げ
、
③
が
中
止
未
遂
を
認
め
る
の
に
相
当
だ

と
さ
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
③
の
行
為
者
の
性
情
は
「
結
局
自
己
の
犯
罪

の
実
行
の
着
手
を
不
可
な
り
と
す
る
感
情
即
ち
自
己
の
行
為
の
価
値
を

否
定
す
る
意
識
(
規
範
意
識
)
と
し
て
働
い
た
訳
で
あ
る
か
ら
、
新
か

る
場
合
こ
そ
犯
人
の
反
規
範
性
は
通
常
の
未
遂
罪
の
場
合
に
比
し
て
軽

微
な
も
の
」
で
あ
る
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。

犯
行
の
決
意
の
事
後
的
な
撤
回
が
行
為
者
の
規
範
意
識
と
し
て
働
く

こ
と
に
よ
っ
て
、
行
為
の
非
難
可
能
性
が
減
少
す
る
と
い
う
論
理
構
造

は
、
そ
の
後
、
規
範
的
責
任
論
の
台
頭
と
と
も
に
、
我
が
国
の
責
任
減

少
説
に
お
い
て
有
力
化
し
た
。
徹
底
し
た
責
任
減
少
説
の
立
場
を
と
ら

れ
る
香
川
教
授
に
よ
れ
ば
、
「
た
と
え
一
度
は
法
的
義
務
に
違
反
し
て
犯

罪
的
意
思
決
定
を
な
し
た
の
で
あ
っ
て
も
、
し
た
が
っ
て
た
め
に
有
責

と
の
非
難
が
さ
け
ら
れ
え
な
い
ば
あ
い
で
あ
っ
て
も
、
行
為
者
の
主
体

的
な
介
入
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
許
さ
れ
な
い
と
い
う
意
識
の
も
と
に
、

換
言
す
れ
ば
す
で
に
破
っ
た
法
的
義
務
に
ふ
た
た
び
合
致
し
よ
う
と
す

る
意
欲
」
す
な
わ
ち
「
規
範
的
意
識
」
の
具
体
化
と
し
て
中
止
が
行
わ

れ
た
場
合
に
は
、
事
後
的
に
責
任
を
減
少
さ
せ
る
と
さ
れ
泊
。
他
の
論

者
か
ら
も
、
よ
り
端
的
に
「
自
発
的
な
中
止
行
為
の
存
在
は
、
違
法
性

の
点
で
は
ど
う
あ
ろ
う
と
も
、
少
く
と
も
行
為
者
に
対
す
る
非
難
可
能

性
を
減
少
せ
し
札
約
」
と
か
、
或
い
は
「
広
義
の
悦
齢
」
が
責
任
を
減

少
さ
せ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
人
格
形
成
責
任
論
の
立
場

か
ら
も
「
中
止
行
為
に
一
示
さ
れ
る
行
為
者
の
人
格
態
酌
」
が
責
任
を
減

少
さ
せ
る
と
主
張
さ
れ
て
お
り
、
基
本
的
に
は
こ
れ
ら
の
見
解
と
軌
を

一
に
し
て
い
る
も
の
と
吾
首
え
る
。

一
方
で
は
、
結
果
無
価
値
論
を
徹
底
す
る
立
場
か
ら
も
責
任
減
少
説

は
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
内
田
教
授
は
「
法
益
侵
害
に
対

す
る
関
係
で
は
障
害
未
遂
と
中
止
未
遂
で
相
違
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
以

上
、
中
止
未
遂
だ
け
が
特
に
違
法
性
を
弱
め
る
と
は
い
え
な
い
」
の
で

あ
っ
て
、
「
自
発
的
「
意
思
』
に
よ
る
犯
罪
完
成
阻
止
と
い
う
面
で
、
責

任
減
少
を
招
来
す
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
」
だ
と
さ
れ
る
。
曽
根
教
授

も
同
様
の
観
点
か
ら
、
「
法
益
侵
害
の
危
険
が
現
実
に
発
生
し
た
と
い
う

点
で
は
、
中
止
犯
は
犯
罪
構
造
上
障
害
未
遂
と
同
じ
で
あ
る
」
と
さ
れ
、

中
止
犯
に
お
い
て
は
「
行
為
者
の
意
思
が
責
任
要
素
と
し
て
の
故
意
の

放
棄
を
意
味
す
る
も
の
」
と
し
て
、
責
任
減
少
説
を
主
張
さ
れ
る
。
曽

根
教
授
の
見
解
は
、
責
任
減
少
の
理
由
を
「
故
意
の
放
棄
」
に
求
め
て

い
る
点
で
、
故
意
そ
の
も
の
で
は
な
く
そ
う
し
た
故
意
を
も
た
ら
し
た

意
思
過
程
の
変
化
に
責
任
減
少
の
理
由
を
求
め
よ
う
と
す
る
前
述
の
香

北法36(4・191)1429 



料

川
教
授
ら
の
見
解
と
相
違
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

資

さ
ら
に
最
近
で
は
、
可
罰
的
責
任
減
少
と
い
う
観
点
か
ら
、
中
止
未

遂
の
本
質
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に

よ
れ
ば
、
行
為
者
が
任
意
の
中
止
に
よ
っ
て
「
犯
罪
遂
行
に
対
す
る
意

思
カ
の
減
退
ま
た
は
喪
失
を
示
し
、
法
秩
序
の
枠
内
に
再
び
立
ち
帰
っ

た
」
こ
と
に
よ
っ
て
範
鴎
論
的
意
味
に
お
け
る
責
任
が
減
少
し
、
他
方
、

可
罰
的
責
任
と
い
う
範
騰
に
お
い
て
、
「
任
意
に
法
秩
序
の
枠
内
に
復
帰

し
た
者
を
、
責
任
の
程
度
に
応
じ
た
刑
罰
を
も
っ
て
処
罰
す
る
こ
と
が

刑
事
政
策
的
に
合
目
的
的
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
、
刑
法
の
謙
抑
性
と

い
う
観
点
か
ら
刑
罰
と
い
う
重
大
な
手
段
を
行
使
す
る
こ
と
が
そ
も
そ

も
必
要
か
ど
う
か
」
が
目
的
論
的
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
さ
れ
る
。
か
く
て
、
任
意
の
中
止
に
よ
っ
て
、
処
罰
に
値
す
る
、
あ

(
幻
)

る
い
は
刑
法
上
重
要
な
責
任
は
極
め
て
減
少
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
見
解
は
、
前
述
の
ロ
ク
シ
ン
や
ル
ド
ル
フ
ィ
!
の
所
説
の
影
響
を

受
け
た
も
の
と
言
え
る
が
、
従
来
我
が
固
に
お
い
て
「
可
罰
的
責
任
」

を
主
張
し
て
い
た
見
(
僻
が
中
止
未
遂
の
「
責
任
」
減
少
を
論
じ
る
際
に

は
、
他
の
規
範
的
責
任
論
な
ど
の
論
者
と
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
主
張
を

行
っ
て
い
(
問
こ
と
と
比
べ
て
、
「
範
鴎
論
的
意
味
に
お
け
る
責
任
」
の
減

少
と
「
可
罰
的
責
任
」
の
減
少
と
い
う
二
重
構
造
を
と
る
こ
と
に
よ
っ

て
後
者
を
論
ず
る
こ
と
の
意
義
を
強
調
し
て
い
る
点
が
特
徴
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
責
任
減
少
説
は
我
が
国
の
法
律
説
(
併
合
説
も
含

む
)
の
中
で
、
か
な
り
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、

「
責
任
減
少
説
の
内
部
で
も
責
任
に
対
す
る
考
え
方
の
差
異
を
反
映
し

(
初
)

て
種
々
な
る
見
解
が
主
張
さ
れ
帰
一
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
」
状
況
に
あ

る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

三
責
任
減
少
説
に
対
し
て
は
、
我
が
国
に
お
い
て
は
次
の
よ
う
な

批
判
が
1

1
違
法
減
少
説
の
み
な
ら
ず
併
合
説
か
ら
も
ー
!
な
さ
れ
て

い
4φ

。
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第
一
に
、
中
止
未
遂
の
要
件
と
し
て
悔
悟
を
必
要
と
す
れ
ば
別
で
あ

る
が
、
そ
う
で
な
い
我
が
固
に
お
い
て
は
責
任
が
消
滅
(
減
少
)
す
る

(
幻
)

と
解
ず
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

第
二
に
、
人
格
形
成
責
任
論
を
採
り
え
な
い
か
ら
こ
の
立
場
か
ら
の

責
任
減
少
説
は
採
用
で
き
ず
、
ま
た
、
規
範
的
責
任
論
か
ら
の
責
任
減

少
説
は
、
故
意
過
失
が
責
任
の
要
素
・
形
式
か
ら
違
法
性
の
分
野
に
移

り
、
規
範
違
反
性
に
関
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め

(
認
)

に
採
用
で
き
な
い
、
と
す
る
批
判
が
あ
る
。

第
三
に
、
徹
底
し
た
責
任
減
少
説
に
対
し
て
は
、
刑
の
減
軽
・
免
除

(
幻
}

と
い
う
こ
種
の
処
分
が
責
任
の
段
階
性
の
問
題
と
い
い
き
れ
る
か
、
と

い
う
疑
問
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

第
四
に
、
可
罰
的
責
任
減
少
説
に
対
し
て
は
、
範
鴫
論
的
意
味
に
お



け
る
責
任
が
減
少
す
る
の
な
ら
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
中
止
未
遂
は
す

で
に
障
磁
未
遂
と
は
責
任
の
程
度
を
異
に
す
る
と
言
え
る
の
で
あ
り
、

そ
う
で
あ
れ
ば
そ
の
減
少
し
た
責
任
に
応
じ
た
刑
罰
を
も
っ
て
処
罰
す

る
こ
と
、
あ
る
い
は
刑
を
免
除
す
る
こ
と
が
刑
事
政
策
的
に
み
て
妥
当

で
は
な
い
か
と
し
て
、
重
ね
て
可
罰
的
責
任
の
減
少
を
考
え
る
こ
と
の

(
M
)
 

不
要
性
を
指
摘
す
る
見
解
が
あ
る
。

中止未遂における必要的減免について

(
1
)
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中
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開
E
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E
怒
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E
己
と
す
る
。
ウ
ル
ゼ
ン

ハ
イ
マ

1
も
同
様
に
開
己
完
E
E
-間
口
口
問
調

E
ロ
仏
と
し
て
位
置
づ
け
、
こ
れ

を
∞
n
Z
E白
巳
出
田
町
富
山
巾
ロ
ロ
ロ
岡
田
明

g
a
と
区
別
す
る
。
後
者
が
非
難
可
能
性

の
要
素
(
責
任
能
力
・
違
法
性
の
意
識
)
が
欠
け
る
場
合
で
あ
る
の
に
対

し
、
前
者
は
責
任
は
存
在
す
る
が
、
一
定
の
理
由
に
基
づ
い
て
法
秩
序
が

責
任
非
難
を
中
止
す
る
場
合
(
例
え
ば
、
西
ド
イ
ツ
刑
法
三
五
条
の
免
責

的
緊
急
避
難
の
場
合
)
で
あ
る
と
す
る
。
〈
色
白
-
R
D
F
a
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・
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ω・
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な
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虫
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・
前
掲
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岡
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日
昆

を
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赦
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し

y
山
中
・
前
掲
論
文
三
五
九
頁
は
「
車
買
任
解

除
事
由
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と
さ
れ
て
い
る
。
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ω
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本
書
第
一
版
の
前
半
部
分
の
邦
訳
と
し
て
、
斉

藤
誠
二
「
ク
ラ
ウ
ス
・
ロ
ク
シ
ン
著
「
刑
事
政
策
と
刑
法
体
系
」
(
一
)
」

成
際
法
学
三
号
(
昭
和
四
七
年
)
一
三
五
頁
以
下
。
ま
た
紹
介
と
し
て
、

中
義
勝

1
山
中
敬
了
関
西
大
学
法
学
論
集
一
二
巻
六
号
(
昭
和
四
七
年
)

八
一
頁
以
下
。

(
v
m
)

本
稿
第
二
章
第
四
節
1
の
二
参
照
。

。
同
団
巴
巾
戸
同
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申
わ
ymω
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〉
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u
.
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料

(口
)
m
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H
F
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σ
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叫
仏
角
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口
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円
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。
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同
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n
F巳
p
g
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色
白

a
a
F
S吋N
-
ω
-
N
4
ω
同
時
・
紹
介
と
し

て
、
立
石
雅
彦
「
ク
ラ
ウ
ス
・
ロ
ク
シ
ン
「
着
手
未
遂
の
中
止
に
つ
い
て
』
」

立
命
館
法
学
一
一
一
五
・
一
二
六
号
(
昭
和
五
一
年
)
一
一
一

O
頁
以
下
。
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同
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同
町
内
・
邦
訳
と
し
て
、
高
橋
則
夫
(
訳
)
「
刑
法

上
の
体
系
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
『
責
任
』
と
「
答
責
性
』
」

c・
ロ
ク
シ

ン
(
宮
津
浩
一
監
訳
)
『
刑
法
に
お
け
る
責
任
と
予
防
』
(
昭
和
亙
九
年
)

七
三
貝
以
下
。

な
お
ロ
ク
シ
ン
の
「
答
責
性
」
概
念
に
つ
き
、
中
川
祐
夫
「
責
任
と
可

罰
的
評
価
」
平
場
博
士
還
暦
祝
賀
「
現
代
の
刑
事
法
学
』
(
上
)
(
昭
和
五

二
年
)
二
五
二
頁
以
下
、
浅
田
和
茂
「
責
任
と
答
責
性
」
同
二
七
二
頁
以

下
、
大
山
弘
「
責
任
と
予
防
に
関
す
る
一
考
察
」
関
西
大
学
法
学
論
集
三

一
巻
五
号
(
昭
和
五
七
年
)
六
六
頁
以
下
な
ど
を
参
照
。

(
四
)
阿
部
純
ニ
「
最
近
の
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
責
任
論
の
傾
向
」
刑
法
雑

誌
二
四
巻
一
号
(
昭
和
五
五
年
)
八
八
頁
以
下
参
照
。

(
幼
)
宮
本
・
前
掲
書
一
八
四
頁
。

(
紅
)
香
川
・
前
掲
中
止
未
遂
の
法
的
性
格
九
七
頁
、
同
・
前
掲
注
釈
刑
法

問
の

H
四
七
四
頁
。

(
包
)
植
松
正
・
再
訂
刑
法
概
論
I
総
論
(
昭
和
四
九
年
)
三
二
四
頁
。
な

お
、
植
松
博
士
は
併
合
説
に
立
た
れ
る
。
次
節
参
照
。

(
お
)
佐
伯
千
仰
・
四
訂
刑
法
講
義
(
総
論
)
(
昭
和
五
六
年
)
三
二
二
|
三

資

二
三
頁
。
な
お
、
佐
伯
博
士
も
併
合
説
に
立
た
れ
る
。
次
節
参
照
。

(
包
)
団
藤
・
前
掲
書
三
三
六
頁
。

(
お
)
内
田
・
前
掲
書
二
五
七
頁
。

(
川
崎
)
曽
根
・
前
掲
論
文
三

O
一
|
三

O
三
頁
。

(
幻
)
山
中
・
前
掲
論
文
三
六
九
|
三
七

O
頁。

(
お
)
佐
伯
・
前
掲
書
二
三
二
頁
。

(
泊
)
佐
伯
・
前
掲
書
三
二
三
頁
。

(
初
)
野
村
・
前
掲
書
四
三
六
頁
。

(
汎
)
平
野
・
前
掲
論
文
四

O
五
頁
。

(
辺
)
西
原
・
前
掲
書
二
八
七
頁
。

(
お
)
木
村
(
静
)
・
前
掲
論
文
二
七
頁
。

(
斜
)
野
村
・
前
掲
書
四
四
五
|
四
四
六
頁
。
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併
合
説

こ
こ
で
「
併
立
記
」
と
呼
ぶ
見
解
は
、
我
が
国
に
お
い
て
、
既

に
述
べ
た
刑
事
政
策
説
・
法
律
説
(
違
法
減
少
説
・
責
任
減
少
説
)
の

う
ち
の
二
説
な
い
し
三
説
を
併
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
中
止
未
遂
規
定

を
説
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
見
解
は
、
現
在
の
我

が
国
に
お
け
る
多
数
説
で
あ
り
、
既
に
法
律
説
の
紹
介
の
中
で
触
れ
た

学
説
で
こ
の
併
合
説
に
属
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
刑
事
政
策
説
及
び
法

律
説
の
中
の
少
く
と
も
二
説
を
用
い
て
説
明
を
行
う
見
解
は
す
べ
て
こ

こ
で
も
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

第
三
節



中止未遂における必要的減免について

併
合
説
も
、
次
の
よ
う
に
類
型
化
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
①
違
法
減
少
説
と
責
任
減
少
説
を
併
用
す
る
も
(
民
、
②
違

法
減
少
説
と
刑
事
政
策
説
を
併
用
す
る
も
(
的
、
③
責
任
減
少
説
と
刑
事

政
策
説
を
併
用
す
る
も
(
印
、
④
違
法
減
少
説
と
責
任
減
少
説
及
び
刑
事

政
策
説
を
併
用
す
る
も
的
、
の
四
類
型
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
②
③
④
の
類
型
は
、
い
ず
れ
も
刑
事
政
策
説
を
併
用
す

る
点
で
共
通
し
て
い
る
が
、
刑
事
政
策
説
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
と
い

う
点
で
は
糾
刑
事
政
策
的
考
慮
を
必
ず
し
も
無
視
で
き
な
い
と
し
て
、

法
律
説
と
「
合
体
」
さ
せ
て
い
こ
う
と
す
る
日
前
と
、

ω
(広
義
で
は

糾
に
含
ま
れ
る
と
も
言
え
る
が
)
特
に
「
刑
の
免
除
」
の
場
合
を
説
明

す
る
も
の
と
し
て
補
充
的
に
用
い
よ
う
と
す
る
孔
舵
と
に
分
か
れ
る
。

例
の
見
解
は
、
中
止
未
遂
規
定
の
「
黄
金
の
橋
」
と
し
て
の
刑
事
政
策

的
効
果
を
「
ま
っ
た
く
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
に
川
」
と
か
、
「
刑
の
減

免
が
一
般
予
防
お
よ
び
特
別
予
防
を
併
せ
考
慮
し
て
行
な
わ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
」
な
ど
と
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

法
律
説
を
支
持
し
つ
つ
も
、
同
時
に
刑
事
政
策
説
に
も
あ
る
程
度
の
存

在
価
値
を
認
め
、
両
者
を
合
体
さ
せ
て
中
止
未
遂
規
定
を
説
明
し
よ
う

と
す
る
。
同
の
見
解
は
、
法
律
説
に
よ
れ
ば
刑
の
減
軽
・
免
除
と
い
う

二
種
の
処
分
が
違
法
性
あ
る
い
は
責
任
の
段
階
性
に
対
応
す
る
も
の
と

言
い
切
れ
る
か
と
い
う
疑
問
が
生
ず
る
た
め
、
特
に
刑
の
免
除
の
場
合

を
刑
事
政
策
説
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
仁
却
。
例
え
ば
、
責
任
減
少

説
の
み
に
立
脚
し
た
場
合
、
免
除
で
あ
っ
て
も
責
任
の
存
在
は
依
然
前

提
と
さ
れ
る
た
め
、
責
任
が
あ
る
の
に
刑
が
な
ぜ
科
せ
ら
れ
な
い
の
か

と
い
う
問
題
が
生
ず
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
を
刑
事
政
策
的
理
由
か
ら
説

明
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

①
及
び
④
の
類
型
は
、
ど
ち
ら
も
違
法
性
・
責
任
の
両
方
が
減
少
す

る
と
把
え
る
点
で
共
通
し
て
い
る
が
、
そ
の
論
理
構
造
に
差
異
が
あ
る

た
め
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
類
型
に
分
類
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
肘
ま

ず
違
法
性
が
微
弱
化
し
、
そ
れ
に
伴
い
責
任
も
微
弱
化
す
る
と
把
え
る

見
傑
、
川
一
般
的
に
は
両
者
が
と
も
に
減
少
す
る
が
、
具
体
的
事
態
に

応
じ
て
、
違
法
性
ま
た
は
責
任
の
ど
ち
ら
か
の
面
に
重
点
が
お
か
れ
る

と
す
る
見
解
例
常
に
違
法
性
の
減
少
と
責
任
の
減
少
を
認
め
、
い
ず

れ
か
一
方
を
重
視
す
る
こ
と
は
認
め
な
い
孔
縦
、
の
三
類
型
で
あ
る
。

肘
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
中
止
行
為
に
よ
っ
て
実
害
が
防
止
さ
れ
、
か

っ
、
行
為
後
の
行
為
者
の
態
度
の
変
化
に
よ
り
行
為
に
対
す
る
社
会
的

評
価
が
寛
容
化
す
る
と
い
う
点
で
、
ま
ず
違
法
性
が
微
弱
化
し
、
そ
れ

に
伴
い
責
任
も
微
弱
化
す
る
と
さ
札
出
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
見
解
に
お

け
る
「
責
任
の
減
少
」
に
は
(
既
に
述
べ
た
1

1併
合
説
に
よ
ら
な
い

ー
ー
純
粋
な
責
任
減
少
説
と
は
異
な
っ
て
)
独
自
の
理
由
づ
け
が
与
え

ら
れ
て
お
ら
ず
、
違
法
性
の
減
少
に
伴
う
必
然
的
な
も
の
と
さ
れ
て
い
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料

る
の
で
あ
る
。

資

こ
れ
に
対
し
的
の
見
解
は
、
そ
の
例
と
し
て
、
行
為
者
の
悔
悟
に
よ

ら
な
い
中
止
行
為
に
つ
い
て
は
主
と
し
て
違
法
性
の
減
少
が
認
め
ら
れ
、

悔
倍
に
よ
る
中
止
に
対
し
て
は
、
同
時
に
行
為
者
の
責
任
の
減
少
が
認

(
日
)

め
ら
れ
る
と
す
る
。
従
っ
て
、
少
く
と
も
「
悔
悟
に
基
づ
く
中
止
」
に

関
し
て
は
、
そ
こ
に
独
自
の
責
任
減
少
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
的
の
見

解
が
述
べ
る
よ
う
な
違
法
減
少
に
必
然
的
に
伴
う
責
任
減
少
と
は
異
な

る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

例
の
見
解
は
、
川
の
立
場
よ
り
も
さ
ら
に
徹
底
し
て
、
違
法
減
少
と

責
任
減
少
を
そ
れ
ぞ
れ
別
の
観
点
か
ら
構
成
す
る
。
す
な
わ
ち
、
結
果

発
生
防
止
行
為
(
な
い
し
結
果
発
生
を
防
止
す
べ
き
行
為
)
の
側
面
が

違
法
性
判
断
の
対
象
と
な
り
、
そ
の
よ
う
な
行
為
の
「
決
意
」
が
責
任

判
断
の
対
象
と
な
る
と
す
る
。
そ
し
て
中
止
未
遂
に
お
い
て
は
、
前
者

は
主
観
的
違
法
要
素
と
し
て
の
故
意
の
実
効
性
を
失
わ
せ
る
も
の
で
あ

る
か
ら
、
常
に
違
法
性
を
減
少
さ
せ
、
後
者
は
責
任
非
難
の
観
点
か
ら

(
凶
)

検
討
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
常
に
責
任
を
減
少
さ
せ
る
と
さ
れ
る
。
こ

の
よ
う
に
例
の
見
解
に
よ
っ
て
違
法
性
・
責
任
の
い
ず
れ
か
一
方
だ
け

の
減
少
を
重
視
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
ず
「
常
に
」
両
者
が
減
少
す
る

こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
以
上
の
よ
う
な
、
我
が
国
に
お
い
て
多
数
を
占
め
る
併
合
説
に

対
し
て
も
、
い
く
つ
か
の
批
判
が
存
在
す
る
。

ま
ず
、
@
あ
②
の
類
型
で
仰
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
見
解
に
対
し
て

は
、
「
同
じ
中
止
未
遂
で
あ
り
な
が
ら
な
ぜ
二
様
に
そ
の
性
格
を
と
ら
え

(口)

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
の
説
明
に
窮
す
る
」
と
し
て
、
刑
の
免
除
の
場

合
も
法
律
説
(
責
任
減
少
説
)
で
一
貢
し
よ
う
と
す
る
批
判
が
あ
る
。

こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
免
除
の
場
合
は
「
責
任
が
極
度
に
軽
い
」
場
合

(
凶
)

で
あ
る
、
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
①
④
の
類
型
で
例
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
見
解
に
対
し
て
は
、

そ
れ
が
責
任
減
少
に
独
自
の
理
由
を
与
え
ず
違
法
減
少
に
伴
う
必
然
的

な
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
、
「
特
定
の
程
度
の
違
法
な
行

為
を
前
提
に
し
て
責
任
非
難
を
考
え
る
以
上
、
そ
の
違
法
行
為
の
程
度

が
変
化
す
れ
ば
そ
れ
に
と
も
な
い
責
任
非
難
も
変
動
す
る
の
は
当
然
の

(
閉
山
)

こ
と
で
あ
る
」
と
し
て
、
単
に
違
法
減
少
説
と
し
て
主
張
す
れ
ば
足
り

る
の
で
は
な
い
か
と
す
る
批
判
が
あ
る
。

次
に
、
①
④
の
類
型
で
仰
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
見
解
に
対
し
て
は
、

例
と
同
様
違
法
減
少
と
責
任
減
少
の
関
係
・
区
別
が
必
ず
し
も
明
ら
か

(
加
)

で
な
い
と
い
う
批
判
に
加
え
て
、
も
し
違
法
減
少
説
の
適
用
を
認
め
る

の
な
ら
ば
悔
悟
に
よ
る
中
止
で
あ
る
か
否
か
を
問
わ
ず
そ
れ
で
処
理
さ

れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
責
任
減
少
説
は
違
法
が
消
滅
し
な
い
こ
と
を
前

提
と
し
た
も
の
で
あ
る
限
り
同
時
に
こ
れ
を
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
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ぃ
、
と
す
る
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
右
の
類
型
で
例
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
見
解
に
対
し
て
は
、

故
意
を
主
観
的
違
法
要
素
と
解
す
る
以
上
、
中
止
行
為
は
そ
の
客
観
的

側
面
の
み
な
ら
ず
、
主
観
的
側
面
た
る
中
止
の
決
意
も
違
法
判
断
の
対

象
と
す
る
の
が
論
理
一
貫
し
た
も
の
と
い
え
認
と
し
て
そ
の
矛
盾
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
特
に
④
の
類
型
が
違
法
減
少
説
・
責
任
減
少
説
・
刑
事
政

策
説
の
す
べ
て
の
見
解
を
含
ん
で
い
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
見
解
を
一
括
し
て
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
難
点
が
相
互
に
相
殺
さ
れ

る
と
解
す
る
の
か
、
逆
に
相
乗
的
効
果
は
な
い
と
み
て
い
る
の
か
、
そ

の
点
が
明
ら
か
で
な
い
、
と
す
る
批
判
が
あ
る
。

中止未遂における必要的減免について

(
1
)

中
谷
・
前
掲
論
文
一
一
九
六
、
二
九
七
頁
は
「
結
合
(
二
元
)
説
」
と

さ
れ
る
。

(
2
)

佐
伯
・
前
掲
書
二
二
三
頁
、
中
・
前
掲
書
二
二
ニ
頁
、
川
端
博
「
中

止
犯
の
法
的
性
格
」
前
掲
現
代
刑
法
論
争
I
二
九
三
頁
。

(
3
)

福
田
・
前
掲
書
一
七
四
頁
、
西
原
・
前
掲
書
二
八
六
|
二
八
八
頁
。

な
お
、
平
野
博
士
は
か
つ
て
こ
の
類
型
を
主
張
さ
れ
た
が
(
前
掲
「
中
止

犯
」
四

O
六
頁
)
、
刑
法
総
論
H
・
三
三
三
頁
で
は
違
法
減
少
説
は
刑
事
政

策
説
を
理
論
的
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
、
第
二
章
第
一
節
で
再
び
取
り
上
げ
る
。

(
4
)

植
松
・
前
掲
書
三
二
三
三
二
四
頁
、
中
谷
・
前
掲
論
文
二
九
七
頁
、

木
村
(
静
)
・
前
掲
論
文
二
七
頁
。

(
5
)

藤
木
英
雄
・
刑
法
議
議
総
論
(
昭
和
五

O
年
)
二
六
二
頁
、
大
塚
仁
・

刑
法
概
説
(
総
論
)
[
増
補
]
(
昭
和
五

O
年
)
一
七
一
一
一
|
四
頁
、
柏
木
千

秋
・
刑
法
総
論
(
昭
和
五
七
年
)
二
二

O
頁
、
長
岡
龍
一
「
中
止
未
遂
の

法
的
性
格
と
窃
盗
の
既
遂
時
期
」

E
当

F
Z
o
rニ
五
号
(
昭
和
五
六
年
)

四
九
頁
。

(
6
)

福
田
・
西
原
・
植
松
・
藤
木
・
大
塚
・
柏
木
の
諸
教
授
の
見
解
が
、

こ
の
類
型
に
属
す
る
。

(
7
)

木
村
(
静
)
・
中
谷
・
長
岡
の
諸
教
授
の
見
解
が
、
こ
の
類
型
に
属
す

る
。
長
岡
・
前
掲
論
文
四
九
頁
は
滅
軽
の
場
合
に
も
政
策
説
を
考
慮
す
る

が
、
免
除
と
の
結
び
つ
き
の
方
を
重
視
さ
れ
て
い
る
の
で
こ
の
類
型
に
分

類
し
た
。

(8)

西
原
・
前
掲
書
二
八
七
頁
。

(9)

大
塚
・
前
掲
書
二
七
四
貰
。

(
凶
)
木
村
(
静
)
・
前
掲
書
二
七
頁
、
中
谷
・
前
掲
論
文
二
九
七
頁
、
長
岡
・

前
掲
論
文
四
九
頁
。

(
日
)
藤
木
教
授
の
見
解
が
こ
れ
に
属
す
る
。

(
ロ
)
大
塚
・
長
岡
教
授
の
見
解
が
こ
れ
に
属
す
る
。

(
日
)
佐
伯
・
中
・
柏
木
・
川
端
諸
教
授
の
見
解
が
こ
れ
に
属
す
る
と
考
え

ら
れ
る
が
、
佐
伯
・
中
・
柏
木
教
授
の
見
解
が
完
全
に
こ
の
類
型
に
当
て

俵
ま
る
か
ど
う
か
は
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
。

(
日
比
)
藤
木
・
前
掲
書
二
六
二
頁
。

(
日
)
大
塚
・
前
掲
書
一
七
三

l
四
頁
、
長
岡
・
前
掲
論
文
四
九
頁
。

(
日
)
川
端
・
前
掲
論
文
三

O
O頁。
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料

(口)
(
凶
)(ω) 

(
却
)

(
紅
)
(n) 
(
お
)

香
川
・
前
掲
中
止
未
遂
の
法
的
性
格
一

O
七
頁
。

香
川
・
前
掲
中
止
未
遂
の
法
的
性
格
一

O
七
頁
、
一

O
八
頁
注
(
三
)
。

野
村
・
前
掲
書
四
四
七
頁
。

野
村
・
前
掲
書
四
四
七
頁
。

中
山
・
前
掲
書
四
三
ニ
頁
注
(
4
)
。

野
村
・
前
掲
書
四
四
八
頁
。

香
川
・
前
掲
刑
法
講
義
(
総
論
)
二
七
三
頁
注

(9)
。

資

括

本
章
の
検
討
か
ら
、
我
が
国
に
お
け
る
学
説
の
現
況
に
つ
い
て
、
次

(
l
)
 

の
諸
点
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
吉
一
口
え
よ
う
。

山
刑
事
政
策
説
の
み
に
立
脚
す
る
学
説
は
、
現
在
で
は
少
数
で
あ
る
。

ω逆
に
、
法
律
説
の
み
に
立
脚
す
る
学
説
も
多
い
と
は
言
え
な
い
。

す
な
わ
ち
、
多
く
の
立
場
は
何
ら
か
の
形
で
刑
事
政
策
説
を
も
支
持
す

る
「
併
合
説
」
の
立
場
を
採
用
し
て
い
る
。
但
し
、
そ
こ
に
お
け
る
重

点
は
法
律
説
に
あ
る
。

ω法
律
説
の
内
部
で
は
、
か
な
り
複
雑
な
対
立
が
見
ら
れ
る
が
、
最

近
で
は
責
任
減
少
説
が
有
力
化
し
て
い
る
。

本
来
な
ら
ば
、
こ
こ
で
論
ず
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
学
説
の
中
で
ど

の
立
場
が
妥
当
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
現

況
に
お
い
て
ま
ず
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
|
|
ム
序
論
に
お
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い
て
も
述
べ
た
よ
う
に
|
|
刑
事
政
策
説
と
法
律
説
の
両
者
を
採
用
す

る
類
型
の
「
併
合
説
」
が
有
力
化
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
従

来
の
刑
事
政
策
説
と
法
律
説
の
「
対
立
」
を
前
提
と
す
る
限
り
、
こ
れ

ら
の
両
説
を
「
併
合
」
さ
せ
る
こ
と
の
意
味
が
問
わ
れ
な
く
て
は
な
ら

な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
も
そ
も
両
説
の
「
対
立
」
が

本
質
的
な
も
の
な
の
か
ど
う
か
も
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
次
章
以

下
で
は
、
か
よ
う
な
視
点
か
ら
考
察
を
行
っ
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

(
1
)

こ
こ
で
、
従
来
の
我
が
国
に
お
け
る
判
例
の
動
向
に
つ
い
て
触
れ
て

お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

中
止
未
遂
の
成
立
が
問
題
と
な
っ
た
判
例
の
中
で
、
実
際
に
成
立
が
認

め
ら
れ
た
も
の
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
判
例
大
系
(
第
二
期
版
)
・
判
例

タ
イ
ム
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
公
刊
の
判
例
集
な
ど
に
登
載
さ
れ
た
も

の
の
中
で
成
立
が
認
め
ら
れ
た
事
例
は
、
昭
和
五
九
年
度
ま
で
で
一
四
例

(
そ
の
う
ち
「
刑
の
免
除
」
が
認
め
ら
れ
た
も
の
は
こ
例
)
で
あ
り
、
こ

れ
は
全
体
の
約
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、

外
部
的
事
情
と
は
無
関
係
な
純
粋
な
感
情
に
基
づ
く
中
止
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
は
、
結
果
の
不
発
生
と
い
う
状
況
と
あ
い
ま
っ
て
処
罰
に

値
し
な
い
、
或
い
は
処
罰
は
酷
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
て
、
起
訴
猶
予
処
分

に
付
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
(
藤
永
幸

治
「
殺
人
の
中
止
未
遂
を
認
め
た
二
つ
の
裁
判
例
」
研
修
三
六
五
号
(
昭

和
五
三
年
)
六
七
頁
)
。



中止未遂における必要的減免について

本
稿
の
目
的
か
ら
す
れ
ば
、
判
例
が
中
止
未
遂
の
必
要
的
減
免
を
ど
の

よ
う
に
捉
え
て
い
る
か
が
問
題
と
な
る
。
し
か
し
、
学
説
上
主
張
さ
れ
て

い
る
よ
う
な
刑
事
政
策
説
・
法
律
説
の
ど
の
立
場
を
と
る
べ
き
か
と
い
う

こ
と
を
、
判
例
は
直
接
示
し
て
い
な
い
(
も
っ
と
も
、
和
歌
山
地
判
昭
和

三
八
年
七
月
一
一
一
一
日
下
刑
集
五
巻
七

l
八
号
七
五
六
頁
以
下
の
判
例
に
お

い
て
は
「
法
令
の
適
用
」
の
中
で
「
中
止
犯
奨
励
の
法
の
精
神
を
も
汲
み

刑
を
免
除
す
る
を
棺
当
と
認
め
」
と
さ
れ
て
お
り
、
刑
事
政
策
説
的
な
考

慮
を
窺
わ
せ
る
)
。

そ
こ
で
、
判
例
上
問
題
と
な
っ
た
争
点
(
例
え
ば
「
自
己
ノ
意
思
ニ
因

リ
」
の
意
義
)
が
、
学
説
上
の
ど
の
見
解
を
と
る
立
場
と
親
近
性
を
持
っ

か
、
と
い
っ
た
角
度
か
ら
の
検
討
は
一
応
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
例
え

ば
「
自
己
ノ
意
思
ニ
因
リ
」
と
い
う
争
点
に
関
し
て
外
部
的
障
磁
の
表
象

が
止
め
た
動
機
と
な
っ
た
か
否
か
で
区
別
す
る
「
主
観
説
」
が
「
違
法
減

少
説
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
応
し
や
す
い
も
の
」
(
中
山
・
前
掲
刑
法
総

論
四
三
四
頁
)
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
「
対
応
」
が
一
義
的
な
も
の
で

な
い
限
り
、
仮
に
主
観
説
を
と
る
判
例
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
違
法
減
少

説
に
立
っ
か
否
か
は
断
吾
百
で
き
な
い
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
、
か
よ
う
な
判

例
と
学
説
の
連
関
の
可
能
性
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
。
(
な
お
、
木
村

(
静
)
「
中
止
犯
」
判
例
刑
法
研
究
4
(昭
和
五
六
年
)
四
九
頁
以
下
、
河

村
博
「
中
止
未
遂
に
つ
い
て
」
研
修
四
三
六
号
(
昭
和
五
九
年
)
五
七
頁

以
下
参
照
。
)

第

章

必
要
的
減
免
の
「
根
拠
」

学
説
の
現
況
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
我
が
国
に
お
け
る
「
併

合
説
」
の
有
力
化
と
い
う
傾
向
は
、
刑
事
政
策
説
と
法
律
説
の
「
対
立
」

を
疑
問
視
さ
せ
る
。
本
章
に
お
い
て
は
、
ま
ず
「
併
合
説
」
を
検
討
す

る
こ
と
か
ら
始
め
て
、
「
対
立
」
に
つ
い
て
考
察
し
、
本
稿
の
目
的
へ
と

ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

第
一
節
併
合
説
の
検
討

一
概
に
述
べ
た
よ

i
u、
我
が
聞
に
お
け
る
「
併
合
説
」
に
は
、

刑
事
政
策
説
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
と
い
う
点
に
関
し
て
二
つ
の
類
型

が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
刑
事
政
策
説
を
例
必
ず
し
も
無
視
で
き
な

い
と
し
て
法
律
説
と
の
併
存
を
主
張
す
る
見
解
と
、
仙
川
特
に
「
刑
の
免

除
」
が
な
さ
れ
る
場
合
の
説
明
と
し
て
補
充
的
に
用
い
て
い
こ
う
と
す

る
見
解
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
便
宜
上
倒
の
類
型
か
ら
検
討
し
て
い
く

こ
と
に
す
る
。

我
が
国
に
お
け
る
中
止
未
遂
の
効
果
は
刑
の
必
要
的
滅
軽
・
免
除
で

あ
る
。
減
軽
は
勿
論
の
こ
と
、
免
除
も
犯
罪
の
成
立
を
前
提
と
す
る
。

特
に
免
除
は
、
「
犯
罪
の
成
立
を
肯
定
し
な
が
ら
し
か
も
刑
を
科
さ
な
い

も
の
と
す
る
特
殊
の
託
舵
」
で
あ
る
。
免
除
判
決
を
も
っ
て
無
罪
判
決
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料

と
解
仁
川
に
な
ら
ば
格
別
、
刑
事
訴
訟
法
三
三
四
条
の
規
定
か
ら
す
れ
ば

や
は
り
有
罪
判
決
の
一
種
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
が
国
の
法
律

説
が
違
法
性
あ
る
い
は
責
任
の
「
消
滅
」
で
な
く
「
減
少
」
と
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
理
由
も
こ
こ
に
あ
っ
(
む
。
し
か
し
「
減
少
」
と
す
る
以

上
、
違
法
性
あ
る
い
は
責
任
の
存
在
は
こ
れ
を
前
提
と
し
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
そ
こ
か
ら
何
故
「
免
除
」
と
い
う
効
果
が
生

じ
る
の
か
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
併
合
説
中
の
似
の
類
型
が
、
そ
の

根
拠
を
刑
事
政
策
説
に
求
め
て
い
っ
た
こ
と
は
、
一
つ
の
解
決
方
法
と

し
て
首
肯
さ
れ
よ
う
。
刑
法
典
に
お
い
て
「
刑
の
免
除
」
が
規
定
さ
れ

て
い
る
も
の
に
は
、
刑
事
政
策
的
考
慮
に
基
づ
く
と
認
め
ら
れ
る
例
が

多
い
か
ら
で
あ
る
。

我
が
刑
法
典
に
お
け
る
刑
の
必
要
的
免
除
規
定
と
し
て
は
、
内
乱
予

備
・
陰
謀
罪
お
よ
び
そ
の
智
助
に
お
け
る
「
未
タ
暴
動
ニ
至
ラ
サ
ル
前
」

の
自
首
(
八

O
条
)
、
私
戦
予
備
・
陰
謀
罪
に
お
け
る
自
首
(
九
三
条
但

書
)
、
い
わ
ゆ
る
親
族
相
盗
例
お
よ
び
そ
の
準
用
(
二
四
四
条
一
項
・
二

五
一
条
・
二
五
五
条
)
、
親
族
聞
に
お
け
る
臓
物
罪
(
二
五
七
条
)
が
あ

る
。
ま
た
、
必
要
的
減
免
規
定
と
し
て
は
、
中
止
未
遂
(
四
三
条
但
書
)

の
他
、
身
代
金
誘
拐
予
備
罪
の
実
行
の
着
手
前
の
自
首
(
二
二
八
条
ノ

三
但
書
)
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
任
意
的
免
除
規
定
と
し
て
は
、
親
族
問
の
犯
人
蔵
匿
・
証

資

想
淫
滅
罪
(
一

O
五
条
)
、
放
火
予
備
罪
(
一
一
三
条
但
書
)
、
殺
人
予

備
罪
(
一
一

O
一
条
但
書
)
が
あ
り
、
任
意
的
減
免
規
定
と
し
て
は
過
剰

防
衛
(
三
六
条
二
項
)
、
過
剰
避
難
(
三
七
条
一
項
但
書
)
、
偽
証
罪
・

虚
偽
鑑
定
及
び
通
訳
罪
・
謹
告
罪
に
お
け
る
自
白
(
一
七

O
条
・
一
七

一
条
・
一
七
三
条
)
が
あ
る
。
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右
に
列
挙
し
た
よ
う
に
、
刑
の
免
除
に
関
す
る
規
定
は
、
川
い
わ
ゆ

る
「
処
罰
(
刑
罰
)
阻
却
事
由
」
(
犯
罪
が
成
立
し
て
い
て
も
な
お
、
刑

罰
権
の
発
生
を
条
件
づ
け
る
事
由
で
、
こ
れ
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
り

初
め
か
ら
刑
罰
権
は
生
じ
な
い
)
と
凶
「
刑
罰
消
滅
事
由
」
(
い
っ
た
ん

(5) 

発
生
し
た
刑
罰
権
を
消
滅
さ
せ
る
事
由
)
の
両
方
に
ま
た
が
っ
て
い
る
。

そ
し
て
確
か
に
、
こ
れ
ら
の
刑
の
免
除
に
関
す
る
規
定
に
は
、
刑
事
政

策
的
考
慮
に
基
づ
い
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
が
多
い
。
例
え
ば
、

右
の
う
ち
で
総
じ
て
白
首
に
関
す
る
規
定
(
八

O
条
・
九
三
条
但
書
・

二
二
八
条
ノ
三
但
書
)
は
|
|
任
意
的
減
軽
に
と
ど
ま
る
自
首
(
四
二

条
一
項
)
の
理
由
と
し
て
通
常
説
か
れ
て
い
る
「
改
俊
に
よ
る
非
難
の

減
少
」
「
捜
査
・
処
罰
の
容
易
化
」
と
い
う
こ
と
以
上
に
l
l
f、
暴
動
や

私
戦
へ
の
発
展
、
或
い
は
身
代
金
誘
拐
罪
の
発
生
を
未
然
に
防
止
し
よ

う
と
す
る
考
慮
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
自
白
に
関
す
る

規

定

ご

七

O
条
・
一
七
一
条
・
一
七
三
条
)
も
同
様
に
、
誤
っ
た
裁

判
や
懲
戒
処
分
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
未
然
に
防
止
し
よ
う
と
す
る
も
の
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と
言
え
る
。
先
に
述
べ
た
中
止
未
遂
に
関
す
る
刑
事
政
策
説
も
、
中
止

未
遂
規
定
を
こ
う
し
た
角
度
か
ら
把
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
併
合
説
中
の
川
の
類
型
は
、
基
本

的
に
は
法
律
説
に
立
脚
し
つ
つ
、
特
に
「
刑
の
免
除
」
の
場
合
を
右
の

よ
う
な
考
慮
か
ら
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。

二
し
か
し
、
「
刑
の
免
除
」
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
直
ち
に
「
刑
事

政
策
的
考
慮
」
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。
例
え
ば
、
過

剰
防
衛
や
過
剰
避
難
に
お
け
る
免
除
は
、
通
常
、
責
任
が
減
少
す
る
た

め
で
札
日
と
か
、
違
法
性
及
び
責
任
が
減
少
す
る
た
め
で
丸
山
叫
と
い
っ

た
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
放
火
予
備
罪
や
殺
人
予
備
罪
に
お
け
る
免

除
も
、
違
法
性
又
は
責
任
が
軽
微
な
場
合
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

(ロ)

と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
逆
に
、
い
わ
ゆ
る
公
訴
提
起
前
の
「
解
放
減
軽
」

(
二
二
八
条
ノ
二
)
の
よ
う
に
、
「
減
軽
」
が
刑
事
政
策
的
考
慮
(
被
拐

取
者
の
安
全
な
返
還
)
か
ら
導
か
れ
る
例
も
あ
る
。
「
免
除
」
だ
け
が
刑

事
政
策
的
考
慮
か
ら
生
ず
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
刑
の
免
除
」
を
一
律
に
刑
事
政
策
的
考
慮
か
ら
把
握

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
考
え
方
と
し
て
は
、
例
え
ば
実
行
行
為
終
了

の
前
後
に
よ
り
性
格
が
異
な
る
と
し
て
、
前
者
を
責
任
の
消
滅
減
少
に

よ
る
も
の
、
後
者
を
政
策
的
な
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る

と
主
張
さ
れ
て
い
{
出
。
い
ず
れ
に
せ
よ
併
合
説
中
川
の
類
型
は
、
「
刑
の

免
除
」
と
「
刑
事
政
策
的
考
慮
」
と
の
結
び
つ
き
に
関
す
る
論
証
を
欠

い
て
お
り
、
そ
れ
を
積
極
的
に
論
証
し
な
い
限
り
、
依
然
と
し
て
「
同

じ
中
止
未
遂
で
あ
り
な
が
ら
な
ぜ
二
様
に
そ
の
性
格
を
と
ら
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
か
)
」
と
い
う
批
判
が
妥
当
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

三
次
に
検
討
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
先
に
述
べ
た
併
合
説

中
の
例
の
類
型
で
あ
る
。
こ
の
類
型
は
、
川
の
類
型
と
異
な
っ
て
、
刑

が
免
除
さ
れ
る
場
合
の
み
を
刑
事
政
策
説
か
ら
説
明
し
よ
う
と
す
る
の

で
は
な
く
、
減
軽
・
免
除
の
い
ず
れ
の
場
合
も
刑
事
政
策
的
効
果
を
「
ま

っ
た
く
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
が
「
そ
れ
だ
け
で
は
必
要
的
減

免
の
根
拠
と
し
て
は
弱
す
ぎ
る
」
の
で
、
刑
事
政
策
説
と
法
律
説
を
「
合

体
」
さ
せ
て
中
止
未
遂
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
例
の
類
型
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
主
張
す
る
と
こ
ろ
の

刑
事
政
策
説
と
法
律
説
の
「
合
体
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
が
ま
さ

に
問
題
と
な
る
。
し
か
し
殆
ん
ど
の
見
解
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
何
ら

の
説
明
を
加
え
て
い
な
い
。
も
し
も
こ
の
「
合
体
」
が
、
刑
事
政
策
説

及
び
法
律
説
に
対
す
る
従
来
の
認
識
を
維
持
し
た
ま
ま
で
、
法
律
説
を

支
持
し
つ
つ
刑
事
政
策
説
を
も
援
用
し
て
い
く
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
の

な
ら
ば
、
次
の
よ
う
な
疑
問
が
さ
ら
に
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま

で
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
刑
事
政
策
説
は
中
止
未
遂
規
定
を
犯
罪
成
立
要

件
た
る
構
成
要
件
該
当
性
・
違
法
性
・
有
責
性
と
い
う
体
系
の
外
で
一

~tì去36 (4・201)1439 
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身
的
刑
罰
減
免
事
由
と
し
て
位
置
づ
札
犯
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
明
ら
か
に
法
律
説
す
な
わ
ち
違
法
減
少
説
・
責
任
減
少
説
の
立

場
と
合
致
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
中
止
未
遂
規
定
が
、
少
く
と
も
同
時

に
一
身
的
刑
罰
減
免
事
由
で
あ
り
違
法
減
少
事
由
或
い
は
責
任
減
少
事

由
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
(
そ
の
意
味
で
は
前
述
の
仰

の
類
型
の
方
が
論
理
整
合
性
を
保
っ
て
い
る
)
。
も
っ
と
も
、
実
際
例
の

類
型
の
論
者
は
、
結
論
的
に
は
中
止
未
遂
規
定
を
違
法
減
少
事
由
あ
る

い
は
責
任
減
少
事
由
と
し
て
把
握
し
て
い
(
切
か
ら
別
段
問
題
は
生
じ
な

い
と
も
言
え
よ
う
が
、
依
然
と
し
て
「
合
体
」
な
り
「
併
存
」
な
り
の

資

意
味
は
不
明
の
ま
ま
な
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
一
つ
の
解
答
を
与
え
て
い
る
の
は
、
平
野
博
士
が

か
つ
て
主
張
さ
れ
て
い
た
見
解
で
あ
る
。
平
野
博
士
に
よ
れ
ば
、
法
律

説
と
は
「
犯
罪
の
成
立
と
こ
れ
に
対
す
る
科
刑
と
を
、
ば
ら
ば
ら
の
も

の
と
考
え
、
中
止
犯
を
単
な
る
政
策
的
理
由
に
よ
っ
て
説
明
す
る
だ
け

で
は
満
足
せ
ず
、
両
者
を
不
可
分
の
も
の
と
考
え
、
中
止
犯
を
、
犯
罪

成
立
要
件
の
い
ず
れ
か
を
阻
却
消
滅
す
る
も
の
と
し
て
説
明
し
よ
う
と

い
う
努
力
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
法
律
説
か
ら
は
、
「
政
策

的
効
果
を
、
そ
の
反
射
的
効
果
と
し
て
包
摂
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
の

で
あ
り
、
従
っ
て
法
律
説
の
方
が
「
論
理
的
に
は
進
ん
だ
も
の
」
と
言

{
却
)

え
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
刑
事
政
策
説
を
、
法
律
説
の
「
反
射
的
効
果
を
説
明

し
た
も
の
」
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
我
が
閣
に
お
け
る
糾
の
類
型
の
併
合

説
が
い
う
「
合
体
」
の
意
味
も
比
較
的
明
確
に
理
解
で
き
よ
う
。
し
か

し
、
法
律
説
の
方
が
「
論
理
的
に
は
進
ん
だ
も
の
」
で
あ
る
の
な
ら
ば

そ
れ
だ
け
を
主
張
す
れ
ば
良
い
の
で
あ
り
、
敢
え
て
刑
事
政
策
説
に
言

及
す
る
必
要
も
な
い
は
ず
で
あ
る
。
加
え
て
、
「
犯
罪
の
成
否
に
は
関
係

な
く
、
単
に
政
策
的
理
由
に
も
と
づ
く
刑
罰
消
滅
原
由
文
は
減
軽
原
由
」

を
、
こ
と
さ
ら
に
犯
罪
成
立
要
件
の
阻
却
消
滅
と
い
う
レ
ベ
ル
で
捉
え

直
す
こ
と
が
「
論
理
的
に
は
進
ん
だ
も
の
」
な
の
か
ど
う
か
は
疑
問
で

~t法36 (4・202)1440

あ
る
。

以
上
の
検
討
か
ら
、
我
が
国
に
お
け
る
多
数
説
で
あ
る
「
併
合

説
」
は
、
い
ず
れ
の
類
型
に
お
い
て
も
「
刑
事
政
策
説
」
と
「
法
律
説
」

の
関
係
、
或
い
は
「
刑
事
政
策
説
」
の

m
扱
い
方
々
を
必
ず
し
も
明
確

に
し
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
従
来
の
「
『
刑
事
政

策
説
』
対
『
法
律
説
』
」
と
い
う
対
立
モ
デ
ル
を
維
持
し
た
ま
ま
で
両
説

を
採
用
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
次
節
に

お
い
て
は
、
現
在
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
問
題
設
定
の
方

法
を
参
照
し
つ
つ
、
右
の
よ
う
な
「
対
立
」
が
本
質
的
な
も
の
か
ど
う

か
を
検
討
す
る
。

四
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(
1
)

第
一
章
第
三
節
参
照
。

(
2
)

団
藤
・
前
掲
書
・
四
八
六
頁
。

(
3
)

平
場
・
前
掲
書
・
二

O
八
頁
、
佐
伯
・
前
掲
書
四
二
二
頁
。

(
4
)

第
二
草
第
二
節
1
参
照
。

(
5
)

板
倉
宏
・
注
釈
刑
法
凶
の
I
(
昭
和
四
三
年
)
七
四
頁
。

(
6
)

田
宮
俗
・
前
掲
注
釈
刑
法
凶
の
H
四
三
八
|
四
三
九
頁
。

(
7
)

団
藤
・
注
釈
刑
法
印
(
昭
和
四

O
年
)
一
八
頁
、
小
暮
得
雄
・
同
三

八
貰
。

(
8
)

香
川
・
注
釈
刑
法
問
(
昭
和
四

O
年
)
三
二
五
頁
。

(
9
)

団
藤
・
注
釈
刑
法
附
(
昭
和
四

O
年
)
二
五
六
頁
以
下
、
田
宮
・
同

二
七
五
頁
。

(
叩
)
佐
伯
・
前
掲
書
二

O
凹
頁
、
大
塚
・
前
掲
書
二
五
七
頁
。

(
日
)
団
藤
・
前
掲
書
一
一
一
一
一
頁
、
藤
木
・
前
掲
書
一
七
二
貝
。

(
ロ
)
中
野
・
前
掲
書
一
九
六
頁
。

(
日
)
香
川
・
刑
法
講
義
(
各
論
)
(
昭
和
五
七
年
)
三
七
一
頁
。

(U)

香
川
・
前
掲
中
止
未
遂
の
法
的
性
格
五
九
頁
注
三
二
)

O

(
日
)
し
か
し
一
方
で
は
、
例
え
ば
親
族
相
盗
に
お
け
る
免
除
(
二
四
四
条
)

を
政
策
的
に
把
握
す
る
見
解
も
有
力
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
団
藤
・
前
掲
書
四
八
一
|
四
八
二
頁
、
大
塚
・
前
掲
書
三
三
四

頁
参
照
。
な
お
、
中
山
・
前
掲
書
三
九
二
頁
注

(2)
参
照
。

(
日
)
香
川
・
前
掲
中
止
未
遂
の
法
的
性
格
一

O
七
頁
。

(
口
)
西
原
・
前
掲
書
二
八
六
二
八
八
頁
。

(
児
)
第
一
章
第
一
節
2
の
一
参
照
。

(
m
m
)

こ
の
類
型
の
論
者
の
重
点
は
、
法
律
説
に
あ
る
と
解
さ
れ
る
た
め
で

あ
る
。
第
一
章
第
三
節
の
二
参
照
。

(
初
)
平
野
・
前
掲
「
中
止
犯
」
四
O
四
l
四
O
五
頁
。
し
か
し
平
野
博
士

は
、
刑
法
総
論
H
三
三
三
頁
に
お
い
て
は
違
法
減
少
説
と
刑
事
政
策
説
の

聞
に
の
み
こ
の
よ
う
な
関
係
を
認
め
て
お
ら
れ
る
。
第
一
章
第
三
節
注
(3)

参
照
。

第
二
節
か
「
刑
事
政
策
説
」
対
「
法
律
説
」
4

の
解
消

一
現
在
、
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
中
止
未
遂
の
本
質
を
考
察
す

る
に
あ
た
っ
て
、
従
来
の
よ
う
に
刑
事
政
策
説
と
法
律
説
を
対
置
さ
せ

て
い
く
の
で
は
な
く
、
次
の
よ
う
な
新
た
な
問
題
設
定
の
方
法
を
採
用

す
る
論
者
が
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
多
く
の
論
者
は
、
中
止
未
遂
の
不
処
罰
に
つ
い
て
①
何

故
不
処
罰
に
な
る
の
か
(
障
擬
未
遂
に
比
し
て
寛
大
に
取
扱
わ
れ
る
の

か
)
と
い
う
問
題
と
、
②
そ
の
不
処
罰
と
い
う
効
果
は
ど
の
よ
う
な
法

的
性
格
を
も
つ
の
か
(
犯
罪
論
体
系
上
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
の
か
)

と
い
う
問
題
を
区
別
し
て
考
察
し
て
い
る
の
で
あ
{
ぉ
。
前
者
は
中
止
未

遂
規
定
の
「
根
拠
(
の

E
邑
ご
或
い
は
「
存
在
理
由
(
河
白
岳
)
)
」
に
つ

い
て
の
問
題
で
あ
り
、
後
者
は
そ
の
「
体
系
的
位
置
づ
け
(
印
苫

g母国・

2
R
F
2
2出
口
仏
国
立
)
」
に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

両
者
は
別
個
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
前
者
に
つ
い
て
は
刑
事

政
策
説
を
は
じ
め
と
し
て
、
後
述
す
る
褒
賞
説
や
刑
罰
自
札
能
な
ど
の

北法36(4・203)1441



料

見
解
が
対
立
し
て
お
り
、
後
者
の
問
題
に
つ
い
て
は
違
法
消
滅
説
・
責

任
消
滅
(
阻
却
)
説
・
一
身
的
刑
罰
消
滅
事
由
説
な
ど
が
対
立
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

資

右
の
よ
う
に
、
中
止
未
遂
規
定
の
「
根
拠
」
と
「
体
系
上
の
位
置
づ

け
」
と
を
区
別
す
る
と
い
う
問
題
設
定
の
方
法
は
、
基
本
的
に
は
従
来

の
「
刑
事
政
策
説
」
と
「
法
律
説
」
の
対
置
に
対
応
し
て
い
る
と
も
言

え
よ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
こ
の
問
題
設
定
に
よ
っ
て
、

「
根
拠
」
に
関
す
る
見
解
の
説
明
方
法
と
、
「
体
系
的
位
置
づ
け
」
に
関

す
る
見
解
の
説
明
方
法
と
が
、
共
に
中
止
未
遂
の
不
処
罰
を
説
明
す
る

も
の
で
あ
り
な
、
が
ら
、
そ
の
説
明
の
次
元
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
既
に
我
が
固
に
お
い

(3) 

て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
前
者
の
多
く
は
中
止
未
遂
の
不
処
罰

は
「

1
の
た
め
で
あ
る
」
と
い
う
目
的
論
的
説
明
を
行
っ
て
お
り
(
例

え
ば
「
犯
罪
の
実
害
発
生
防
止
の
た
め
に
不
処
罰
と
す
る
」
)
、
後
者
の

多
く
は
「
ー
す
る
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
因
果
的
説
明
(
例
え
ば
「
責

任
が
阻
却
さ
れ
る
か
ら
不
処
罰
と
な
る
」
)
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

両
者
は
、
中
止
未
遂
の
不
処
罰
と
い
う
一
つ
の
問
題
を
、
そ
れ
ぞ
れ
別

の
側
面
か
ら
説
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
理
解
で
き
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
従
来
の
「
法
律
説
」
は
正

確
に
は
「
刑
事
政
策
、
説
」
に
対
す
る
反
論
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と

(4) 

に
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
刑
事
政
策
説
」
と
「
法
律
説
」
を
対
立
さ
せ

る
の
で
は
な
く
、
前
者
は
中
止
未
遂
規
定
の
「
根
拠
」
を
説
明
し
た
も

の
と
し
て
、
ま
た
後
者
は
「
体
系
的
位
置
づ
け
」
を
説
明
し
た
も
の
と

し
て
、
各
々
に
独
立
し
た
意
義
を
認
め
て
い
く
べ
き
こ
と
が
明
ら
か
に
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さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
刑
事
政
策
説
」
と
「
法
律
説
」
の
「
対
立
」
を

解
消
さ
せ
る
と
い
う
問
題
設
定
は
、
我
が
固
に
お
い
て
も
徐
々
に
で
は

あ
る
が
意
識
さ
れ
つ
つ
あ
幻
o

(
中
に
は
、
「
刑
事
政
策
説
は
、
立
法
者

が
中
止
犯
に
特
別
の
恩
典
(
刑
の
必
要
的
減
免
)
を
与
え
た
こ
と
の
根

拠
を
説
明
す
る
も
の
と
し
て
は
正
当
で
あ
る
が
、
そ
の
法
的
意
味
・
性

(6) 

質
を
理
論
的
に
説
明
す
る
も
の
と
し
て
は
不
適
当
で
あ
る
」
と
の
指
摘

も
あ
る
。
し
か
し
「
不
適
当
で
あ
る
」
と
す
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
刑

事
政
策
説
は
そ
も
そ
も
恩
典
の
法
的
意
味
・
性
質
を
理
論
的
に
説
明
す

る
こ
と
を
予
定
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
両
説
の
各
々
の
存

在
価
値
を
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
)

し
か
し
一
方
で
は
、
「
刑
事
政
策
説
は
、
実
質
上
、
法
律
説
に
対
し
て

唱
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
人
ぱ
」
と
し
て
、
両
者
の
対
置
を

肯
定
し
て
い
こ
う
と
す
る
見
解
も
存
在
す
る
。
確
か
に
刑
事
政
策
説
が
、

中
止
行
為
に
よ
っ
て
も
そ
れ
ま
で
の
行
為
の
違
法
性
・
有
責
性
に
は
変

動
は
な
い
も
の
と
す
る
な
ら
ば
(
す
な
わ
ち
右
の
論
者
の
い
う
一
身
的



中止未遂における必要的減免について

処
罰
阻
却
事
由
と
し
て
捉
え
て
い
こ
う
と
す
る
な
ら
ば
て
そ
の
限
り
に

お
い
て
、
違
法
減
少
説
や
責
任
減
少
説
と
は
対
立
す
る
も
の
と
言
え
る
。

し
か
し
、
論
者
も
認
め
る
ご
と
は
、
か
つ
て
の
荘
子
教
授
の
尻
町
叫
の
よ

う
に
刑
事
政
策
説
を
否
定
し
て
一
身
的
処
罰
阻
却
事
由
説
を
主
張
す
る

こ
と
も
可
能
で
あ
る
か
ら
、
刑
事
政
策
説

1
一
身
的
処
罰
限
却
事
由
説

と
い
う
図
式
は
必
然
的
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
既

述
の
よ
う
な
「
根
拠
」
と
「
体
系
的
位
置
づ
け
」
と
い
う
か
役
割
分
化
。

を
視
座
に
据
え
る
と
、
「
一
身
的
処
罰
阻
却
事
由
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と

は
、
中
止
未
遂
規
定
の
体
系
的
な
位
置
づ
け
に
つ
い
て
述
べ
る
も
の
で

は
あ
っ
て
も
、
中
止
未
遂
に
お
け
る
必
要
的
減
免
の
「
根
拠
」
に
関
す

る
説
明
に
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
「
刑
事
政
策
説
」
と
は
次
元
を

異
に
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
一
方
で
は
、
右
の
よ
う
に
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
「
根
拠
」
と

「
体
系
的
位
置
づ
け
」
の
問
題
を
区
別
し
て
論
じ
て
い
る
の
に
対
し
、

我
が
国
で
は
こ
れ
を
区
別
せ
ず
に
論
じ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
「
ど
ち

ら
の
分
類
方
法
が
「
よ
い
』
か
と
い
う
観
点
で
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
は

な
く
、
む
し
ろ
、
両
国
に
お
け
る
中
止
犯
の
解
釈
に
対
す
る
ア
プ
ロ

l

{
叩
)

チ
の
相
違
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
見
解
も
主
張
さ

れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
西
ド
イ
ツ
で
は
、
中
止
規
定
の
根
拠
を
む
し

ろ
犯
罪
体
系
外
的
考
察
に
よ
っ
て
そ
の
本
質
を
問
う
と
い
う
形
で
説
明

し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
の
に
対
し
、
わ
が
国
で
は
、
体
系
内
的
考

察
の
枠
内
で
そ
の
根
拠
を
見
出
そ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
り
、
西
ド
イ
ツ

で
は
、
例
え
ば
、
褒
賞
説
や
刑
罰
目
的
説
は
体
系
内
的
考
察
の
み
で
は

説
明
し
切
れ
な
い
が
故
に
、
根
拠
と
体
系
的
地
位
の
問
題
を
区
別
せ
ざ

る
を
得
な
い
の
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
我
が
国
に
お
け
る
「
刑
事
政
策
説
」
も
体
系
内
的
考
察
の

み
で
は
説
明
し
切
れ
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
既
述
の
ご
と
く
多
数
の
論
者

が
「
併
合
説
」
を
採
用
し
、
同
時
に
そ
の
論
理
構
造
に
お
い
て
は
依
然

と
し
て
「
刑
事
政
策
説
」
と
「
法
律
説
」
と
の
関
連
が
不
明
確
な
ま
ま

で
あ
る
と
い
う
状
況
に
鑑
み
れ
ば
、
中
止
未
遂
規
定
の
「
根
拠
」
の
問

題
と
「
体
系
的
位
置
づ
け
」
の
問
題
を
区
別
す
る
必
要
性
は
、
む
し
ろ

我
が
固
に
お
い
て
こ
そ
十
分
に
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

三
か
よ
う
に
し
て
本
稿
は
、
我
が
国
の
中
止
未
遂
規
定
の
本
質
を

考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、
次
の
二
つ
の
視
点
を
区
別
す
べ
き
も
の
と

解
す
る
。
す
な
わ
ち
、
①
何
故
障
凝
未
遂
に
比
し
て
必
要
的
減
免
と
い

う
寛
大
な
取
扱
い
を
受
け
る
の
か

(
l必
要
的
減
免
の
「
根
拠
」
)
と
②

そ
の
必
要
的
減
免
と
い
う
寛
大
な
取
扱
い
は
犯
罪
論
体
系
土
ど
の
よ
う

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か

(
1必
要
的
減
免
の
「
体
系
的
位
置
づ
け
」
)

と
い
う
二
点
で
あ
る
。
両
者
は
、
中
止
未
遂
に
お
け
る
必
要
的
減
免
と

い
う
問
題
を
、
各
々
異
な
る
次
元
に
お
い
て
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
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料

基
本
的
に
は
、
従
来
の
「
刑
事
政
策
説
」
に
よ
る
説
明
が
前
者
に
、
「
法

律
説
」
に
よ
る
説
明
が
後
者
に
含
ま
れ
る
と
解
さ
れ
る
が
、
か
よ
う
な

異
な
る
次
元
に
お
け
る
説
明
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
「
『
刑
事
政
策

説
』
対
『
法
律
説
』
」
と
い
う
対
立
モ
デ
ル
は
解
消
さ
せ
る
べ
き
も
の
と

考
え
る
。

資

本
章
で
は
以
下
の
部
分
に
お
い
て
、
ま
ず
必
要
的
減
免
の
「
根
拠
」

の
問
題
か
ら
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
従
来
の
「
刑

事
政
策
説
」
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
節
を
改
め
て

そ
れ
を
行
う
。

(
1
)

出血ロ
ml
出
色
ロ
ユ
門
町

]gh一宮司円
}

P

F
巾}】吋ぴ巴門町内凶町印一切円『白守巾
n
E
3・

〉
]
}
間
巾
門
出
巾
吉
旬
、
『
巾
戸

ω
・
〉
ロ
コ
・

sa-ω
お
印
片
岡
-
一
∞
円
Z
O
ロ}内中

ω門町「
α門rw叶
(
開
国
巾
「
)
唱
白
・
白
・

0
.
ω
.
ω
N臼
同
一
河
口
門
芯
-
匂
E
.
ω
】沼山門巾ヨ国・

己

R
F
q
穴

G
E
5
0
2
g『
NEEω
可
ω片岡
22Nσzny-ω
・
回
申
由
民
回
一
月
C
E
P

Cσ
巾
『
色
。
ロ
河
口
nr丹
江
芹
〈
O
B
己ロ
σ巾巾ロ色。件。ロ〈め『凹
c
n
y
.
ω
N由
由
民
・
現

在
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
か
「
刑
事
政
策
説
」
対
「
法
律
説
」
。
と
い
っ
た

問
題
設
定
は
殆
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。

(
2
)

「
根
拠
」
に
関
す
る
諸
学
説
に
つ
い
て
は
本
章
第
四
節
参
照
。

(3)

山
中
・
前
掲
論
文
三
六
七
頁
。
た
だ
こ
の
区
別
が
、
ラ
!
ト
プ
ル
フ

の
主
張
す
る
よ
う
な
「
目
的
論
的
体
系
」
と
「
範
鴎
論
的
体
系
」
の
区
別

に
明
確
に
対
応
す
る
も
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
更
に
検
討
が
必
要
で

あ
ろ
う
。
〈
間
?
の
ロ
m
g〈
河
白
色
-uEny-NZω
苫
芯
ヨ
白
円
安
島
常
〈
2σ
円巾
n'

σ】守巾門町巾口出}巾}凶吋
m

y

F

四回一司巾由同岡田
-u

巾
町
民
「
河
巾
一
口
町
白
吋
円
凶
〈
O
D
M
り
吋
同
ロ
}
デ
∞
仏
-

H

-

H
由

ω
0・
ω

-

H
印
∞
]
市
内
・

(
4
)

例
え
ば
フ
ラ
ン
ク
や
コ
1

ラ
ー
ら
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
初
期
の
法

律
説
も
、
刑
事
政
策
説
を
必
ず
し
も
否
定
し
て
い
な
か
っ
た
。
第
一
章
第

二
節
1
の
二
参
照
。

(
5
)

斉
藤
誠
二
「
中
止
未
遂
を
寛
大
に
扱
う
根
拠
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
刑

法
の
争
点
(
昭
和
五
二
年
)
九
七
頁
、
内
田
・
前
掲
書
二
五
六
|
二
五
七

頁
、
山
中
・
前
掲
論
文
三
六
七
頁
。

(6)

曽
根
・
前
掲
論
文
三

O
一一貝。

(
7
)

内
田
・
前
掲
書
二
五
七
頁
。

(
8
)

内
田
・
前
掲
書
二
六

O
頁
注

(
7
)
。

(9)

荘
子
・
旧
版
六
四
一
頁
。

(
問
)
山
中
・
前
掲
論
文
三
六
七
頁
。

(
日
)
山
中
・
前
掲
論
文
三
六
七
頁
。

第
三
節
刑
事
政
策
説
の
再
検
討

必
要
的
減
免
の
「
根
拠
」
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
山
従
来
か

ら
の
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
刑
事
政
策
説
」
を
採
用
で
き
る
か

ω採

用
で
き
る
と
し
て
、
そ
の
主
張
内
容
ご
般
予
防
の
た
め
の
「
黄
金
の

橋
」
)
だ
け
で
「
根
拠
」
と
し
て
十
分
か
、
が
問
題
と
な
る
。
ま
ず
本
節

で
は
、
刑
事
政
策
説
に
対
し
て
な
さ
れ
て
き
た
諸
批
判
を
検
討
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
右
の
川
の
問
題
か
ら
考
え
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
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中止未遂における必要的滅免について

刑
事
政
策
説
に
対
す
る
批
判
の
検
討

刑
事
政
策
説
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
批
判
の
第
一
は
、
中
止
未

遂
の
規
定
を
知
る
者
に
の
み
実
効
的
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
批
判
と
相
侠
っ
て
、
西
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
全
く
処
罰
さ

れ
な
い
の
な
ら
ば
格
別
、
我
が
国
の
よ
う
に
減
軽
又
は
免
除
と
い
う
こ

段
構
え
の
規
定
の
下
で
は
、
「
後
戻
り
」
を
奨
励
す
る
効
果
は
薄
い
)
、
と

い
う
批
判
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

確
か
に
、
刑
事
政
策
説
が
主
張
す
る
中
止
未
遂
規
定
の
効
果
が
機
能

す
る
た
め
に
は
、
規
定
を
一
般
人
が
周
知
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な

る。

M
・
E
-
マ
イ
ヤ

l
も
指
摘
す
る
ご
と
く
、
刑
事
政
策
説
が
「
法

律
学
を
学
ん
だ
人
の
数
を
過
大
評
価
し
て
い
幻
」
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

本
説
は
そ
の
基
礎
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
仮
に
一
般
人
が
規
定

を
知
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
減
軽
又
は
免
除
と
い
う
我
が
法
制
の
下
で
、

西
ド
イ
ツ
の
規
定
と
同
様
の
効
果
が
維
持
さ
れ
得
る
か
ど
う
か
が
疑
問

視
さ
れ
た
の
も
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
一
方
で
は
こ
う
し
た
批
判
に
対
し
、
従
来
か
ら
「
一
般
に
規

定
の
存
在
は
知
ら
ず
と
も
、
自
己
の
意
志
に
よ
り
中
止
す
る
こ
と
が
科

刑
上
有
利
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
事
情
で
あ
る
こ
と
は
、
常
識
上
知
っ
て

い
る
も
の
で
あ
(
れ
」
と
か
「
法
律
の
条
文
は
知
ら
な
く
と
も
、
そ
の
観

念
は
あ
る
程
度
ゆ
き
わ
た
る
こ
と
は
あ
る
し
、
中
止
犯
と
い
う
も
の
は
、

万
が
一
に
も
効
果
を
発
揮
し
て
一
人
の
生
命
で
も
救
う
こ
と
が
で
き
れ

ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
積
極
的
な
処
罰
の
要
件
た
は
趣
き
を
異
に
す
る
」

と
い
う
反
論
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

「
減
軽
又
は
免
除
」
と
な
っ
て
い
る
点
に
関
し
て
も
、
批
判
的
見
解
を

述
べ
る
論
者
の
側
か
ら
「
免
除
を
認
め
る
か
ぎ
り
黄
金
橋
で
あ
る
実
体

(6) 

に
か
わ
り
は
な
い
」
と
い
う
譲
歩
が
み
ら
れ
、
ま
た
仮
に
減
軽
に
と
ど

ま
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
刑
法
六
八
条
に
よ
っ
て
死
刑
の
可
能
性
は
な

く
な
り
、
自
由
刑
の
刑
期
は
短
縮
さ
れ
、
罰
金
・
科
料
の
額
は
半
減
さ

れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
恩
典
」
で
あ
る
事
実
に
変
わ
り
は
な
(
付
、
む
し

ろ
滅
軽
・
免
除
が
「
必
要
的
」
で
あ
る
点
に
着
目
す
れ
ば
「
黄
金
橋
」

に
準
ず
る
効
果
は
認
め
ら
れ
る
と
も
言
い
得
る
。
「
不
可
罰
で
な
く
減
軽

(
自
)

に
と
ど
ま
る
な
ら
政
策
説
は
妥
当
し
な
い
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
」
と

い
う
見
解
が
主
張
さ
れ
る
の
も
こ
う
し
た
理
由
か
ら
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
見
解
の
う
ち
い
ず
れ
が
妥
当
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て

は
、
簡
単
に
は
結
論
づ
け
ら
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
詳
細
は
実
証
的
研

究
の
成
果
に
倹
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
右
に
述
べ
た
批
判
的
見
解
に
つ
い

て
一
言
え
ば
、
川
一
般
人
が
、
犯
罪
の
実
行
に
着
手
し
て
も
自
己
の
意
思

で
中
止
す
れ
ば
、
科
刑
上
寛
大
に
取
扱
わ
れ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か

ど
う
か
、

ω知
っ
て
い
る
と
し
て
、
実
際
に
か
よ
う
な
寛
大
な
取
扱
い

を
期
待
し
て
中
止
す
る
か
ど
う
か
、
ど
の
程
度
の
寛
大
な
取
扱
い
で
あ

北法36(4・207)1445



料

れ
ば
中
止
す
る
か
、
が
検
証
の
内
容
と
な
ろ
う
。
川
に
つ
い
て
は
「
刑

法
音
範
」
の
問
題
が
、
川
に
つ
い
て
は
「
刑
罰
と
一
般
王
即
」
の
問
題

が
中
心
的
な
検
討
課
題
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
両
者
に
つ
き
、

法
の
実
効
性
を
高
め
る
要
因
と
し
て
い
わ
ゆ
る
「
規
範
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

l

(
H
)
 

シ
ヨ
ン
」
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
、
と
い
っ
た
問
題

な
ど
も
考
慮
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
実
証
的
研
究
の
重
要
性
は
無
視
し
え
な
い
と
し
て
も
、
そ

の
よ
う
な
検
証
を
経
な
い
か
ぎ
り
刑
事
政
策
説
の
採
用
が
留
保
さ
れ
る

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
お
よ
そ
刑
罰
法
規
が
有
す
る
と
さ

れ
る
一
般
予
防
効
果
に
つ
い
て
も
、
現
段
階
に
お
い
て
我
々
が
知
っ
て

(ロ)

い
る
こ
と
は
ご
く
僅
か
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
効

果
が
完
全
に
実
証
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
立
法
化
或
い
は
処
罰
で
き
な
い
と

す
る
の
な
ら
ば
、
刑
事
制
度
は
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
む

し
ろ
こ
こ
で
問
題
に
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
「
規
定
を
知
ら
な
け

れ
ば
実
効
性
が
な
い
」
と
か
「
全
免
に
し
な
け
れ
ば
中
止
奨
励
の
効
果

が
な
い
」
と
い
っ
た
理
由
か
ら
刑
事
政
策
説
を
否
定
し
法
律
説
に
移
行

し
よ
う
と
す
る
、
右
に
述
べ
た
批
判
的
見
解
の
態
度
で
あ
ろ
う
。
中
止

未
遂
規
定
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
批
判
を
行
う
の
で
あ
れ
ば
、
犯
罪
の

実
害
防
止
を
目
的
と
す
る
他
の
刑
法
上
の
規
定
|
|
例
え
ば
身
代
金
誘

拐
予
備
罪
に
お
け
る
「
実
行
の
着
手
前
の
自
首
(
二
二
八
条
ノ
三
但
書
)
」

資

ー
ー
ー
に
も
同
様
の
批
判
が
な
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
中
止
未
遂
規
定
に

は
右
の
よ
う
な
批
判
を
行
う
論
者
が
、
他
の
規
定
で
は
「
犯
罪
の
実
害

(
日
)

防
止
目
的
」
と
い
っ
た
説
明
を
行
っ
て
い
る
の
は
奇
妙
な
こ
と
だ
と
言

わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
こ
れ
ら
の
批
判
が
、
中
止
未
遂
に
お
け

る
「
刑
事
政
策
説
」
を
否
定
す
る
た
め
だ
け
に
行
わ
れ
る
の
だ
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
便
宜
論
の
域
を
出
な
い
で
あ
ろ
う
。

近
年
、
我
が
国
で
は
|
|
特
に
「
併
合
説
」
の
増
加
に
伴
っ
て
も
|
|

従
来
の
こ
の
種
の
批
判
に
対
す
る
反
省
が
な
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
「
中
止
犯

の
効
果
を
一
日
一
知
っ
た
者
に
対
し
て
は
、
必
要
的
減
免
の
規
定
は
中
止

の
奨
励
の
意
味
を
な
す
ば
か
り
で
な
く
、
犯
意
を
ひ
る
が
え
し
た
場
合

と
そ
う
で
な
い
場
合
と
の
差
異
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事

後
の
犯
罪
発
生
の
防
止
に
役
立
つ
と
解
す
る
余
地
は
ま
っ
た
く
否
定
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
刊
」
と
す
る
の
が
そ
の
例
で
あ
る
。
ま
た
、

刑
事
政
策
説
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
「
法
を
知
る
国
民
が
増
え
る
方
向
に

あ
る
」
と
い
う
「
昨
今
の
社
会
状
況
」
か
ら
す
れ
ば
「
時
代
の
流
れ
に

逆
行
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
い
う
主
張
も
み
ら
れ

る。
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か
く
て
本
稿
は
、
最
初
に
述
べ
た
批
判
的
な
見
解
の
存
在
l
l
i
こ
の

批
判
内
容
自
体
の
正
当
性
は
実
証
的
研
究
の
成
果
に
委
ね
る
他
は
な
い

が
|
|
ー
に
よ
っ
て
も
、
刑
事
政
策
説
を
採
用
す
る
こ
と
の
意
義
は
少
し



中止未遂における必要的減免について

も
減
殺
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
解
す
る
の
で
あ
る
。

二
次
に
、
刑
事
政
策
説
に
対
し
て
は
、
何
故
減
軽
と
免
除
と
い
っ

た
異
な
る
効
果
を
付
し
得
る
か
に
つ
い
て
は
説
明
で
き
ず
区
別
の
基
準

と
な
ら
な
い
、
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
る
。

こ
の
批
判
の
要
点
は
、
.
違
法
減
少
説
文
は
責
任
減
少
説
に
よ
ら
な
く

て
は
、
す
な
わ
ち
違
法
性
や
責
任
の
減
少
の
程
度
に
依
拠
し
な
く
て
は
、

刑
の
免
除
に
す
る
か
滅
軽
に
と
ど
め
る
か
と
い
う
裁
量
の
基
準
を
見
出

せ
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
本
稿
の
よ

う
に
「
刑
事
政
策
説
」
と
「
法
律
説
」
の
対
立
を
解
消
さ
せ
て
考
え
れ

ば
、
「
刑
事
政
策
説
」
に
敢
え
て
減
免
の
基
準
を
求
め
る
必
要
は
な
い
と

も
言
え
る
。
し
か
し
こ
の
点
を
別
に
し
て
も
、
右
の
批
判
に
は
次
の
よ

う
な
疑
問
が
あ
る
。
例
え
ば
、
先
に
も
取
り
上
げ
た
刑
法
二
二
八
条
ノ

三
但
書
(
身
代
金
誘
拐
予
備
罪
に
お
け
る
「
実
行
の
着
手
前
の
自
首
」
)

の
場
合
を
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
場
合
に
は
、
中
止
未
遂
と
同
様
に
必

要
的
「
減
免
」
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
自
首
に
よ
っ
て
も
身
代
金

誘
拐
予
備
罪
は
す
で
に
成
立
し
、
予
備
罪
と
し
て
の
違
法
性
・
有
責
性

は
確
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
(
印
、
そ
も
そ
も
「
減
少
」
は
生
じ
な
い
。

従
っ
て
こ
の
場
合
の
，
「
減
軽
又
は
免
除
」
と
い
う
裁
量
の
基
準
は
、
違

法
性
や
有
責
性
の
「
減
少
」
と
は
無
関
係
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え

る
と
、
中
止
未
遂
の
効
果
が
「
滅
軽
又
ハ
免
除
ス
」
と
規
定
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
、
違
法
減
少
説
・
責
任
減
少
説
に
依
拠
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
を
当
然
に
は
意
味
し
な
い
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
し
て
、
右
の
批
判
も
刑
事
政
策
説
の
採
用
に
対
す
る
妨
げ

に
は
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
る
。

三
刑
事
政
策
説
に
対
し
て
は
、
さ
ら
に
、
法
上
の
減
免
の
理
由
を

犯
罪
論
を
越
え
て
刑
事
政
策
的
理
由
に
求
め
る
態
度
は
犯
罪
理
論
の
放

棄
で
あ
る
、
と
い
う
此
削
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
批
判
に
対
し
て
は
既
に
、
「
実
定
法
の
理
解
に
際
し
、
立

法
趣
旨
・
効
果
な
ど
を
も
含
め
た
総
合
的
な
観
点
か
ら
の
把
握
は
、
実

定
法
の
真
の
理
解
に
と
っ
て
不
可
欠
で
は
な
か
ろ
仁
川
内
」
と
い
う
反
論

が
な
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
批
判
に
対
し
て
は
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
根
本
的
な

疑
問
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
刑
事
政
策
説
を
採
用
す
る
こ
と
が
「
犯
罪

理
論
の
放
棄
」
で
あ
る
と
す
る
右
の
見
解
が
、
ハ
イ
ン
ツ
・
ミ
ュ

l
ラ

1
1デ
ィ

1
ツ
も
指
摘
す
る
よ
う
に
「
刑
法
解
釈
学
と
刑
事
政
策
と
が
、

相
互
に
新
し
い
関
係
に
入
つ
{
問
」
現
状
に
お
い
て
も
、
な
お
、
そ
の
主

張
を
貫
徹
す
る
こ
と
が
可
能
か
ど
う
か
で
あ
る
。
か
よ
う
な
「
現
状
」

を
本
稿
は
我
が
国
に
お
け
る
「
刑
法
解
釈
学
と
刑
事
政
策
の
接
近
」
と

し
て
把
握
し
、
項
を
改
め
て
こ
の
批
判
に
つ
い
て
さ
ら
に
検
討
す
る
。
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料

(
1
)

第
一
章
第
一
節
2
の
二
①
参
照
。

(
2
)

第
一
章
第
一
節
2
の
二
②
参
照
。

(3)

宮

間

漂

白

可
O
F
白・白・

0
ω
目

ω叶
タ
〉
ロ
ョ
・
叶

(
4
)

植
松
・
前
掲
書
三
二
三
頁
。

(
5
)

平
野
「
中
止
未
遂
の
法
的
性
格
」
犯
罪
論
の
諸
問
題
凶
(
昭
和
五
六

年
)
一
六
五
頁
。

(
6
)

香
川
・
前
掲
中
止
未
遂
の
法
的
性
格
五
八
頁
注
(
六
)
。

(
7
)

米
山
哲
夫
「
中
止
未
遂
と
償
い
の
思
想
」
早
大
法
研
論
集
第
二
九
号

(
昭
和
五
八
年
)
三
一

O
頁。

(
8
)

柏
木
・
前
掲
書
一
一
一
一

O
頁
。
な
お
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、

団
藤
博
士
の
言
わ
れ
る
「
政
策
的
考
慮
は
事
前
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ

る
の
に
、
減
免
の
裁
量
は
事
後
的
で
あ
る
か
ら
、
我
が
刑
法
の
よ
う
な
規

定
の
も
と
で
は
、
刑
事
政
策
説
は
論
理
的
に
成
り
立
た
な
い
と
さ
え
い
っ

て
よ
い
で
あ
ろ
う
」
と
の
批
判
も
妥
当
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
博
士
御
自
身

も
そ
の
後
、
「
中
止
犯
に
関
す
る
私
見
が
政
策
説
を
完
全
に
排
除
し
て
い
る

の
は
、
逆
の
方
向
に
行
き
す
ぎ
て
い
る
と
お
も
う
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る

(
前
掲
注
釈
刑
法
凶
二
五
六
頁
)
。
第
一
章
第
一
節
2
注
(
9
)
参
照
。
長

岡
・
前
掲
論
文
四
五
頁
注
(
問
)
も
、
減
免
が
「
必
要
的
」
と
な
っ
て
い
る

前
提
を
重
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
右
の
団
藤
博
士
の
批
判
的
見
解
に
疑

問
を
提
し
て
お
ら
れ
る
。

(
9
)

宮
津
節
生
「
刑
法
意
識
の
実
証
的
研
究
ー
ー
そ
の
位
置
づ
け
と
研
究

設
計
の
設
み
l
|
」
付
同
北
大
法
学
論
集
二
三
巻
四
号
(
昭
和
四
八
年
)

七
四
二
l
八
二

O
頁
、
二
四
巻
四
号
(
昭
和
四
九
年
)
八
三
三
九
一
七

頁。

資

(
日
)
松
村
良
之
「
刑
罰
に
よ
る
犯
罪
の
抑
止
|
|
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
経

済
学
的
研
究
を
中
心
と
し
て
l
l
」

ωωω
北
大
法
学
論
集
三
三
巻
一
号

(
昭
和
五
七
年
)
二
三
五
|
二
八
二
頁
、
三
三
巻
三
号
(
昭
和
五
七
年
)

九
五
六
一

O
一
六
頁
、
三
三
巻
六
号
(
昭
和
五
八
年
)
一
六
五
四
1

一

六
九
六
頁
、
同
「
一
般
抑
止
研
究
の
新
し
い
動
き
|
|
新
た
な
政
策
志
向

研
究
と
し
て
の
|
|
」
犯
罪
社
会
学
研
究
第
9
号
(
昭
和
五
九
年
)
四
二

頁
以
下
、
藤
岡
一
郎
「
一
般
予
防
論
の
一
考
察
|
|
犯
罪
学
者
の
研
究
を

中
心
と
し
て
|
|
」
京
都
産
業
大
学
「
産
大
法
学
」
十
六
巻
三
号
(
昭
和

五
七
年
)
一
頁
以
下
、
な
ど
を
参
照
。

(
日
)
棚
瀬
孝
雄
「
規
範
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
法
の
実
効
性
」
川
島
武

宜
編
「
法
社
会
学
講
座
」

8
(
昭
和
四
八
年
)
二
五
頁
以
下
。
そ
こ
で
は
、

規
範
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
(
広
義
)
と
は
「
法
規
範
の
伝
達
を
直
接
・

間
接
に
目
的
と
し
た
過
程
」
と
さ
れ
て
い
る
(
二
六
頁
)
。

(
ロ
)
特
に
我
が
国
独
自
の
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状

で
あ
る
。
注
{
日
)
の
文
献
参
照
。

(
日
)
例
え
ば
、
香
川
・
前
掲
刑
法
講
義
(
各
論
)
三
七
三
頁
。

(
U
)

西
原
・
前
掲
書
二
八
七
頁
。

(
日
)
長
岡
・
前
掲
論
文
四
四
l
四
五
頁
。

(
日
)
第
一
章
第
一
節
2
の
二
③
参
照
。

(
げ
)
予
備
罪
に
つ
い
て
も
「
実
行
行
為
」
「
着
手
」
「
完
結
」
(
予
備
罪
と
し

て
の
「
既
遂
」
)
を
考
え
る
べ
き
こ
と
に
つ
き
、
内
田
・
前
掲
書
二
四
八
頁
。

(
凶
)
第
一
章
第
一
節
2
の
二
④
参
照
。

(
円
)
長
岡
・
前
掲
論
文
四
五
頁
。

(
却
)
ハ
イ
ン
ツ
・
ミ
ュ

1
ラ
l

f
デ
ィ

l
ツ
(
宮
沢
浩
一
訳
)
「
刑
罰
の
目
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的
と
刑
の
量
定
に
焦
点
を
あ
て
た
責
任
と
予
防
と
の
関
係
」
刑
法
雑
誌
二

三
巻
一
・
二
号
(
昭
和
五
四
年
)
八
五
頁
。

2 

刑
法
解
釈
学
と
刑
事
政
策
の
接
近

「
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
リ
ス
ト
以
来
、
刑
法
解
釈
学
と
刑
事

政
策
は
分
断
さ
れ
て
き
{
出
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
確
か
に
リ
ス
ト
は
、

刑
法
解
釈
学
は
犯
罪
要
件
の
体
系
的
・
概
念
的
完
成
及
び
整
序
を
目
的

と
す
る
学
問
で
あ
り
、
一
方
刑
事
政
策
は
犯
罪
者
を
合
目
的
的
に
処
置

す
る
経
験
的
基
礎
に
基
づ
く
原
理
で
あ
る
と
し
て
、
両
者
を
完
全
に
対

置
し
た
。

中止未遂における必要的減免について

し
か
し
リ
ス
ト
は

i
!彼
の
「
刑
法
は
刑
事
政
策
の
乗
り
こ
え
る
こ

と
の
で
き
な
い
障
壁

2
5
Z
B
E
$出足
ωnyEDZ)
で
札
れ
」
と

い
う
言
葉
に
も
表
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

l
l
「
刑
法
解
釈
学
と
刑
事

政
策
の
対
置
」
に
む
し
ろ
積
極
的
な
意
義
を
与
え
て
い
た
。
彼
は
、
刑

法
の
任
務
は
、
一
方
で
は
個
人
の
法
益
を
侵
害
す
る
行
為
を
犯
罪
と
し

て
処
罰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
該
個
人
を
保
護
し
、
他
方
で
は
刑
罰
権

の
範
囲
を
明
確
に
し
て
、
個
人
が
窓
意
的
に
国
家
権
力
に
よ
っ
て
処
罰

さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
人
権
保
障
機
能
を
果
た
す
と
こ
ろ
に
あ

る
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
法
治
国
家
的
な
理
由
か
ら
、
刑
事
政
策
的
な

目
標
の
「
行
き
過
ぎ
」
を
「
犯
罪
者
の
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
」
で
あ
る
刑

法
に
よ
っ
て
制
限
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
問
。
刑
法
に
お
い
て
は
客

観
主
義
・
行
為
主
義
を
と
り
、
刑
事
政
策
に
お
い
て
は
主
観
主
義
・
行

為
者
主
義
へ
と
赴
い
(
一
位
リ
ス
ト
の
「
全
刑
法
学
(
ぬ
巾

E
5
5
ω
5同

『巾円

Z
2
5
2
m
n
y島
)
」
の
「
二
重
性
格

(
U
0
3巾
-
n
E
E
r
z巧)」

{7) 

は
、
こ
の
限
り
で
は
矛
盾
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

二
か
よ
う
な
「
刑
法
解
釈
学
」
と
「
刑
事
政
策
」
の
「
対
置
」
は
、

確
か
に
そ
れ
な
り
の
意
義
を
有
し
て
い
た
。
し
か
し
、
ロ
ク
シ
ン
も
指

摘
す
る
よ
う
に
、
仮
に
刑
法
解
釈
学
の
目
的
が
犯
罪
要
件
の
体
系
的
・

概
念
的
完
成
及
び
整
序
に
あ
る
と
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
果
た
し
て
「
現

実
的
成
果
」
が
得
ら
れ
る
の
か
、
そ
し
て
事
実
に
即
し
た
正
し
い
結
論

が
保
証
さ
れ
る
の
か
は
極
め
て
疑
わ
し
(
ぱ
。
ま
た
、
「
対
置
」
の
主
張
の

背
後
に
は
、
法
律
そ
れ
自
体
は
社
会
形
成
の
道
具
で
は
な
く
て
、
共
存

す
る
諸
々
の
自
由
の
回
復
と
整
序
の
た
め
の
手
段
に
す
ぎ
な
い
と
す
る

(
9
)
 

実
証
主
義
的
な
思
想
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
り
、
か
く

解
す
る
限
り
、
確
か
に
刑
法
は
「
法
的
安
定
性
」
に
資
す
る
こ
と
に
な

ろ
う
。
し
か
し
刑
法
、
延
い
て
は
刑
法
解
釈
学
に
そ
れ
だ
け
の
役
割
を

認
め
る
だ
け
な
ら
ば
、
我
が
国
で
も
指
摘
さ
れ
る
ご
と
く
「
形
式
的
な

法
規
の
枠
内
で
秩
序
だ
っ
た
統
一
的
な
問
題
の
処
理
を
可
能
に
す
る
理

論
で
あ
る
以
上
、
い
か
な
る
刑
法
理
論
・
犯
罪
論
も
正
当
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
」
の
で
は
な
い
か
。
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料

刑
法
解
釈
学
に
よ
っ
て
、
処
罰
に
値
す
る
行
為
を
選
別
し
、
処
罰
範

囲
を
明
確
に
し
て
い
く
の
な
ら
ば
、
そ
こ
に
同
時
に
要
求
さ
れ
る
の
は
、

(
日
}

ま
さ
に
「
効
果
か
ら
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
」
に
他
な
ら
な
い
。
す
な
わ

ち
、
形
式
的
に
は
犯
罪
に
該
当
し
て
い
て
も
、
刑
事
政
策
的
視
点
か
ら

み
て
実
質
的
に
は
処
罰
す
る
必
要
性
が
な
い
場
合
に
は
不
処
罰
が
導
き

出
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
か
く
て
「
刑
法
解
釈
学
と
刑
事
政
策
の

接
近
」
が
必
要
と
な
る
。
「
犯
罪
論
自
体
の
内
容
が
、
『
刑
罰
』
と
い
う

(ロ)

効
果
の
視
点
を
抜
き
に
論
じ
得
な
く
な
っ
て
き
た
」
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
「
刑
法
は
刑
事
政
策
の
乗
り
こ
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
障
壁
で

あ
る
」
と
い
う
こ
と
と
同
時
に
、
「
刑
事
政
策
は
刑
法
の
乗
り
こ
え
る
こ

と
の
で
き
な
い
障
壁
で
あ
る
」
こ
と
を
認
識
す
べ
き
必
要
性
を
示
唆
す

(
日
)

る
も
の
な
の
で
あ
る
。

資

か
よ
う
に
し
て
、
刑
法
解
釈
学
へ
の
刑
事
政
策
的
考
慮
の
介
入

は
「
現
在
で
は
む
し
ろ
一
般
的
に
意
識
さ
れ
て
い
(
犯
」
と
さ
え
言
わ
れ

る。
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
ミ
ュ

l
ラ

1
1デ
ィ

i
ツ
・
も
指
摘
す
る
よ

う
に
、
こ
の
よ
う
な
意
識
が
「
刑
事
政
策
の
観
点
が
刑
法
体
系
並
び
に

(
臼
)

個
々
の
法
制
度
や
、
犯
罪
概
念
の
構
成
要
素
の
説
明
へ
と
入
り
こ
ん
だ
」

と
い
う
形
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。
特
に
最
近
の
「
責
任
仁
刊
防
」
に
関

{
げ
)

す
る
一
連
の
議
論
に
、
そ
の
傾
向
が
顕
著
に
現
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

我
が
国
に
お
い
て
は
「
刑
法
解
釈
学
と
刑
事
政
策
の
接
近
」
と
い
う

形
で
一
般
的
に
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
比
較
的
最
近
の
こ
と

で
る
る
が
、
従
来
か
ら
の
い
わ
ゆ
る
「
可
罰
的
違
法
性
」
や
「
可
罰
的

責
任
」
に
つ
い
て
の
主
張
の
中
に
、
既
に
か
よ
う
な
傾
向
が
あ
っ
た
こ

と
を
看
取
で
き
よ
う
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
実
務
上
は
近
時
こ
の
言
葉

が
姿
を
消
し
た
が
違
法
性
判
断
と
刑
罰
効
果
と
の
結
び
つ
き
に
変
化
は

な
く
「
む
し
ろ
、
「
処
罰
に
値
し
な
い
一
般
的
違
法
性
の
存
否
』
と
『
可

罰
的
違
法
性
の
存
否
』
と
い
う
二
重
構
造
が
消
え
、
犯
罪
論
上
で
用
い

る
違
法
性
と
は
本
来
的
に
『
処
罰
に
値
す
る
』
と
い
う
観
点
を
内
在
し

(
時
)

て
い
る
こ
と
が
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
た
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

後
者
に
つ
い
て
は
、
刑
法
上
の
責
任
は
、
行
為
者
が
単
に
法
規
範
の
命

令
及
び
禁
止
を
理
解
し
そ
れ
に
従
っ
て
行
為
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず

そ
の
よ
う
に
行
為
し
な
か
っ
た
(
規
範
的
責
任
て
と
い
う
こ
と
だ
け
で

な
く
「
そ
の
よ
う
な
行
為
者
の
非
難
性
が
特
に
刑
罰
と
い
う
強
力
な
手
、

段
を
必
要
と
す
る
ほ
ど
に
強
く
、
し
か
も
そ
の
刑
罰
を
う
け
る
に
適
す

(
四
)

る
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
」
こ
と
を
要
す
る
、
と
い
う
視
点
か
ら

主
張
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
最
近
で
は
、
こ
れ
ら
の
議
論
と
関
連
し
て
、
さ
ら
に
具
体
的
な

問
題
に
お
い
て
「
刑
法
解
釈
学
と
刑
事
政
策
の
接
近
」
が
展
開
さ
れ
て

い
る
。
例
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
違
法
性
の
意
識
」
と
は
可
罰
性
の
意
識
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単
な
る
法
律
違
反
の
認
識
で
は
に
ゆ
、
と
す
る
見
解
や
、
情

動
行
為
者
の
刑
事
責
任
に
つ
い
て
他
行
為
が
不
可
能
と
は
い
え
な
い
場

合
で
あ
っ
て
も
、
刑
罰
の
法
益
保
護
臼
的
及
び
再
社
会
化
目
的
上
不
必

要
で
あ
れ
ば
、
責
任
非
難
及
び
処
罰
を
断
念
す
べ
き
で
札
初
、
と
す
る

見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
今
後
は
一
般
的
・
抽
象
的

な
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
個
々
の
問
題
領
域
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、

「
刑
法
解
釈
学
と
刑
事
政
策
の
接
近
」
の
「
適
用
」
が
論
じ
ら
れ
て
い

く
で
あ
ろ
切
。

で
あ
り
、

中止未遂における必要的減免について

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
状
況
の
中
に
あ
っ
て
は
、
先
に
述

べ
た
批
判
的
見
解
|

1刑
事
政
策
説
の
採
用
は
犯
罪
理
論
の
放
棄
で
あ

る
、
と
す
る
見
解
1
1
i
に
と
っ
て
そ
の
主
張
を
維
持
し
て
い
く
こ
と
は

困
難
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
中
止
未
遂
に
お
け
る
必
要
的
減
免
の
「
根

拠
」
と
し
て
刑
事
政
策
説
を
採
用
す
る
こ
と
は
、
「
刑
法
解
釈
学
と
刑
事

政
策
の
接
近
」
の
趣
旨
に
も
沿
う
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
か
く
て

本
稿
は
、
刑
事
政
策
説
に
対
す
る
右
の
批
判
的
見
解
を
も
受
け
入
れ
る

こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

四(1)

林
美
月
子
「
情
動
行
為
と
刑
事
責
任
」
(
一
)
神
奈
川
法
学
十
八
巻
二

号
(
昭
和
五
七
年
)
一
八
頁
。

な
お
、
刑
事
政
策
或
い
は
犯
罪
学
(
刑
事
学
)
と
い
う
用
語
は
広
狭
様
々

の
意
味
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
犯
罪
原
因
論
と
対
策
論
を

含
む
広
義
の
刑
事
政
策
を
念
頭
に
お
く
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
ら
の
用
語
に

つ
き
、
所
一
彦
「
法
の
経
験
科
学
と
し
て
の
刑
事
学
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
・

理
論
法
学
の
課
題
(
昭
和
四
六
年
)
一
五

O
頁
参
照
。

(
2
)

こ
の
点
に
つ
き
、
月
G
H
E
-
穴
丘
四
回
目

E
-
B
E
r
g己
g
g『
『

R
E
Z
a

田山、回一定凶口

Jfω
・]{]町内・

(
3
)

ピ由
N
F
ω
可
白
骨
巾

n
y
g
n
y巾
〉
口
問
目
白
押
N
m
ロ
ロ
円
四
〈
。
『
可
障
問
夕
日
・
∞
向
日
・
・

]
{
申
(
)
印

.
ω
.
∞司・

(4)

閉山
C
凶

H
P
-ハ
ユ
ヨ
吉
田

So--E内
ロ
ロ
己

ω同『国内『
RZgMa-gg-
∞
-
M
-

(
5
)
F
Z
Nゲ

ω
可
担
問
『
巾

n
z
z
n
y巾
〉
口
町
田
阻
同
N巾
ロ
ロ
仏
〈
。
ユ
吋
問
問

P

H

切門戸・

]
{
申
{
)
少

ω・]{一山由同一『

(

6

)

H

N

O

岡
山
口
噌
町
内
コ
ヨ
一
口
白
}
H
U
O
}
一
色
宵
ロ
ロ
己

ω門
『
丘
町
叩
円

Z
g苫
芯
B-
∞
】
・

(7)

こ
の
点
に
つ
き
、
三
井
誠
ほ
か
「
刑
法
学
の
あ
ゆ
み
」
(
昭
和
五
三
年
)

二
三

l
二
九
頁
・
八
六
頁
参
照
。

(
8
)

閉山
O
H
戸
内
三
百
円
ロ
巴
句
。
一
三

r
z口
弘

ω件『
同
町
『
巾

n
z
m回日、目

zs-ω
・
ω
l白・

(
9
)

問
。

H
E
w
-ハ
ユ
ヨ
古
色
匂
O
Z
S内
ロ
ロ
円
四
回
司
白
骨
巾

n
z
a百
円
巾

5
・

ω
叶

(
日
)
町
野
朔
「
犯
罪
論
と
刑
罰
論
」
現
代
法
哲
学
3
(
昭
和
五
八
年
)
一

四
一
頁
。

(
日
)
前
田
雅
英
「
刑
法
学
と
刑
事
政
策
」
罪
と
罰
一
一
一
巻
二
号
(
昭
和
五

九
年
)
一
一
頁
。

(
ロ
)
前
田
・
前
掲
論
文
六
頁
。

(
玲
)
こ
の
点
に
つ
き
、
ロ
ク
シ
ン
(
斉
藤
誠
二
訳
)
「
責
任
主
義
の
二
面
性

と
一
面
性

l
l刑
法
解
釈
学
と
刑
の
量
定
論
に
お
け
る
責
任
と
予
防
と
の

関
係
を
め
ぐ
っ
て

l
i」
刑
法
雑
誌
二
四
巻
一
号
(
昭
和
五
五
年
)
四
五

頁
参
照
。
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料

(
H
H
)

林
・
前
掲
論
文
一
八
頁
。

(
日
)
ミ
ュ

l
ラ
1
1デ
ィ

l
ツ
・
前
掲
論
文
八
五
頁
。

(
民
)
第
一
章
第
二
節
3
注
(
同
)
参
照
。

(
口
)
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
、
一
九
六

0
年
代
に
盛
ん
に
な
っ
た
い
わ
ゆ

る
ラ
ベ
リ
ン
グ
理
論

(Eσ
色町口問

p
gミ
)
を
契
機
と
し
て
、
従
来
「
犯

罪
の
定
義
」
を
め
ぐ
っ
て
対
立
し
て
い
た
刑
法
学
と
犯
罪
学
が
「
接
近
」

す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
藤
本
哲
也
「
犯
罪
学
と
刑
法
学
」

犯
罪
学
諸
論
(
昭
和
五
九
年
)
二
ハ
一
頁
以
下
。

(
同
)
前
回
・
前
掲
論
文
六
頁
。

(
川
口
)
佐
伯
・
前
掲
書
二
三
二
頁
。

(
加
)
町
野
「
『
違
法
性
』
の
認
識
に
つ
い
て
」
上
智
法
学
論
集
二
四
巻
三
号

(
昭
和
五
六
年
)
一
九
三
頁
以
下
。

(
紅
)
林
・
前
掲
論
文
九
頁
。

(
幻
)
な
お
、
斉
藤
誠
二
「
刑
法
学
と
犯
罪
学
こ
こ
警
察
研
究
五
三
巻
六

号
(
昭
和
五
七
年
)
三
頁
以
下
参
照
。

資

3 

括

本
節
に
お
い
て
は
、
従
来
の
「
刑
事
政
策
説
」
に
対
す
る
諸
批
判
を

検
討
し
た
結
果
、
そ
れ
ら
の
批
判
に
よ
っ
て
も
「
刑
事
政
策
説
」
の
意

義
は
否
定
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
従
っ
て
、
中
止
未
遂

の
必
要
的
減
免
の
「
根
拠
」
と
し
て
、
基
本
的
に
は
本
説
を
採
用
し
て

い
く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
「
根
拠
」
と
し
て
本
説

だ
け
で
十
分
か
ど
う
か
(
本
節
冒
頭
の

ω)
を
検
討
す
る
た
め
に
、
現

在
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て
い
る
「
根
拠
」
学
説
を
次
に
概
観

す
る
。

第
四
節
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
中
止
未
遂
の
「
根
拠
」
学
説

-
褒
賞
説
・
刑
罰
目
的
説

現
在
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
「
根
拠
」
に
関
す
る
学
説
と
し
て
既
述

の
刑
事
政
策
説
の
他
に
、
褒
賞
説
(
司
品

B
-
2
5
2円
一
巾
)
|
|
恩
恵
説

(の

E
骨
三
宮

2
W
)
と
も
呼
ば
れ
る
|
|
及
び
刑
罰
目
的
説

(ω
可
山
内
'

NZn宮
町

g『目立
1

1
徴
表
説
(
目
白
色
込
町

gユ
巾
)
と
も
呼
ば
れ
る
1ー
ー

(1) 

が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
以
下
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
学
説
の
主
張
内
容

を
見
て
み
よ
う
。

褒
賞
説
(
恩
恵
説
)
こ
の
説
は
、
中
止
未
遂
に
お
け
る
不
処

罰
と
い
う
効
果
を
、
中
止
行
為
に
対
す
る
褒
賞
百
円
以
g
S
)
或
い
は
恩

恵
(
の
ロ
包
一
角
川
)
で
あ
る
と
理
解
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
自
体
は
、
既
に
例
え
ば
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン(2
)
 

ト
法
(
一
七
九
四
年
)
が
中
止
行
為
者
に
恩
赦
の
請
求
を
認
め
て
い
た

と
い
う
事
実
に
お
い
て
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
中
止
未
遂
不
処

(3) 

罰
の
「
根
拠
」
と
し
て
具
体
的
に
主
張
し
た
の
は
ボ
ツ
ケ
ル
マ
ン
で
あ

る
。
彼
は
、
「
適
時
に
中
止
し
或
い
は
行
為
に
よ
る
悔
悟
を
な
し
た
者
は
、

北法36(4・214)1452



将
来
も
は
や
犯
罪
を
犯
す
こ
と
は
な
い
と
い
う
期
待
を
生
ぜ
し
め
た
の

で
あ
り
、
彼
に
向
け
ら
れ
た
責
任
非
難
と
い
う
重
り
(
の
宮
三
円
宮
)
を
少

く
と
も
功
労
的
な
行
為
と
い
う
対
重
(
の
品
巾
口
君
主
口
町
丹
)
に
よ
っ
て
一

定
の
程
度
に
ま
で
釣
り
合
わ
せ
た
の
で
あ
(
幻
」
と
主
張
す
る
。
そ
の
後

イ
ェ
シ
エ
ツ
ク
も
同
様
の
見
地
か
ら
、
中
止
行
為
を
な
し
た
者
は
社
会

に
お
い
て
法
に
動
揺
を
与
え
た
と
い
う
印
象
(
吋

R
Z
8
3
n
F
5芯
ヨ
弘
常

巴
邑
g
n
w
)
を
再
び
取
り
除
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
褒
賞
を
与
え
る
の
に

(5) 

値
す
る
と
し
て
、
本
説
の
立
場
を
支
持
し
た
。

F

6

)

(

7

)

(

8

)

 

他
に
、
パ
ウ
マ
ン
、
プ
ッ
シ
ュ
、
ォ
ッ
ト
ー
ら
が
褒
賞
説
を
採
用
し

て
い
る
。

中止未遂における必要的減免について

本
説
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。

川
法
典
の
文
言
を
言
い
換
え
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
何
故
褒
賞
が
与
え

ら
れ
る
の
か
と
い
う
点
を
説
明
し
て
い
な
い
。

ω刑
法
は
犯
罪
者
に
「
褒
賞
」
を
与
え
る
た
め
に
存
在
す
る
の
で
は

(
叩
)

な
し
。

刑
罰
目
的
説
(
徴
表
説
)
こ
の
説
は
、
中
止
行
為
は
犯
罪
者

の
意
思
が
微
弱
で
あ
る
こ
と
の
徴
表
(
宮
忌
N
)

で
あ
り
、
一
般
予
防
・

特
別
予
防
と
い
う
「
刑
罰
目
的
」
的
観
点
か
ら
処
罰
が
不
必
要
と
な
る
、

と
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。

犯
罪
者
の
意
思
が
微
弱
で
あ
る
こ
と
が
中
止
行
為
に
よ
っ
て
示
さ
れ

る
と
す
る
構
想
は
、
既
に
見
た
よ
う
に
比
較
的
古
く
か
ら
存
在
し
て
い

た
と
言
え
る
料
、
一
九
五
六
年
ご
月
三
八
日
の
強
姦
未
遂
に
関
す
る
連

(ロ)

邦
裁
判
所
判
決
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
刑
罰
目
的
と
関
連
，
つ
け
て

中
止
未
遂
の
「
根
拠
」
と
し
て
主
張
し
た
。

こ
の
判
決
に
よ
れ
ば
、
中
止
未
遂
に
関
す
る
刑
法
四
六
条
一
号
(
旧

規
定
)
の
意
味
は
、
次
の
よ
う
に
解
す
る
の
が
最
も
良
く
実
態
に
適
合

す
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
行
為
者
は
着
手
し
た
未
遂
を
任
意
に
中

止
す
れ
ば
、
そ
れ
は
行
為
者
の
犯
罪
意
思
が
行
為
の
遂
行
に
必
要
な
ほ

ど
に
は
強
く
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
、
当
初
未
遂
に
お
い
て
示
さ
れ
た

行
為
者
の
危
険
性
も
、
本
質
的
に
よ
り
小
さ
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が

事
後
的
に
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
と
。
そ
し
て
「
こ
う
し
た
理
由
か
ら

法
は
『
未
遂
そ
れ
自
身
と
し
て
』
非
難
す
る
の
を
や
め
て
い
る
。
な
ぜ

な
ら
ば
、
刑
罰
は
行
為
者
の
将
来
の
犯
罪
に
対
し
て
予
防
し
、
或
い
は

第
三
者
を
威
嚇
し
、
さ
ら
に
侵
害
さ
れ
た
法
秩
序
を
回
復
す
る
た
め
に

は
も
は
や
必
要
で
は
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
特
に
、
適
時
に
放
棄

さ
れ
た
犯
意
を
も
は
や
行
為
者
に
帰
賞
す
る
こ
と
な
く
、
未
遂
行
為
に

よ
っ
て
既
に
完
了
し
た
行
為
が
他
の
構
成
要
件
を
満
た
し
て
い
る
範
囲

に
お
い
て
の
み
彼
を
処
罰
す
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
法
は
、
当
初

の
目
的
と
正
当
性
の
思
想
は
よ
り
良
く
保
障
さ
れ
る
と
み
な
す
の
で
あ

(
初
」
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
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料

近
時
ロ
ク
シ
ン
は
、
右
の
判
決
を
敷
街
し
て
次
の
よ
う
に
主
張
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
中
止
未
遂
に
お
い
て
は
「
結
果
が
発
生
し
て
お
ら

ず
、
行
為
者
は
決
定
的
な
時
点
で
、
自
ら
が
法
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
を

示
す
こ
と
に
よ
っ
て
悪
例

(
R
E
2
z
g
∞
巳
名
互
)
を
与
え
な
か
っ
た

の
で
あ
る
か
ら
、
一
般
予
防
上
の
根
拠
は
、
処
罰
を
必
要
と
し
な
い
。

行
為
者
は
、
中
止
に
よ
っ
て
合
法
性
に
立
ち
帰
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

特
別
予
防
上
の
作
用
は
不
必
要
な
も
の
と
な
る
。
既
に
未
遂
に
よ
っ
て

表
さ
れ
た
一
時
の
迷
い

(Eσ
忠
良
門
)
は
、
行
為
者
が
結
果
の
惹
起
を

任
意
に
放
棄
し
た
限
り
に
お
い
て
、
刑
法
上
の
制
裁
の
充
分
な
根
拠
と

は
な
ら
な
い
。
し
か
も
責
任
の
相
殺
は
余
計
な
も
の
と
な
る
。
な
ぜ
な

ら
ば
、
行
為
者
は
、
未
遂
に
含
ま
れ
て
い
る
責
任
を
、
任
意
の
中
止
に

よ
っ
て
自
ら
償
い
、
。
清
算
。
し
た
か
ら
で
あ
{
日
」
と
し
て
、
中
止
行
為

{
日
}

に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
「
犯
罪
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
減
少
」
が
、
刑
罰
目
的
か

ら
見
た
処
罰
の
必
要
性
を
失
わ
せ
る
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

(

間

山

}

(

口

)

他
に
、
ル
ド
ル
フ
ィ

1
、
ェ
!
ザ
ー
ら
が
本
説
を
支
持
し
て
い
る
。

一
方
、
本
説
に
対
し
て
は
次
の
よ
う
な
批
判
が
な
さ
れ
て
い
(
出
。

川
過
去
に
お
い
て
明
ら
か
に
生
じ
た
犯
罪
意
思
は
事
後
的
に
弱
化
さ

れ
得
ず
、
現
在
或
い
は
将
来
に
向
っ
て
心
情
の
変
化
が
可
能
と
な
る
に

(
問
)

過
ぎ
な
い
。

凶
「
危
険
」
判
断
は
事
前
の
(
巾
同
同
三
巾
)
予
測
に
基
づ
く
も
の
で
あ

資

る
以
上
、
未
遂
に
お
い
て
示
さ
れ
た
危
険
性
が
事
後
の
事
情
に
よ
っ
て

(
初
)

減
少
す
る
と
は
言
え
な
い
。

制
任
意
に
放
棄
さ
れ
る
よ
う
な
意
思
な
ら
ば
初
め
か
ら
弱
い
は
ず
で

(
幻
)

あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
す
経
験
則
は
存
在
し
な
い
。

ω刊
行
為
者
が
未
遂
を
開
始
す
る
際
に
十
分
に
強
い
意
思
を
も
っ
て
い

た
と
す
る
こ
と
は
、
彼
に
違
法
・
責
任
を
不
利
益
に
推
定
す
る
こ
と
に

(
辺
)

な
る
。
む
し
ろ
、
単
に
既
遂
に
至
ろ
う
と
す
る
意
思
を
も
っ
て
い
た
と

(
幻
)

す
る
だ
け
で
必
要
か
っ
十
分
で
あ
る
。

同
任
意
の
中
止
を
、
行
為
者
の
責
任
と
危
険
性
が
微
弱
で
あ
る
こ
と

の
徴
表
と
み
な
す
こ
と
は
、
行
為
者
刑
法
あ
る
い
は
心
情
刑
法
を
前
提

(M) 

と
し
て
い
る
c

北法36(4・216)1454

川
中
止
未
遂
不
処
罰
の
根
拠
を
、
犯
罪
意
思
が
微
弱
で
あ
る
こ
と
の

み
に
求
め
る
と
す
る
な
ら
ば
、
刑
法
(
旧
)
四
六
条
が
結
果
発
生
の
防

止
を
要
件
と
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
で
き
な
く
な
位
。

同
刑
罰
目
的
か
ら
処
罰
の
必
要
性
が
欠
け
る
、
と
す
る
の
は
中
止
未

(
お
}

遂
の
根
拠
で
は
な
く
「
結
果
」
を
示
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

三
以
上
、
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て
い
る
「
根
拠
」
学
説

で
あ
る
褒
賞
説
・
刑
罰
目
的
説
に
つ
い
て
概
観
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ

ら
の
見
解
、
及
び
先
に
見
た
刑
事
政
策
説
が
、
互
い
に
ど
の
よ
う
な
意

義
を
も
ち
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
は
、
各
論
者
の
主
張
を
見



る
だ
け
で
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
そ
こ
で
次
項
で
は
、
こ
の

点
を
考
え
る
際
の
一
資
料
と
し
て
、
ハ
ッ
セ
マ
ー
が
こ
れ
ら
の
「
根
拠
」

学
説
に
対
し
て
行
っ
た
社
会
学
的
分
析
を
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

中止未遂における必要的減免について

(
1
)

こ
れ
ら
の
学
説
が
単
独
で
、
或
い
は
い
く
つ
か
結
合
し
て
「
根
拠
」

と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
。
〈
岡
戸
己
]
符
ロ
宮
一
一
g
o
F
同
・
由
。
・

ω目
怠
民
・

な
お
、
ウ
ル
ゼ
ン
ハ
イ
マ
!
は
「
徴
表
説
(
犯
罪
者
意
思
微
弱
化
説
こ
と

「
刑
罰
目
的
説
」
と
を
区
別
し
て
い
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
(
本
節
1

の
二
)
実
際
に
は
こ
の
二
説
を
結
び
つ
付
て
「
刑
罰
目
的
説
」
と
す
る
こ

と
が
多
い
の
で
、
本
稿
も
「
刑
罰
目
的
説
」
一
説
と
し
て
扱
う
こ
と
に
す

る
。
〈
開

--c-SDym-52v
回・国・

0.ω.ω
叶・

(
2
)
C
-凹巾
H
M
F
Z
g
q
u
F
P
C・
m-
な
目
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
第

二
部
第
二

O
章
第
四
三
条
は
「
自
己
の
活
動
で
犯
罪
の
実
行
を
中
止
し
、

違
法
な
効
果
が
何
ら
起
，
}
ら
な
い
よ
う
に
準
備
を
行
う
者
な
ら
び
に
共
犯

者
お
よ
び
計
画
の
時
宜
を
得
た
暴
露
に
よ
り
犯
罪
の
実
行
を
阻
止
す
る
者

は
、
恩
赦
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
て
い
た
(
訳
文
は
、

足
立
昌
勝
「
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
第
三
章
第
二

O
章
(
刑
法
)
試

訳
付
」
静
岡
大
学
法
経
短
期
大
学
部
法
経
論
集
五
一
号
(
昭
和
五
八
年
)

一
一
一
頁
に
よ
る
)
O

〈
弘
・
〉
}
百
四
5
2ロ
巾
凹
戸
田
口
。

s
n
Z
B『品目巾

MVSロ・

白色凹
nvnコ
ω宮
田
窓
口
'
円
ロ
〈
角
窓
口
acHM問
呂
町
沖
岳
山
口
問
『
問
臥
ロ
N
町
ロ
〈

q'

o
Eロ
ロ
ロ
岡

2
・

F
巾
E
C
m同
・
〈
・
〉
・
]
冨
白
ロ
コ
roHV同町・

2--

切む・

巾口同町田

-Zヨ
品
寸
a
-
H
H
目
J

門戸片・

5
一-
M
0
.
5
u∞
・
な
お

ω白
己
巾
〆
白
・
同
・

0.

ω
a
a
も
中
止
未
遂
と
恩
赦
の
規
定
を
パ
ラ
レ
ル
に
扱
っ
て
い
る
。

(
3
)

喝
さ
-
回
。
円
宵
巾
-
S
E
P
堤
富
ロ
一
互
角
山
時
河
口
円
宮
門
戸
2
8
5
〈
28

宮内廿同『巾目当日]】山
m
v
Z』
者
忌
印
印
噂

ω
e
H
h
H
吋町内

(
4
)

切
o
n
F
内
包
百
世
口
P

E
・出・

0
ω
。
E
N
C
・

(
5
)

』巾一山口町内川口}♂同
a

白・。・

ω-KF一広・

(
6
)

』
口
円
問
時
ロ
切
阻
ロ
ヨ
白
コ
口
、

ω門司田町『巾円
Z-
〉
-r叫盟国内
W
E
m
H
斗
包

-w

5
2月
Z-zz
〉
え
-3ω
・

8
0
1日
ωH

(
7
)

窓
口
廿
同
門
広
∞
ロ
回
円
『
f
F
a
u民
間
巾
司
穴
O
B
E叩ロ
S
F
申・〈
α--一
間
口
巾
己

σ巾回
H

・σ色
丹
時
同
巾
〉
ロ
2
・
「
回
円
H
・]{申吋
h
T
ω

凶叶
t
N
∞e

(
8
)

国営・司
0
0
2
0・
M

り
巾
冨
岡
市
田
n
v
-
担
問
品
口
四
円
〈
母
凹
己
門
司
戸
戸
ロ
品
河
口
n
r
同
門
戸
戸

。
〉
呂
田
叶
.
ω
.
5
c
.

(
9
)
H
N
O
H
-
P
C
ヴ
巾
司
岳
山
口
河
口
n
r
H
江
口
〈
O
B
Z
ロ
σ町
内
『
丘
町
片
品
ロ
ぐ
巾
『
的
己
円
『
yω

N叶HIN斗一山一

ω門町
αロ
}
内
中
∞
円
宮
吋
口
弘
巾
H

a

(

何
印

2
・)噌同

-
p
c・m-UNE・

(
叩
)
同
一
u
巾
与
向
丘

ω円
F
E
E
F
M山
口
出
巾
♂
∞
可
白
骨
巾
円
宮
・
と
釘
品
HHH包コ巾「

4
a
f
ω
片包島町内川口
σ口口一FHU∞
M-ω
・ω日明・

(
H
)

こ
の
よ
う
な
見
解
の
萌
芽
は
、
既
に
ツ
ア
ハ
リ
ェ
・
シ
ュ
ワ
ル
ツ
ェ
・

コ
!
ラ
ー
ら
の
所
説
に
あ
ら
わ
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
第
一
章
第
二
節

注

(
3
)
(
5
)
(
M
)
参
照
。

(
ロ
)
ロ
の
国

ω庁
少
お
片
岡
・
こ
の
判
決
に
お
い
て
は
、
被
告
人
が
強
姦
罪
の

実
行
行
為
を
中
止
し
た
理
由
が
、
被
害
者
が
被
告
人
の
知
人
で
あ
る
こ
と

に
途
中
で
気
づ
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
中
止
の
任
意
性

が
争
点
と
な
っ
た
。
連
邦
裁
判
所
は
、
被
告
人
が
知
人
を
強
姦
す
る
と
い

う
こ
と
に
お
い
て
自
ら
を
恥
じ
て
止
め
た
の
で
あ
れ
ば
任
意
で
あ
る
が
、

そ
れ
以
後
の
行
為
を
行
え
ば
告
発
さ
れ
処
罰
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
止
め

た
の
な
ら
ば
不
任
意
で
あ
る
と
判
示
し

F
の
ぐ
巾
丘

g
に
差
し
戻
し
た
。
な

お
、
-
本
判
決
の
紹
介
と
し
て
清
水
一
成
「
中
止
未
遂
に
お
け
る
任
意
性
、

C均
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中止未遂における必要的減免について

動
機
づ
け
ら
れ
得
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル

バ
ッ
ハ
的
な
一
般
予
防
の
構
想
と
の
親
近
性
が
明
ら
か
で
あ
れ
U
o

こ
の
よ
う
に
、
社
会
科
学
に
と
っ
て
刑
事
政
策
説
は
、
犯
罪
者
に
対

す
る
刑
法
規
範
の
効
果
を
考
慮
す
る
と
い
う
経
験
的
な
構
想
を
基
礎
に

し
て
い
る
と
い
う
点
で
意
義
を
有
す
る
と
さ
れ
る
。
同
時
に
こ
の
説
に

は
、
規
範
の
事
実
的
効
果
を
問
題
と
す
る
正
当
化
基
準
(
F
招
在
ヨ
巳

2
5・

官
R
R
Z
S
)
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
右
に
述
べ

た
二
つ
の
経
験
的
実
現
条
件
の
一
.
方
が
非
現
実
的
だ
と
い
う
こ
と
が
判

明
し
た
な
ら
ば
、
中
止
未
遂
規
定
は
そ
の
説
明
か
ら
は
無
意
味
な
も
の

と
な
り
、
不
処
罰
も
正
当
で
は
な
く
な
る
か
ら
、
刑
事
政
策
説
は
か
降

(4) 

伏
。
し
(
色
巾
旦
出
向
唱
団
同
月
一

n
Zコ
)
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

二
褒
賞
説
は
、
中
止
未
遂
の
不
処
罰
に
つ
い
て
中
止
行
為
者
が
彼

の
行
為
の
「
法
を
動
揺
さ
せ
る
よ
う
な
印
象
」
を
再
び
取
り
除
い
た
と

(5) 

い
う
こ
と
に
よ
る
根
拠
づ
け
を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
社
会
科
学
的

に
見
れ
ば
、
逸
脱
行
為
(
出
σ垣
内
庁
宮
口
色
町
田
ぐ
巾
門
町
田
一
芯
ロ
)
の
定
義
の
側

面
と
の
関
連
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
逸
脱
行
為
と
犯
罪
化

(
同
コ
ヨ
吉
田

-E巾
E
ロ
ぬ
)
の
定
義
が
絶
対
的
な
も
の
で
な
く
、
そ
れ
自
体

社
会
的
に
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
解
す
る
な
ら
ば

l
lハ
ツ
セ
マ
ー

は
、
ど
の
よ
う
な
行
為
が
社
会
に
お
い
て
犯
罪
化
さ
れ
る
の
か
と
い
う

点
に
関
す
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
、
社
会
学
的
観
点
か
ら
は
、
行
為

の
出
現
す
る
頻
度
(
出
昔
話
州
昨
弘
子
侵
害
さ
れ
る
財
の
必
要
度
(
∞
旦
質
問
印
a

E
Zロ
印
一
円
以
門
)
及
び
行
為
の
社
会
に
対
す
る
脅
威
(
∞

a
g
gロ
ぬ
)
を
挙

げ
て
い
る

l
l、
褒
賞
説
は
、
犯
罪
化
か
ら
の
後
退
を
条
件
づ
け
る
要

因
を
、
未
遂
行
為
者
が
行
う
「
後
戻
り
」
の
中
に
現
実
化
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
未
遂
行
為
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
社
会
的

葛
藤

B
O
N
E
r
cロ
E
rご
っ
法
の
動
揺
乙
は
、
規
範
的
に
対
抗
す
る

中
止
行
為
に
よ
り
、
定
型
化
さ
れ
た
刑
法
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
介

入
が
必
要
で
な
い
程
度
に
ま
で
解
消
さ
れ
る
の
で
あ
〈
記
。

三
刑
罰
目
的
説
は
、
任
意
の
中
止
行
為
に
対
し
て
逸
脱
葛
藤
を
否

定
す
る
の
で
は
な
く
て
、
紛
争
処
理
(
同

C
D
E
r
z
q
R
σ
巳
宮
口
問
)
と
し

て
の
刑
法
と
い
う
手
段
の
有
用
性
に
疑
問
を
持
ち
、
こ
れ
を
否
定
し
て

い
る
。
従
っ
て
こ
の
説
は
、
逸
脱
行
為
と
そ
の
社
会
的
定
義
に
対
す
る

刑
事
政
策
的
な
戦
略
(
同
ユ
ヨ

-ESo--ZRZ
回
目
円
高
ぽ
)
の
側
面
を

示
し
て
い
る
。
そ
の
限
り
で
、
こ
の
説
は
予
防
刑
論
の
経
験
的
に
構
想

さ
れ
た
処
理
戦
略
と
(
他
方
、
応
報
理
論
の
規
範
的
な
基
礎
づ
け
と
も
)

関
係
を
も
っ
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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(
1
)

刑
法
全
般
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
者
5
同コ

a
z
gぉ
5
2・

吋

Z
oユ
巾
己
ロ
仏
∞
C
N
一GEm-m
仏
g
〈巾円
σ「巾口町巾ロ印
e

〉ロ

g
R巾
N
E

巾宮町『

℃

S
H
2
2
-
g
c
m
w
Eロ河内円
z
m
m
z
E
S
5・
5
a
(紹
介
と
し
て
、
山
中
敬

一
1
元
家
範
文

1
立
石
雅
彦
「
ヴ
ィ
ン
フ
リ
1

ト
・
ハ
ツ
セ
マ
l

「
犯
罪



∞
由
ヱ
(
C
N
N
・
申
)
由
同
潟
村

politik， S. 162. 
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nalpolitik， S. 162. 

百三i時短縦揺Q肱!Ii!'tさ

~ベ Q12';);r;;w誕梢'1'(い'#癌~W ニド ti' 社宅ミミ困Qモi--!:1-l耗

矧 ~W1三時宗国民霊祭主RQ r緊星雲J -)(<l~膝Jい二 v)) 心~-\眠時。

トJ足制下JQ12'和平J~心ゐ!J;きわど吋小~' #1墜さ'き長争終Q

r~l瞭主主首長経J~幡1#宕~当事長捻Jい二 Vて収).;>)Q J..J術吋ト0 0

3ぎわい，r~lまJ J..J.....)い fJQ穏やート4司令' 今昔-6+.!.'~似Jいニv

足袋匝V~己長時 Q~苦心~AJQ吋小泣いて初会， ~~}LQ 12';);r;; Q 王子

'~J..J~t{!。国土ムヤト Q r~星雲」朴穏Q 12';招人J4rr キ)¥;Jw:;二品Jlと

小トJJ..J~1眠時。

担E同窓

1 阪細漏ti' ::C・トャヰ~-.;>)煙車いの思v' ~\4マ γ 吋ミミ

てト~ Q~~益~恒咲いの心-w:;主トJ 二時。いおや今f"健司細濡ti'

~t時桜継総ムJ[[ 1 Q欄盤以制(ì Q~4Q的。百三1部主主縦揺Q+件以

Q霞i$需.lJ記4!1~仲J ~EJ ~困4くf小規4村雇通事 1 I~(拠 I!O\r' (~足同

l社)1111111低五}L'111く唱。川ulP(思~同! J廿) 1 早川 1砥~ドー。);

ders.， Strafrechtsdogmatik und Kriminalpolitik， 1974; ders.， 

Einfuhrung in die Grundlagen des Strafrechts. 1981.嬰令

.lJ..Jν'ヰ仁田民「立ち干入「¥="ーム・〈ト与JI"-榊『百E土足戸<l[:j
封~tl小忘号式同 4く唱(il !ITや (E55E同平社) 1 1 1ヨ 1砥~ト。)

(N) Hassemer， Die FreiwilIigkeit beim Rucktritt vom 
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nalpolitik， S. 162. 
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の
中
心
は
、
犯
罪
の
実
害
防
止
と
い
う
一
般
予
防
の
た
め
の
「
黄
金
の

橋
」
を
説
く
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
褒
賞
説
が
、
こ
の
「
黄

金
の
橋
」
を
「
褒
賞
」
と
捉
え
直
し
た
こ
と
の
意
味
は
何
だ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。

中止未遂におげる必要的減免について

H
・
マ
イ
ヤ

1
は
「
す
で
に
ア
オ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
っ
て
代
表
さ

れ
る
褒
賞
説
は
、
正
当
性
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
た
だ
褒
賞
的
応
報
の

思
想
に
よ
っ
て
の
み
正
当
化
さ
れ
得
る
。
確
か
に
、
行
為
者
に
後
戻
り

の
た
め
の
黄
金
の
橋
を
架
す
る
こ
と
は
合
目
的
的
で
あ
る
。
し
か
し
そ

れ
は
、
刑
事
政
策
的
な
観
点
か
ら
の
適
用
を
説
明
す
る
た
め
に
さ
え
十

分
な
も
の
で
は
な
い
。
褒
賞
的
応
報
は
、
行
為
者
自
身
が
何
か
功
労
的

な
行
い
を
し
た
場
合
に
の
み
生
ず
る
の
で
札
お
」
と
主
張
し
た
。
す
な

わ
ち
、
刑
事
政
策
説
の
み
に
依
拠
す
る
の
な
ら
ば
、
行
為
者
が
1

1
動

機
は
ど
う
で
あ
れ
l
l
lと
も
か
く
「
止
め
た
」
こ
と
に
よ
っ
て
中
止
未

遂
を
認
め
る
こ
と
に
1

1
実
害
は
防
止
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
ー
ー
な

り
か
ね
な
い
。
し
か
し
褒
賞
説
は
、
同
じ
く
「
止
め
た
」
場
合
で
あ
っ

て
も
、
そ
れ
が
「
褒
賞
的
応
報
」
に
値
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
中
止
未

遂
は
成
立
し
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
先
に
見
た
ハ
ツ
セ
マ
!
の
分
析

に
も
あ
る
よ
う
に
、
褒
賞
説
は
「
犯
罪
化
か
ら
の
後
退
を
条
件
づ
け
る

史
郎
」
を
行
為
者
に
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
何
が
「
袈
賞
的
応

報
」
に
値
す
る
「
止
め
方
」
で
あ
る
の
か
は
、
個
々
具
体
的
に
検
討
さ

れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
刑
事
政
策
説
と
同
一
の
基
盤
に
立

ち
つ
つ
、
こ
れ
に
一
定
の
「
枠
付
け
」
を
な
し
た
褒
賞
説
の
意
義
は
十

分
に
評
価
で
き
よ
う
。
「
黄
金
の
橋
」
を
「
褒
賞
」
と
捉
え
直
し
た
こ
と

の
意
味
も
こ
こ
に
あ
づ
た
の
で
あ
る
。

二
「
褒
賞
的
応
報
」
と
い
う
言
葉
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
中
止

未
遂
に
お
け
る
処
罰
の
寛
大
化
と
い
う
「
褒
賞
」
は
、
応
報
思
想
か
ら

導
か
れ
る
。
応
報
刑
論
に
お
け
る
「
応
報
」
を
「
善
行
に
対
し
て
は
善

の
報
い
を
与
え
る
べ
き
で
あ
」
り
「
悪
行
に
対
し
て
は
悪
の
報
い
を
与

え
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
民
肥
」
と
捉
え
れ
ば
、
刑
法
は
、
法
益
維
持

行
為
を
な
し
た
者
に
対
し
て
は
「
褒
賞
」
を
与
え
る
も
の
と
解
さ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
「
刑
法
は
犯
罪
者
に
『
褒
賞
』
を
与
え
る
た
め

に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
)
」
と
い
う
批
判
は
不
適
切
で
あ
る
し
、
か
よ

う
な
「
褒
賞
」
は
行
為
者
が
自
発
的
に
法
益
維
持
行
為
を
な
し
た
と
き

|
|
イ
ェ
シ
エ
ツ
ク
の
言
葉
で
言
え
ば
「
法
に
動
揺
を
与
え
る
よ
う
な

印
象
」
を
除
去
す
る
と
い
う
功
労
的
行
為
を
な
し
た
と
き

l
lに
与
え

ら
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
何
故
褒
賞
が
与
え
ら
れ
る
の
か
を
説

明
し
て
い
な
い
」
と
い
う
批
判
も
あ
た
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

三
刑
罰
目
的
説
は

ω未
遂
を
根
拠
づ
け
た
犯
罪
者
意
思
(
な
い
し

犯
罪
者
の
危
険
性
)
が
中
止
行
為
に
よ
っ
て
微
弱
化
し
た
こ
と
が
示
さ

れ
る
と
い
う
点
(
本
来
の
「
徴
表
説
」
)
及
び

ω一
般
予
防
・
特
別
予
防
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の
観
点
か
ら
処
罰
が
不
要
と
な
る
と
い
う
点
に
よ
っ
て
理
論
構
成
さ
れ

て
い
る
。

資

第
一
の
点
か
ら
検
討
し
よ
う
。
未
遂
犯
の
処
罰
根
拠
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
を
行
為
者
の
犯
罪
的
意
思
に
求
め
る
主
観
的
未
遂
論
と
、
法
益
侵

(7) 

害
の
危
険
性
に
求
め
る
客
観
的
未
遂
論
と
が
対
立
し
て
い
る
が
、
主
観

的
未
遂
論
が
優
位
を
占
め
る
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
犯
罪
者
の
意
思
に

着
目
し
て
中
止
未
遂
の
不
処
罰
を
根
拠
づ
け
る
「
刑
罰
百
的
説
」
が
主

張
さ
れ
た
の
は
象
徴
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
既
に
述
べ
た
批
判
?
仙
l
l
l
こ
れ
ら
は
主
と
し
て
刑
罰

目
的
説
の
第
一
の
点
に
向
け
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

l
lに
対
し
て
、

本
説
は
的
確
に
答
え
て
い
く
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
本

説
か
ら
は
、
未
遂
に
お
い
て
示
さ
れ
た
行
為
者
の
犯
罪
意
思
(
な
い
し

危
険
性
)
が
、
ど
の
よ
う
な
論
理
構
造
に
よ
っ
て
、
事
後
的
に
微
弱
化

し
た
こ
と
が
判
明
す
る
と
言
え
る
の
か
が
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い

の
で
あ
る
。
確
か
に
行
為
者
は
、
中
止
行
為
に
よ
っ
て
「
合
法
性
に
立

ち
帰
っ
た
」
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
か
つ
て
未
遂
に
お
い
て
示
さ
れ

た
犯
罪
意
思
(
な
い
し
危
険
性
)
は
既
存
の
事
実
と
し
て
不
変
の
は
ず

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
何
故
、
中
止
行
為
の
介
在
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の

事
実
に
変
化
が
生
ず
る
の
か
、
本
説
は
解
答
を
与
え
て
い
な
い
。

本
説
が
、
中
止
未
遂
の
不
処
罰
「
根
拠
」
と
未
遂
犯
の
処
罰
根
拠
の

問
題
を
関
連
づ
け
た
点
は
確
か
に
評
価
し
得
る
。
し
か
し
、
右
の
点
を

論
証
し
な
い
限
り
、
本
説
第
一
点
を
「
根
拠
」
と
し
て
採
用
す
る
こ
と

に
は
疑
問
が
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

四
こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
の
点
、
す
な
わ
ち
一
般
予
防
・
特
別
予

防
の
観
点
か
ら
処
罰
が
必
要
と
さ
れ
な
い
と
し
た
点
は
、
ハ
ツ
セ
マ

l

(
叩
)

も
指
摘
す
る
よ
う
に
予
防
刑
論
を
基
礎
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
従
来
の

刑
事
政
策
説
・
褒
賞
説
に
対
し
て
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
解
さ

れ
る
。
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勿
論
、
既
に
見
た
よ
う
に
、
一
般
予
防
的
な
観
点
は
刑
事
政
策
説
・

褒
賞
説
に
も
内
在
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
こ
で
展
開
さ
れ
た
一
般
予

防
主
義
は
、
ア
オ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
由
来
す
る
、
威
嚇
を
内
容
と
す
る

一
般
予
防
、
す
な
わ
ち
「
刑
罰
を
予
告
す
る
こ
と
に
よ
り
一
般
人
に
対

し
威
嚇
を
加
え
犯
罪
を
未
然
に
阻
止
し
よ
う
と
す
る

L
粧
」
で
あ
っ
た
。

こ
こ
か
ら
、
実
行
に
着
手
し
た
者
に
対
し
て
は
逆
に
、
処
罰
の
寛
大
化

と
い
う
「
褒
賞
」
を
予
告
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
犯
罪
を
中
止
さ
せ
、
実

害
発
生
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
刑
事
政
策
説
・
褒
賞
説
の
主
張
内
容
が

導
き
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
一
般
予
防
の
内
容
を
「
威
嚇
」
と
捉
え
る
こ
と
に
対
し
て

は
、
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
疑
問
が
提
示
さ
れ
て
い
(
却
。
威
嚇
を
内
容

と
す
る
一
般
予
防
は
、
犯
罪
者
を
国
民
に
対
す
る
威
嚇
の
た
め
の
手
段



中止未遂における必要的減免について

と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
科
刑
を
制
約
す
る
原
理
を
内
在
さ
せ
ず
、
行

刑
を
も
不
毛
な
も
の
に
す
る
。
従
っ
て
、
一
般
予
防
の
内
容
は
、
社
会

統
制
の
一
部
と
し
て
社
会
の
存
続
に
必
要
な
規
範
を
国
民
に
主
張
し

寄
与
白
ロ
玄

g)
保
障
す
る
(
凹

W
Z『
ロ
)
こ
と
に
求
め
る
べ
き
だ
と
い

う
の
で
あ
る
。
我
が
国
に
お
い
て
も
「
現
在
で
は
、
刑
罰
の
一
般
予
防

効
果
は
、
刑
罰
に
よ
る
威
嚇
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
刑
罰
に
よ
る
一
般
人

の
規
範
意
識
(
規
範
を
ま
も
ら
な
け
れ
ば
な
り
な
い
と
い
う
意
識
)
の

確
認
・
強
化
を
通
じ
て
あ
ら
わ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
」
と
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
な
ら
ば
、
一
般
人
に
対
し
て
、
ど
の

よ
う
な
行
為
に
出
る
こ
と
が
法
規
範
に
反
す
る
の
か
、
と
い
う
点
を
知

ら
せ
る
こ
と
が
一
般
予
防
の
内
容
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
中
止
未
遂
に
関
す
る
刑
罰
目
的
説
が
主
張
す
る
一
般
予
防

的
観
点
も
、
こ
の
よ
う
な
意
識
に
基
づ
い
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
ロ
ク

シ
ン
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
行
為
者
が
自
己
の
意
思
で
中
止
行
為
を

行
っ
た
場
合
に
は
「
結
果
が
発
生
し
て
お
ら
ず
、
行
為
者
は
決
定
的
な

時
点
で
、
自
ら
が
法
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
悪
例

を
与
え
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
か
ら
、
「
法
規
範
に
反
す
る
場
合
」
と
し

て
一
般
人
に
確
証
す
る
必
要
が
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

確
か
に
、
右
の
よ
う
な
一
般
予
防
の
観
点
は
、
従
来
の
刑
事
政
策
説

や
褒
賞
説
に
内
在
し
て
い
た
一
般
予
防
の
観
点
に
は
欠
如
し
て
い
た
と

言
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
従
来
の
刑
事
政
策
説
・
褒
賞
説
が
「
一
般

予
防
」
を
主
張
し
な
が
ら
も
、
そ
の
予
防
の
対
象
者
を
実
質
的
に
は
「
一

般
人
」
で
は
な
く
「
犯
罪
の
実
行
に
着
手
し
た
者
」
と
し
た
点
に
帰
国

す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
通
常
の
刑
法
規
範
に
お
け
る

「
一
般
予
防
」
の
対
象
者
は
(
犯
罪
の
実
行
に
着
手
す
る
前
の
)
一
般

人
で
あ
る
の
に
対
し
、
中
止
未
遂
規
定
に
お
い
て
は

l
lま
さ
に
犯
罪

の
発
生
を
防
止
で
き
る
の
は
行
為
に
出
た
本
人
し
か
い
な
い
の
で
あ
る

か
ら
l
l
l
「
一
般
予
防
」
の
対
象
者
が
「
未
遂
犯
罪
者
」
と
な
っ
た
の

は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
中
止
未
遂
の
場
合
に
限

っ
て
「
一
般
予
防
」
本
来
の
対
象
者
た
る
ご
般
人
」
に
対
す
る
考
慮

を
払
わ
な
く
て
よ
い
と
い
う
理
由
は
な
い
。

そ
し
て
一
方
で
、
刑
罰
目
的
説
が
主
張
す
る
よ
う
な
「
未
遂
犯
罪
者
」

に
対
す
る
考
慮
た
る
べ
き
特
別
予
防
的
考
慮
を
、
従
来
の
刑
事
政
策
説
・

褒
賞
説
が
殆
ん
ど
払
つ
て
こ
な
か
っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
と
言

L
日。

一
般
予
防
か
ら
威
嚇
的
要
素
を
排
除
す
べ
き
だ
と
す
る
立
場
か
ら
は
、

特
別
予
防
に
お
い
て
も
、
犯
罪
者
に
対
す
る
規
範
意
識
の
確
認
・
強
化

を
そ
の
中
心
的
内
容
と
し
て
構
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
自
ら
が
法

に
忠
実
で
あ
る
こ
と
を
示
」
し
「
合
法
性
に
立
ち
帰
っ
た
」
中
止
行
為

者
に
は
、
か
よ
う
な
規
範
意
識
の
確
認
・
強
化
は
不
必
要
と
な
る
。
中

止
未
遂
に
お
い
て
は
、
一
般
予
防
的
考
慮
と
同
時
に
こ
う
し
た
特
別
予
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防
的
考
慮
に
も
注
意
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
一
般
予
防
主
義
も
特
別

予
防
主
義
も
、
そ
れ
ぞ
れ
を
一
面
的
に
強
調
調
す
る
だ
け
で
は
、
刑
罰

の
意
味
を
正
当
に
は
把
握
し
え
な
い
」
の
な
ら
ば
、
か
よ
う
な
一
面
的

な
強
調
は
、
中
止
未
遂
に
お
け
る
処
罰
の
寛
大
化
の
根
拠
を
も
正
当
に

把
握
で
き
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

か
く
て
、
刑
罰
目
的
説
が
、
一
般
予
防
・
特
別
予
防
の
観
点
か
ら
中

止
未
遂
を
「
根
拠
」
づ
け
て
い
っ
た
点
は
、
従
来
の
刑
事
政
策
説
・
褒

賞
説
に
対
す
る
「
修
正
原
理
」
と
し
て
採
用
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
が
中
止
未
遂
の
「
結
果
」
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
札
叩
は
、

右
の
よ
う
な
刑
罰
目
的
説
の
意
義
を
無
視
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

五
以
上
の
検
討
か
ら
、
本
稿
は
、
中
止
未
遂
が
障
擬
未
遂
に
比
し

て
必
要
的
減
免
と
い
う
寛
大
な
取
扱
い
を
受
け
る
「
根
拠
」
に
つ
き
、

次
の
よ
う
な
考
慮
に
基
づ
く
も
の
と
解
す
る
。

山
未
遂
犯
罪
者
に
対
す
る
一
般
予
防
的
考
慮
こ
の
考
慮
か
ら
は
、

一
旦
犯
罪
の
実
行
に
着
手
し
た
者
に
対
し
て
、
自
発
的
に
犯
罪
の
実
害

発
生
を
阻
止
さ
せ
る
た
め
の
「
褒
賞
」
と
し
て
処
罰
の
寛
大
化
が
要
求

さ
れ
る
。
寛
大
化
は
刑
法
規
範
か
ら
の
「
褒
賞
」
で
あ
る
た
め
、
中
止

行
為
も
そ
れ
に
値
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ω未
遂
犯
罪
者
に
対
す
る
特
別
予
防
的
考
慮
こ
の
考
慮
か
ら
は
、

犯
罪
の
実
行
に
着
手
し
た
が
自
発
的
に
犯
罪
の
実
害
発
生
を
阻
止
し
た

資

者
に
対
し
、
不
必
要
な
規
範
意
識
の
確
認
・
強
化
を
行
わ
な
い
よ
う
に

す
る
た
め
に
処
罰
の
寛
大
化
が
要
求
さ
れ
る
。

ω未
遂
犯
罪
者
以
外
の
一
般
人
に
対
す
る
一
般
予
防
的
考
慮
こ
の

考
慮
か
ら
は
、
犯
罪
の
実
行
に
着
手
し
て
も
自
発
的
に
実
害
発
生
に
阻

止
し
た
場
合
を
悪
例
と
し
て
示
す
と
い
う
不
必
要
な
規
範
意
識
の
確
認
・

強
化
を
行
わ
な
い
た
め
と
同
時
に
、
法
規
範
の
内
容
を
一
般
人
に
知
ら

せ
る
た
め
に
、
処
罰
の
寛
大
化
が
要
求
さ
れ
る
。
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5
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司
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(
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)

出
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呂
田
3
F
回
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ω
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S
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(
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)

白血出田市口

dq一頃口一巾
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y
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門
ユ
ロ
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ョ

ぐ
m
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印
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(
4
)

荘
子
・
前
掲
書
百
五
五
頁
。

(
5
)

本
章
第
四
節
1
注
(
叩
)
参
照
。
〈
間
一
目
白

-mgvaヨ
巾
戸
白
目
白
。
・

ω

吋∞・
(
6
)

本
章
第
四
節
l
注
(
9
)
参
照
ο

(
7
)

大
沼
邦
弘
「
未
遂
犯
の
実
質
的
処
罰
根
拠
」
上
智
法
学
論
集
一
八
巻

一
号
(
昭
和
四
九
年
)
六
三
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
内
田
・
前
掲
書
二
五

四
頁
注
(
2
)
参
照
。

(
8
)

本
章
四
節
1
の
二
参
照
。
但
し
、
同
に
関
し
て
は
、
次
に
述
べ
る
刑

罰
目
的
説
の
第
二
点
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
|
|
一
般
予
防
的
考
慮

か
ら
は
結
果
が
防
止
さ
れ
た
と
き
に
の
み
不
処
罰
と
す
る
の
が
望
ま
し
い

同
坦
印
一
戸



中止未遂における必要的減免について

と
解
さ
れ
る
か
ら
ー
ー
そ
の
指
摘
す
る
難
点
が
緩
和
さ
れ
よ
う
。
〈
問
]
回

目
山
。
同
一
口
・

Cσ
司
『
色
白
ロ
閉
山
田
口
同
会
ユ
ヌ
〈
。
ヨ
ロ
ロ

σ巾
巾
ロ
仏
呉
市
ロ
〈
巾
「
田
口
円

}fω-

N
吋
N

・
批
判
帥
に
つ
い
て
は
次
の
四
に
お
い
て
述
べ
る
。

(9)
問
。

H-pdσ
巾
吋
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巾
ロ
何
回

n
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〉
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(M)

内
藤
謙
・
刑
法
講
義
総
論

ω(昭
和
五
八
年
)
一
二
三
頁
。

(
K
M
)

見
。

H-p
口
『
而
叫
仏
巾
コ
河
口
円
}
内
門
江
口
〈
。
ヨ
ロ
コ

σ巾
m山
口
門
四
百
円
巾
ロ
ぐ
角
的

c
n
y・
ω・

N
吋

C
目

(
日
叩
)
も
っ
と
も
、
か
つ
て
の
我
が
国
に
お
け
る
刑
事
政
策
説
の
中
に
、
特

別
予
防
的
考
慮
に
重
点
を
置
く
見
解
が
存
在
し
た
(
第
一
章
第
一
節
2
の

一
注
(
2
)
参
昭
明
斗
が
、
ぞ
れ
が
「
行
為
者
の
危
険
性
」
の
軽
微
化
・
消
滅

と
い
う
理
由
づ
け
を
行
っ
て
い
た
限
り
に
お
い
て
、
既
述
の
刑
罰
目
的
説

の
第
一
点
に
対
す
る
の
と
同
様
の
批
判
が
妥
当
し
よ
う
。

ロ
σ巾
司
会
山
口
河
口
円
}
広
三
芹
〈
C
ヨ
ロ
ロ
ぴ
巾
角
川
口
内
同
市
丹
市
ロ
〈
巾
吋
回
口
円
『
f

(
口
)
河
。
阿
古
.

ω・
N
吋()・

(
刊
日
)
内
田
・
前
掲
書
四
一
頁
。

(
円
)
本
章
第
四
節
注
(
お
)
参
照
。

第
三
章

必
要
的
減
免
の
体
系
的
位
置
づ
け

前
章
で
中
止
未
遂
に
お
け
る
必
要
的
減
免
の
「
根
拠
」
に
つ
い
て
考

察
し
た
の
に
引
き
続
い
て
、
本
章
で
は
、
そ
の
必
要
的
減
免
を
、
犯
罪

論
体
系
上
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
た
ら
よ
い
か
と
い
う
点
に
つ
い
て

考
え
る
。
そ
の
た
め
に
、
ま
ず
従
来
我
が
国
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て
き

た
違
法
減
少
説
・
責
任
減
少
説
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

違
法
減
少
説
・
責
任
減
少
説
の
検
討

1

「
減
少
」
説
へ
の
疑
問

第
一
節

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
我
が
国
に
お
け
る
法
律
説
、
及

び
併
合
説
は
、
犯
罪
の
実
行
に
着
手
し
た
者
が
、
「
自
己
ノ
意
思
ニ
因
リ

之
ヲ
止
メ
タ
」
場
合
に
は
、
事
後
的
に
、
違
法
性
或
い
は
責
任
(
場
合

に
よ
っ
て
は
そ
の
両
者
)
が
「
減
少
」
す
る
と
し
、
そ
こ
に
障
擬
未
遂

の
違
法
性
・
有
責
性
と
の
差
異
を
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の

北法36(4・225)1463



軍司

論
理
構
造
に
つ
い
て
は
l
l
l
論
者
に
よ
っ
て
異
な
る
点
は
あ
る
も
の
の

l
l
l
、
お
よ
そ
「
自
己
ノ
意
思
ニ
因
」
る
と
い
う
主
観
的
要
素
が
違
法

性
の
評
価
に
影
響
を
及
ぽ
す
と
さ
れ
た
り
、
反
規
範
的
意
識
の
事
後
的

な
変
化
が
行
為
者
に
対
す
る
非
難
可
能
性
を
減
少
さ
せ
、
責
任
が
減
少

す
る
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
説
明
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
見
解

の
聞
に
生
ず
る
対
立
・
批
判
は
、
結
局
は
各
々
の
論
者
が
ど
の
よ
う
な

違
法
論
・
責
任
論
を
と
る
か
1

1
主
観
的
違
法
要
素
を
認
め
る
か
否
か
、

規
範
的
責
任
論
を
重
視
す
る
か
ど
う
か
な
ど

l
lに
帰
着
す
る
も
の
と

一
言
え
よ
う
。

資

本
稿
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
違
法
減
少
或
い
は
責
任
減
少

説
(
若
し
く
は
違
法
・
責
任
の
両
者
が
減
少
す
る
と
解
す
る
説
)
が
中

止
未
遂
規
定
に
お
け
る
必
要
的
減
免
の
「
体
系
的
位
置
づ
け
」
を
表
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
見
解
に
は
次
の
よ
う
な
共

通
の
疑
問
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
も
そ
も
違
法
性
や
責
任
の
「
減
少
」

と
い
う
考
え
方
じ
た
い
が
適
切
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

既
述
の
如
く
、
初
期
の
法
律
説
は
過
去
の
事
実
の
事
後
的
な
「
消
滅
」

を
主
張
し
て
失
敗
し
た
。
そ
の
後
へ

l
グ
ラ
1

や
ケ
ム
ジ
1

ス
が
、
事

実
は
不
変
で
あ
る
が
そ
れ
に
対
す
る
評
価
(
価
値
判
断
)
は
可
変
的
で

あ
る
と
し
、
違
法
性
や
有
責
性
の
事
後
的
な
「
消
滅
」
を
説
い
た
の
は
、

初
期
の
法
律
説
の
誤
り
を
修
正
し
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
正
鵠
を
得

た
も
の
で
あ
っ
た
と
き
?
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
我
が
国
の
違
法
・
責

任
「
減
少
」
説
に
も
当
て
依
ま
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
違
法
論
・
責
任
論
に
つ
い
て
如
何
な
る
立
場
を
と
る
に
せ

よ
、
一
旦
実
行
に
着
手
し
た
行
為
者
に
対
す
る
違
法
・
有
責
と
い
う
評

価
が
事
後
的
に
「
減
少
」
す
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
犯
罪
の
時
間

:lti去36(4・226)1464

的
な
発
展
段
階
に
お
い
て
、
実
行
の
着
手
↓
実
行
行
為
(
「
実
行
未
遂
」

の
場
合
に
は
こ
れ
が
「
終
了
」
す
る
)
↓
中
止
行
為
(
「
着
手
未
遂
」
の

場
合
は
不
作
為
、
「
実
行
未
遂
」
の
場
合
は
作
為
に
よ
る
こ
と
に
な
る
↓

結
果
の
不
発
生
、
と
い
う
図
式
を
考
え
て
み
る
と
、
「
可
罰
的
未
遂
」
の

評
価
の
対
象
と
な
る
の
は
、
「
実
行
の
着
手
」
か
ら
「
中
止
行
為
」
が
な

さ
れ
る
前
ま
で
の
段
階
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
「
可

罰
的
未
遂
」
と
し
て
の
違
法
性
・
有
責
性
の
評
価
は
確
定
し
て
い
る
は

ず
で
あ
り
、
そ
れ
は
事
後
の
中
止
行
為
に
よ
っ
て
も
不
変
な
の
で
は
な

い
か
。
「
違
法
・
責
任
は
実
行
行
為
又
は
そ
れ
を
し
た
こ
と
に
対
す
る
評

価
で
あ
る
か
ら
、
す
で
に
な
さ
れ
た
行
為
の
違
法
性
又
は
責
任
そ
の
も

の
が
事
後
に
減
少
す
る
と
考
え
る
こ
と
は
困
難
で
」
あ
る
と
す
る
批
判

が
な
さ
れ
る
の
も
当
然
の
こ
と
と
言
え
よ
う
。

二
こ
う
し
た
批
判
は
、
特
に
違
法
減
少
説
の
論
理
構
造
に
対
し
て

(3) 

主
張
さ
れ
て
い
た
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
違
法
減
少
説
は
、
主
と
し

て
、
未
遂
犯
の
故
意
を
主
観
的
違
法
要
素
と
し
、
中
止
未
遂
に
お
い
て



は一

E
生
じ
た
違
法
性
が
「
自
己
ノ
意
思
ニ
因
」
る
中
止
と
い
う
主
観

中止未遂における必要的減免について

的
要
素
に
よ
っ
て
減
少
す
る
と
い
う
説
明
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
考
え
方
に
対
し
て
は
、
既
に
存
在
す
る
主
観
的
違
法
要
素
は
後
に
生

じ
た
主
観
的
な
違
法
消
滅
事
由
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

ま
た
、
中
止
の
意
思
と
い
う
主
観
的
要
素
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
の
行
為

(4) 

の
違
法
評
価
が
影
響
を
受
け
る
と
考
え
る
こ
と
も
正
し
く
な
い
、
と
い

う
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
批
判
に
よ
れ
ば
、
中
止
以
前
に
行
わ

れ
た
行
為
は
既
に
違
法
行
為
で
あ
り
、
法
益
侵
害
の
危
険
性
は
既
に
行

為
の
着
手
と
と
も
に
存
す
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
違
法
も
一
つ
の
評

価
で
あ
り
、
評
価
は
そ
の
対
象
の
変
化
に
よ
っ
て
変
動
し
う
る
と
し
て

も
、
一
つ
の
事
実
に
対
す
る
違
法
評
価
は
固
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
変

化
し
た
事
実
に
対
す
る
違
法
評
価
は
先
の
も
の
と
は
別
個
で
、
先
の
事

(5) 

実
に
対
す
る
違
法
評
価
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

主
観
的
違
法
要
素
を
認
め
る
か
否
か
、
特
に
未
遂
犯
の
故
意
を
主
観

的
違
法
要
素
と
し
て
認
め
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
未
だ
に
学
説
の
中

で
対
立
が
続
い
て
い
{
刻
。
少
く
と
も
未
遂
犯
の
故
意
を
主
観
的
違
法
要

素
と
認
め
な
い
立
場
は
、
違
法
減
少
説
に
対
し
て
批
判
的
に
な
る
こ
と

(7) 

は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
を
認
め
る
と
し
て
も
、
右
の
批

判
的
見
解
が
述
べ
る
よ
う
に
、
一
つ
の
事
実
に
対
す
る
違
法
評
価
は
固

定
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
実
行
の
着
手
と
と
も
に
存
在
す
る
主
観
的
違

法
要
素
は
後
に
生
じ
た
「
自
己
ノ
意
思
ニ
因
」
る
中
止
と
い
う
主
観
的

要
素
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
も
認
め
ざ
る
を
得

な
い
の
で
は
な
い
か
。
も
っ
と
も
、
か
よ
う
な
「
歴
史
的
一
回
起
性
の

事
実
に
対
す
る
静
止
的
な
評
価
で
あ
る
違
法
性
の
判
断
が
事
後
の
中
止

の
事
実
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
る
と
す
る
こ
と
」
へ
の
批
判
に
対
し
て
は
、

「
違
法
性
の
実
質
を
結
果
無
価
値
の
み
に
求
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
う

も
い
い
う
る
の
か
も
し
れ
な
い
」
が
「
行
為
無
価
値
も
ま
た
考
慮
の
対

象
に
お
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
な
ら
、
実
行
行
為
後
の
中
止

行
為
も
ま
た
、
違
法
性
の
有
無
に
影
響
す
る
事
実
は
否
定
し
え
ま
い
」

と
す
る
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
違
法
性
の
実
質
に
つ
い

て
結
果
無
価
値
と
行
為
無
価
値
と
を
ど
の
よ
う
に
考
慮
し
て
い
く
か
の

問
題
は
、
違
法
性
が
事
後
的
に
変
化
す
る
か
ど
う
か
の
問
題
と
は
別
で

あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
こ
の
批
判
は
、
(
実
質
的
違
法
性
と
し
て
の
)
法
益

侵
害

1
結
果
無
価
値
と
い
う
図
式
を
前
提
に
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ

る
が
、
そ
も
そ
も
法
益
侵
害
と
は
、
結
果
無
価
値
と
行
為
無
価
値
の
総

合
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
札
初
。
そ
し
て
、
先
に
見
た
違
法
評
価

が
固
定
的
で
あ
る
と
の
批
判
的
見
解
も
、
こ
の
よ
う
な
違
法
性
の
理
解

を
前
提
と
し
て
も
当
然
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
し
て
、
右
の
「
違
法
減
少
」
に
対
す
る
批
判
的
見
解
に
は

正
し
い
核
心
が
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

北法36(4・227)1465 



料

と
こ
ろ
が
、
右
の
批
判
的
見
解
は
、
責
任
減
少
説
に
つ
い
て
は

同
様
に
考
え
な
い
。

資

す
な
わ
ち
違
法
評
価
に
対
し
て
「
責
任
評
価
は
固
定
的
で
は
な
い
」

の
で
あ
り
、
「
責
任
は
単
に
犯
罪
を
行
な
う
際
の
心
理
状
態
に
対
す
る
判

断
の
み
で
は
な
く
、
犯
罪
実
行
の
途
中
に
見
ら
れ
る
完
成
へ
の
欲
望
と

阻
止
へ
の
義
務
意
識
(
い
か
な
る
動
機
か
ら
で
あ
れ
)
と
の
闘
争
と
い

(
日
)

う
内
心
の
変
化
の
過
程
を
も
判
断
の
対
象
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
い
う
。
従
っ
て
「
責
任
評
価
は
流
動
的
で
あ
り
、
実
行
行
為
の
終
了

(ロ)

に
よ
っ
て
は
じ
め
て
確
定
す
る
と
い
っ
て
よ
い
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
責
任
評
価
が
流
動
的
で
、
実
行
行
為
の
終
了
に
よ
っ
て
は

じ
め
て
確
定
す
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
実
行
行
為
終
了
後
の
結
果
発
生
防

止
行
為
は
、
責
任
を
減
少
さ
せ
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、

実
行
未
遂
に
お
い
て
は
(
責
任
減
少
が
生
じ
な
く
な
る
の
で
あ
る
か
ら
)

中
止
未
遂
は
認
め
ら
れ
な
く
な
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
右
の
見

解
の
論
者
は
実
行
未
遂
に
も
明
ら
か
に
責
任
減
少
に
よ
る
中
止
未
遂
の

(
日
)

成
立
を
認
め
て
お
り
、
疑
問
が
あ
る
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

(M) 

責
任
と
は
「
意
思
形
成
に
対
す
る
非
難
可
能
性
」
で
あ
る
と
す
る
な

ら
ば
、
可
罰
的
未
遂
と
し
て
の
責
任
評
価
は
、
実
行
行
為
に
着
手
し
た

「
意
思
」
に
対
す
る
「
非
難
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
実
行
の
着
手
と
と
も

に
確
定
す
る
。
こ
の
評
価
は
、
中
止
行
為
が
な
さ
れ
て
も
依
然
と
し
て

存
在
し
て
い
る
。
か
よ
う
に
解
す
る
な
ら
ば
、
右
の
見
解
が
さ
き
に
違

法
減
少
説
に
対
し
て
行
っ
た
の
と
同
様
の
批
判
が
、
責
任
減
少
説
に
対

し
て
も
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
違
法
・
責
任
の
「
減
少
」
を
疑
問
視
す

る
考
え
方
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
批
判
が
な
お
存
在
す
る
。
す
な

わ
ち
、
実
行
行
為
と
中
止
行
為
と
を
完
全
に
独
立
し
た
別
個
の
行
為
と

解
し
た
場
合
に
は
「
減
少
」
は
生
じ
な
い
と
す
る
こ
と
も
理
解
で
き
る

が
、
中
止
行
為
は
実
行
行
為
の
実
効
性
を
失
わ
せ
よ
う
と
す
る
否
定
的

行
為
で
あ
る
か
ら
両
者
は
内
容
的
に
無
関
係
で
は
あ
り
え
ず
、
事
後
的

な
中
止
行
為
に
よ
る
「
減
少
」
を
認
め
て
も
評
価
の
性
質
に
背
反
し
な

(
日
)

い
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
こ
の
見
解
の
論
者
は
さ
ら
に
、
ロ
ク
シ
ン
の

「
我
々
は
未
遂
行
為
と
後
続
す
る
中
止
行
為
と
を
孤
立
し
た
現
象
で
は

(
凶
)

な
く
て
統
一
的
な
評
価
対
象
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
を

引
用
し
て
い
る
。

確
か
に
、
実
行
行
為
と
中
止
行
為
は
継
続
的
に
見
れ
ば
一
つ
の
行
為

で
あ
り
、
内
容
的
に
無
関
係
で
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
論
者
が
引

用
し
て
い
る
よ
う
な
、
未
遂
行
為
と
実
行
行
為
と
を
統
一
的
な
評
価
対

象
と
み
な
す
べ
き
も
の
と
す
る
い
わ
ゆ
る
「
全
体
的
考
察
(
の
出
口
N
F
a
円岳巾・

(
げ
)

片

g
n
y
Eロ
ぬ
)
方
法
」
に
よ
っ
て
、
違
法
性
や
責
任
の
「
減
少
」
が
基
礎

づ
け
ら
れ
得
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
検
討
す
る
た

北法36(4・228)1466



め
に
、
最
近
の
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
全
体
的
考
察
方
法
」
に
関
す
る

見
解
を
見
て
み
よ
う
。

中止未遂におりる必要的減免について

(
1
)

第
一
章
第
二
節
1
参
照
。

(
2
)

中
野
・
前
掲
書
一
一
一

0
1
一
一
一
一
頁
。

(3)

第
一
章
第
二
節
2
参
照
。

(
4
)

木
村
(
静
了
前
掲
論
文
(
刑
法
講
座
)
二
五
頁
。

(
5
)

木
村
(
静
)
・
前
掲
論
文
二
五
頁
。

(
6
)

中
山
・
前
掲
書
二
三
九
頁
以
下
。

(
7
)

荘
子
・
前
掲
書
四

O
O頁
、
内
田
・
前
掲
書
二
五
七
頁
。

(8)

中
谷
・
前
掲
論
文
二
九
六
頁
。

(
9
)

香
川
・
前
掲
注
釈
刑
法

ωの
H
四
七
二
頁
。

{
M
M
)

内
田
・
前
掲
書
二
一
一
貝
。

(
日
)
木
村
(
静
了
前
掲
論
文
二
五
頁
。

(
ロ
)
木
村
(
静
了
前
掲
論
文
二
五
頁
。

(
日
)
木
村
(
静
)
・
前
掲
論
文
二
七
頁
以
下
。

(
比
)
』
巾
回
円
宮
町

nr-
国
・
白
・

0
・

ω・
ω
N
A日・

(
江
川
)
川
端
・
前
掲
論
文
二
九
七
頁
。

(
M
m
)

到
。
巴
ロ

-Cσ
巾
門
己
巾
ロ
河
口
円
}
内
庁
ユ
口
〈
。
自
己
ロ

σ叩
開
口
色
町
広
口
ぐ
巾
司
凹
己

ny-ω
・

M
叶

ω.

〔
幻
)
戸
国
口
問
・

zzュnymopω
・
即
・

0
ω
・
山
口
0
.

「
全
体
的
考
察
方
法
」
に
つ
い
て

中
止
未
遂
に
関
す
る
「
全
体
的
考
察
方
法
」
は
、
近
年
、
西
ド
イ
ツ
(2) 

に
お
い
て
ラ
ン
グ
ヒ
ン
リ
ク
セ
ン
を
は
じ
め
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ
!
、

(

3

)

(

4

)

 

ロ
ク
シ
ン
、
ル
ド
ル
フ
ィ
ー
ら
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、

(5) 

ウ
ル
ゼ
ン
ハ
イ
マ
!
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
考
え
方
自
体
は

中
止
未
遂
の
不
処
罰
に
つ
い
て
の
説
明
を
行
う
も
の
で
は
な
く
、
他
の

「
根
拠
」
学
説
の
特
別
な
方
法
論
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る

こ
と
に
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

ま
ず
、
こ
の
考
え
方
の
主
唱
者
で
あ
る
ラ
ン
グ
J

ヒ
ン
リ
ク
セ
ン
は
、

中
止
未
遂
の
不
処
罰
に
関
す
る
従
来
の
見
解
に
共
通
す
る
誤
り
は
、
未

遂
行
為
と
事
後
的
な
中
止
行
為
と
を
分
離
し
て
考
察
し
、
い
っ
た
ん
未

遂
に
よ
っ
て
刑
罰
請
求
権
が
生
じ
た
が
、
中
止
行
為
に
よ
っ
て
再
び
こ

れ
が
廃
棄
さ
れ
る
と
し
た
点
に
あ
る
と
し
、
こ
こ
で
我
々
は
「
全
体
的

(6) 

考
察
方
法
」
に
移
行
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
最
初
の
未

遂
行
為
は
、
全
体
的
価
値
に
と
っ
て
一
つ
の
断
片
(
甲
山

m
s
g
c
に
過

ぎ
ず
、
中
止
未
遂
に
お
い
て
は
、
初
め
は
法
益
の
侵
害
に
向
け
ら
れ
た

が
事
後
的
に
そ
の
防
止
へ
と
向
か
っ
た
自
由
意
思
に
よ
る
変
換
と
い
う

動
的
な
過
程
全
体
が
評
価
の
対
象
と
な
る
と
す
る
の
で
札
記
。
か
く
て

ラ
ン
グ
j

ヒ
ン
リ
ク
セ
ン
は
、
未
遂
行
為
と
事
後
的
な
中
止
行
為
と
を
含

む
、
拡
大
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
所
為
(
吋
巳
こ
概
念
を
構
築
し
、
こ
れ

2 
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料

に
よ
り
自
然
主
義
的
・
心
理
的
考
察
方
法
で
は
な
く
規
範
的
観
点
か
ら

中
止
未
遂
を
理
解
す
べ
き
こ
と
を
提
唱
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
全
体
行

為
た
る
「
所
為
」
と
し
て
中
止
未
遂
を
評
価
す
る
と
き
に
は
、
そ
も
そ

も
刑
罰
権
が
生
じ
な
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、

中
止
未
遂
に
関
す
る
問
題
の
解
決
は
、
「
所
為
」
の
当
罰
性

(ω門
司
問
問

者
ロ
丘
町
肉
片
色
丹
)
の
平
面
に
お
い
て
求
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で

あ
っ
て
、
構
成
要
件
・
違
法
性
・
責
任
或
い
は
(
一
旦
は
発
生
し
、
再

び
消
滅
す
る
と
い
う
)
刑
罰
請
求
権
の
平
面
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
の

で
は
な
い
、
と
す
る
の
で
あ
る
。

資

ラ
ン
グ
ヒ
ン
リ
ク
セ
ン
の
言
う
「
所
為
」
概
念
自
体
の
当
否
は
別
に

し
て
も
、
彼
の
主
張
す
る
「
全
体
的
考
察
方
法
」
が
、
違
法
性
や
責
任

の
「
減
少
」
を
基
礎
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

未
遂
行
為
の
違
法
性
・
責
任
が
中
止
行
為
に
よ
っ
て
事
後
的
に
「
減
少
」

す
る
と
解
す
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
、
未
遂
行
為
と
中
止
行
為
と
を
統
一

的
に
評
価
し
て
、
そ
も
そ
も
刑
罰
請
求
権
が
中
止
未
遂
に
お
い
て
は
生

じ
て
い
な
か
っ
(
位
、
と
す
る
彼
の
主
張
と
相
反
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
先
に
見
た
我
が
国
の
論
者
が
引
用
し
て
い
る
ロ
ク
シ
ン

の
見
解
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。

既
に
述
べ
た
よ
仁
問
、
ロ
ク
シ
ン
は
「
全
体
的
考
察
方
法
」
の
必
要

性
を
説
い
た
上
で
、
中
止
未
遂
を
「
答
貫
性
阻
却
事
由
」
と
し
て
体
系

的
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
注
意
す
べ
き
な
の

は

l
lラ
ン
グ
ー
ヒ
ン
リ
ク
セ
ン
の
場
合
と
同
様
に

l
l「
全
体
的
考
察

方
法
」
の
扱
わ
れ
方
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ロ
ク
シ
ン
の
見
解
に
従
え

ば
、
中
止
未
遂
に
お
い
て
は
、
未
遂
行
為
と
中
止
行
為
と
を
統
一
的
に

評
価
し
て
刑
事
制
裁
の
必
要
性
が
欠
け
る
場
合
に
は
(
当
該
行
為
者
に

は
他
行
為
可
能
性
が
あ
る
に
も
拘
ら
ず
)
「
答
責
性
」
が
阻
却
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
ロ
ク
シ
ン
の
見
解
の
主
眼
は
、
従
来
の
意
味
で
の
「
責
任
」

の
存
在
を
前
提
と
し
つ
つ
、
そ
れ
で
も
な
お
刑
事
制
裁
の
必
要
性
が
欠

け
る
場
合
を
「
答
責
性
阻
却
」
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
た
点
に
あ
る

の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
「
全
体
的
観
察
」
に
よ
っ
て
責
任
の
「
減
少
」

を
根
拠
づ
け
よ
う
と
し
た
点
に
あ
る
の
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
。

三
以
上
の
論
者
の
見
解
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
全
体
的
考
察

方
法
」
が
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
主
張
さ
れ
る
の
は
、
先
行
す
る
未
遂
行

為
の
違
法
性
や
責
任
が
中
止
行
為
に
よ
っ
て
事
後
的
に
「
減
少
」
す
る

と
い
う
論
理
構
造
を
根
拠
づ
け
る
た
め
で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、

未
遂
行
為
と
中
止
行
為
を
統
一
的
な
評
価
の
対
象
た
る
行
為
と
把
握
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
よ
う
な
全
体
的
な
行
為
自
体
が
そ
も
そ
も
不
処

罰
に
値
す
る
こ
と
を
論
証
す
る
た
め
な
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
先
に
引
用
し
た
よ
う
な
我
が
国
の
論
者
が
「
全
体
的
考
察

北法36(4・230)1468



中止未遂における必要的減免について

方
法
」
に
よ
っ
て
違
法
性
や
責
任
の
「
減
少
」
を
説
明
し
よ
う
と
し
た

の
は
、
適
切
で
は
な
か
っ
た
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

(
1
)

戸
田
口
明
白
ロ
ロ
ユ
門
司
戸
田
巾

P
回

向

。

・

ω・
ω印一以内田

(
2
)
ω
n
v
g一色
}
M
M

ロ
田
町
『
・
国
・
田
・
。

ω・
ω
3・

(
3
)
閉

N
O
H
Z
-
C
σ
q
a
mコ
河
口
円
宮

1
2
4
0ヨ
ロ
ロ

σ巾
巾
口
弘
巾
丹
市
ロ
〈
巾
門
出
己
門
町
、

ω・

N
叶

ω.
閉
山

Ec-喜
一
凶

ω百
件
巾
ヨ
山
江
沢
吉
門
町
内
。

g
g
mロ門
R-∞

Mc--

d
g
m口
町
内
{
ヨ

q-
白
・
白
・

0
ω
-
h
w叶・

円
、
出
口
町

szz
ュn『戸田巾同
f
白
・
国
-
。
・

ω.ω
自
由

!ω
吋
{
)
.

戸
田
口
問
自
国
一
ロ
ユ

n
y凹巾
F
白
・
印
。
・

ω
ω
コ
・

問
、
同
口
問

B
Z
Zユ
nymgdr
国

-
p
o
ω
.
ω
吋

]ftlω
吋
h
H
'

戸
白
口
問
・
回
一
コ
ユ
門
町
田
巾
同
f

目
白
・
。
・

ω・
ω
芯
-

第
一
章
第
二
節
3
注

(η)参
照
。

(
4
)
 

(5) 

(
6
)
 

(7) 

(
8
)
 

(9) 
(ω) 

3 

括

以
上
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
従
来
の
違
法
減
少
説
・
責
任
減
少

説
に
お
け
る
「
減
少
」
と
い
う
論
理
構
造
は
適
切
な
も
の
で
は
な
か
っ

た
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
こ
と
は
、
中
止
未
遂
に
お
け
る
必

要
的
減
免
を
体
系
的
に
位
置
づ
け
る
に
あ
た
っ
て
は
障
磁
未
遂
と
中
止

未
遂
の
違
法
性
・
有
責
性
の
差
異
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
る
べ
き
で
は

な
い
、
と
い
う
こ
と
を
示
す
。

た
だ
最
近
我
が
固
に
お
い
て
、
本
稿
と
同
じ
く
「
減
少
」
を
批
判
し

つ
つ
も
、
な
お
障
礎
未
遂
と
中
止
未
遂
の
違
法
性
の
「
構
造
」
に
着
目

し
て
そ
の
相
違
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る

の
で
、
次
節
で
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

第
二
節
違
法
性
の
「
構
造
」
に
着
目
す
る
見
解

最
近
我
が
国
に
お
い
て
、
中
止
未
遂
の
本
質
を
違
法
性
の
次
元

で
把
握
す
る
に
し
て
も
、
従
来
の
よ
う
な
違
法
「
減
少
」
と
い
う
観
点

か
ら
で
は
な
く
、
障
磁
未
遂
に
比
し
て
違
法
性
の
「
構
造
」
に
差
異
が

生
ず
る
と
い
う
観
点
か
ら
理
解
し
よ
う
と
す
る
日
誌
が
主
張
さ
れ
て
い

る。
こ
の
見
解
は
、
従
来
の
我
が
国
に
お
け
る
諸
説
を
検
討
し
た
う
え
で
、

中
止
未
遂
の
法
的
性
格
を
適
切
に
説
明
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
以
下

の
よ
う
な
点
を
考
慮
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
す
な

わ
ち
、
①
中
止
未
遂
の
刑
の
必
要
的
減
免
と
い
う
法
効
果
の
背
後
に
は
、

終
局
的
な
法
益
の
侵
害
と
い
う
事
態
を
回
避
さ
せ
よ
う
と
す
る
刑
法
の

政
策
的
配
慮
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
し
て
も
、
や
は
り
こ
れ

を
法
律
的
に
、
し
か
も
違
法
性
の
次
元
で
説
明
す
べ
き
こ
と
、
②
違
法

性
は
評
価
と
解
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
一
定
の
事
実
に
つ
い
て
行
う

の
で
あ
る
か
ら
そ
の
既
に
な
さ
れ
た
事
実
に
変
化
が
な
い
以
上
違
法
評

価
も
変
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、
③
従
来
の
違
法
減
少
説
の
よ
う
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料

に
違
法
減
少
の
論
理
構
造
が
不
明
確
で
な
い
こ
と
、
④
中
止
朱
遂
の
法

的
効
果
の
一
身
専
属
性
を
説
明
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
⑤
悔
悟
な

資

ど
の
制
約
を
設
け
て
い
な
い
現
行
法
の
規
定
と
-
調
和
す
る
と
同
時
に
、

中
止
未
遂
の
成
立
を
適
切
な
範
囲
で
認
め
る
た
め
の
解
釈
論
的
基
礎
を

提
供
し
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
(
出
。

本
稿
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
右
の
①
に
関
し
て
は
「
根
拠
」
と
「
体

系
的
位
置
づ
け
」
の
区
別
を
行
っ
て
い
な
い
点
に
お
い
て
疑
問
が
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
他
の
諸
点
、
特
に
②
の
点
は
本
稿
の
「
体
系
的
位
置
づ

け
」
に
対
す
る
考
え
方
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ

こ
で
、
以
下
に
お
い
て
は
、
論
者
の
見
解
を
さ
ら
に
詳
細
に
見
て
み
よ

れ

γ二
こ
の
見
解
は
、
「
動
的
に
考
察
し
た
刑
法
規
範
の
法
益
保
護
機
能
」

と
い
う
観
点
か
ら
中
止
未
遂
の
違
法
性
の
「
構
造
」
を
把
握
し
よ
う
と

す
る
。
す
な
わ
ち
、
法
益
保
護
の
最
善
の
策
と
し
て
第
一
に
、
刑
法
規

範
は
行
為
規
範
と
し
て
、
そ
の
評
価
機
能
の
面
よ
り
一
般
人
を
し
て
法

益
侵
害
の
危
険
を
感
ぜ
し
め
る
行
為
を
違
法
と
評
価
し
、
「
犯
罪
遊
止
義

務
」
を
課
す
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
行
為
に
出
な
い
こ
と
を
決
定

機
能
の
面
よ
り
行
為
者
に
命
じ
、
こ
れ
を
期
待
す
る
。
そ
れ
が
裏
切
ら

れ
、
犯
罪
の
実
行
に
着
手
し
た
場
合
は
、
第
二
に
、
次
善
の
策
と
し
て
、

い
ま
だ
実
行
行
為
の
途
中
に
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
状
態
を
違
法
と
評

価
し
、
「
犯
罪
中
止
義
務
」
を
課
す
こ
と
に
よ
っ
て
さ
ら
に
実
行
行
為
を

継
続
し
な
い
よ
う
命
じ
、
こ
れ
を
期
待
す
る
。
ま
た
そ
の
ま
ま
放
置
す

れ
ば
結
果
が
発
生
し
て
し
ま
う
と
い
う
場
合
に
は
、
第
三
に
、
三
善
の

策
と
し
て
、
そ
し
て
最
後
の
手
段
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
状
態
を
違
法

と
評
価
し
、
「
結
果
防
止
義
務
」
を
課
す
こ
と
に
よ
っ
て
結
果
の
発
生
を

防
止
す
る
よ
う
命
じ
、
そ
れ
を
期
待
す
る
の
で
札
記
。

こ
の
よ
う
に
、
論
者
に
よ
れ
ば
、
刑
法
規
範
は
法
益
侵
害
、
即
ち
結

果
発
生
に
至
る
状
況
・
段
階
に
応
じ
て
そ
れ
を
違
法
と
評
価
す
る
と
同

時
に
結
果
回
避
の
た
め
の
措
置
を
と
る
こ
と
を
行
為
者
に
命
じ
、
こ
れ

を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
中
止
未
遂
は
犯
罪
中
止

義
務
、
結
果
発
生
防
止
義
務
を
尽
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
義
務
違
反
性
が
欠

け
る
と
こ
ろ
に
、
障
磁
未
遂
と
比
べ
て
違
法
性
の
構
造
に
違
い
が
あ
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
か
く
て
、
中
止
未
遂
の
処
罰
が
障
擬
未
遂
の
場

合
よ
り
も
軽
い
こ
と
、
及
び
中
止
未
遂
の
必
要
的
減
免
の
法
効
果
の
一

身
専
属
性
も
説
明
で
き
る
(
義
務
違
反
性
は
そ
の
義
務
を
履
行
し
た
者

の
み
に
欠
け
る
た
め
)
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

三
右
の
見
解
は
、
中
止
未
遂
規
定
を
こ
れ
ま
で
体
系
上
、
違
法
・

責
任
「
減
少
」
事
由
と
し
て
位
置
づ
け
て
き
た
我
が
国
の
学
説
に
対
し

て
、
新
た
な
視
点
か
ら
の
考
察
の
必
要
性
を
示
し
た
と
い
う
点
に
お
い

て
重
要
な
意
義
を
も
つ
も
の
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
本
説
に
対
し
て
も
、
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次
の
よ
う
な
疑
問
が
あ
る
。

第
一
に
、
犯
罪
避
止
「
義
務
」
な
ど
の
「
義
務
」
概
念
を
採
用
す
る

こ
と
の
根
拠
で
あ
る
。
論
者
自
身
、
「
犯
罪
意
思
あ
る
も
の
に
、
犯
罪
中

止
義
務
、
結
果
発
生
防
止
義
務
を
認
め
、
そ
れ
の
違
反
に
つ
い
て
刑
事

責
任
を
問
う
の
は
必
ず
し
も
妥
当
で
な
い
と
考
え
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、

中
止
未
遂
の
必
要
的
減
免
の
法
的
効
果
を
説
明
す
る
根
拠
と
し
て
は
こ

れ
を
援
用
で
き
る
と
考
え
ら
札
一
位
」
と
し
て
い
る
が
、
従
来
の
違
法
「
減

少
」
説
に
依
拠
し
な
い
代
わ
り
に
、
こ
の
よ
う
な
部
分
的
機
能
概
念
を

採
用
す
る
こ
と
の
必
然
性
が
、
論
者
の
説
明
か
ら
は
明
ら
か
で
な
い
の

で
あ
る
。

中止未遂における必要的減免について

第
二
に
、
例
え
ば

ω犯
罪
避
止
義
務
・
中
止
義
務
及
び
結
果
防
止
義

務
の
す
べ
て
に
違
反
し
て
障
擬
未
遂
に
な
っ
た
場
合
と
例
犯
罪
避
止
義

務
・
中
止
義
務
に
は
違
反
し
た
が
結
果
防
止
義
務
を
尽
く
し
た
た
め
に

中
止
未
遂
が
成
立
し
た
場
合
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、
例
と
川
仰
の
違
法

性
「
構
造
」
の
差
異
は
、
結
果
防
止
義
務
を
尽
く
し
た
か
否
か
に
由
来

す
る
こ
と
に
な
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
犯
罪
避
止
義
務
・
中
止
義
務
に
違

反
し
た
点
で
は
同
等
で
あ
る
例
と
刷
の
違
法
性
が
、
似
の
場
合
に
は
結

果
防
止
行
為
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
変
化
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の

こ
と
は
、
可
罰
的
未
遂
に
お
け
る
違
法
性
が
、
結
果
防
止
行
為
に
よ
っ

て
影
響
を
受
け
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
な
り
、
論
者
が
否
定
す
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
違
法
「
減
少
」
説
の
論
理
構
造
に
近
づ
か
ざ
る
を
得
な

い
の
で
は
な
い
か
。
論
者
が
、
障
磁
未
遂
と
中
止
未
遂
の
違
法
性
の
構

造
の
差
異
を
、
保
護
責
任
者
遺
棄
罪
(
刑
法
二
一
八
条
)
と
単
純
遺
棄

罪
(
刑
法
二
一
七
条
)
の
そ
れ
と
対
応
す
る
も

{α
と
さ
れ
て
い
る
点
か

ら
推
測
す
れ
ば
、
全
体
的
な
構
造
に
差
異
が
生
ず
る
だ
け
で
、
結
果
防

止
行
為
に
よ
っ
て
可
罰
的
未
遂
の
違
法
性
が
影
響
を
受
け
る
わ
け
で
は

な
い
と
主
張
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
却
っ
て
論

者
の
「
動
的
考
察
」
に
反
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

四
こ
の
見
解
は
、
違
法
「
減
少
」
を
否
定
し
つ
つ
、
そ
れ
で
も
な

お
障
磁
未
遂
と
中
止
未
遂
と
の
聞
に
違
法
「
構
造
」
の
差
異
が
あ
る
と

い
う
理
論
構
成
を
試
み
た
点
に
無
理
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

か
よ
う
に
し
て
本
稿
は
、
違
法
・
責
任
「
減
少
」
を
批
判
し
、
そ
の

帰
結
と
し
て
、
障
磁
未
遂
と
中
止
未
遂
と
の
聞
に
は
、
犯
罪
成
立
要
件

上
の
差
異
は
存
在
し
な
い
、
と
考
え
る
の
で
あ
(
犯
。

(1)

野
村
・
前
掲
書
四
三
四
頁
以
下
。

(
2
)
野
村
・
前
掲
書
四
五
二
頁
。
、

(
3
)

な
お
、
野
村
「
未
遂
犯
の
違
法
性
」
刑
法
雑
誌
二
回
巻
三

1
四
号
(
昭

和
五
七
年
)
四
六
九
頁
以
下
参
照
。

(
4
)
野
村
・
前
掲
書
四
五
二

i
四
五
三
頁
。

(
5
)
野
村
・
前
掲
書
四
五
三
頁
。
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料

6 

野
村
・
前
掲
書
四
五
三
頁
。

資

8 7 

野
村
・
前
掲
書
四
五
三
頁
。

ヒ
ッ
ペ
ル
は
、
中
止
を
消
極
的
構
成
要
件
要
素
と
し
、
中
止
未
遂
を

構
成
要
件
該
当
性
阻
却
事
由
と
す
る
。
し
か
し
、
犯
罪
成
立
を
前
提
と
す

る
我
が
刑
法
の
下
で
か
よ
う
に
解
す
る
の
は
無
理
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、

共
犯
者
を
も
不
処
罰
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
岡
山
巾
宮
町
白
邑

〈
O
口
出
向
沼
田
)
巾
}
噌

C
E冊
『
閉
口

n
yロ
ロ
岡
町
ロ
ロ

σ
q色
町
ロ
河
口

n
r円
ユ
浮
〈
。
ヨ
〈
巾
司
・

凹

c
n
F
N
C間
一
巳
円
宮
包
ロ
切
冊
目
同
司
同
町

N
C「
白
}
}
岡
市
自
色
コ
巾
ロ
〈
巾
吋
由

z
n
z
m
F吋
タ

同市町

A
X
Y
ω
.
日

m
w
R・
〈

問

戸

∞

円

-Jg』
円
ア
出
向
・

0
.
ω
.
ω
日

民

第
三
節
人
的
刑
罰
消
滅
(
滅
軽
v
事
由
と
し
て
の
位
置
づ
け

一
こ
れ
ま
で
の
検
討
か
ら
、
中
止
未
遂
規
定
に
お
け
る
必
要
的
減

免
を
体
系
的
に
位
置
づ
け
る
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
れ
が
1

1
違
法
減
少

事
由
・
責
任
減
少
事
由
と
い
っ
た

l
l犯
罪
成
立
要
件
の
い
ず
れ
か
に

変
化
を
及
ぽ
す
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
結

論
が
得
ら
れ
た
。

か
く
て
本
稿
は
、
中
止
未
遂
に
お
け
る
必
要
的
減
免
の
体
系
的
位
置

づ
け
と
し
て
、
こ
れ
を
「
人
的
刑
罰
消
滅
(
減
軽
)
事
由
」
と
解
す
べ

き
も
の
と
す
る
。
以
下
、
こ
の
点
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

二
ま
ず
、
刑
罰
消
滅
事
由
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
考
察
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
。

印
広
義
に
お
け
る
刑
罰
消
滅
事
由
は
、
一
日
一
発
生
し
た
刑
罰
権
を
消

滅
さ
せ
る
事
由
の
全
て
を
含
む
こ
と
に
な
る
か
ら
、
観
念
的
刑
罰
権
を

消
滅
さ
せ
る
事
由
と
、
現
実
的
刑
罰
権
を
消
滅
さ
せ
る
事
由
か
ら
に
記
。

し
か
し
こ
こ
で
問
題
と
す
べ
き
な
の
は
狭
義
の
刑
罰
消
滅
事
由
で
あ
っ

て
、
こ
れ
は
観
念
的
刑
罰
権
を
消
滅
さ
せ
る
事
由
の
中
で
、
消
極
的
な

訴
訟
条
件
と
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
考
え
る
こ
と
に
な
(
出
。

ω狭
義
の
刑
罰
消
滅
事
由
は
、
一
日
一
発
生
し
た
刑
罰
権
を
消
滅
さ
せ

る
点
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
「
処
罰
阻
却
事
由
」
と
区
別
さ
れ
る
。
既

述
の
如

ω処
罰
阻
却
事
由
は
、
一
定
の
事
由
の
不
存
在
に
よ
っ
て
(
犯

罪
は
成
立
し
て
い
て
も
)
刑
罰
権
の
発
生
が
妨
げ
ら
れ
る
場
合
の
そ
の

事
由
を
指
す
が
(
例
え
ば
刑
法
二
四
四
条
に
お
け
る
親
族
相
盗
例
の
「
親

族
た
る
身
分
」
)
、
こ
の
場
合
は
は
じ
め
か
ら
(
犯
罪
成
立
時
か
ら
)
刑

罰
権
は
発
生
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

ω狭
義
の
刑
罰
消
滅
事
由
に
お
い
て
は
「
刑
の
免
除
」
が
行
わ
れ
る

こ
と
に
な
る
が
、
中
止
未
遂
や
、
身
代
金
誘
拐
予
備
罪
に
お
け
る
自
首

規
定
(
刑
法
二
二
八
条
ノ
三
但
書
)
の
よ
う
に
、
「
滅
軽
又
ハ
免
除
ス
」

と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
「
刑
罰
消
滅
・
減
軽
乳
即
」
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
(
以
下
に
お
い
て
は
全
て
狭
義
の
刑
罰
消
滅
事
由
を
指
す
。
)

ω
「
人
的
ご
身
的
)
刑
罰
消
滅
事
由
」
と
い
う
と
き
の
「
人
的
」

と
は
、
「
実
行
行
為
後
の
行
為
者
の
特
殊
事
情
に
よ
る
」
と
い
う
意
味
で
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中止未遂における必要的減免について

あ
り
、
「
人
的
処
罰
阻
却
事
由
」
に
お
け
る
「
人
的
」
と
は
、
そ
の
よ
う

な
事
由
が
、
行
為
者
の
特
殊
な
身
分
的
関
係
(
例
え
ば
刑
法
二
五
七
条

の
親
族
聞
の
賊
物
罪
に
お
け
る
直
系
血
族
た
る
身
分
)
に
由
来
す
る
こ

と
を
意
味
仁
説
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
不
処
罰
と
い
う
効
果
は
行
為
者

の
み
に
一
身
的
に
帰
属

t
u。

mw原
由
が
は
じ
め
か
ら
存
在
す
る
場
合
で
も
、
刑
の
免
除
が
任
意
的

な
場
合
に
は
(
刑
法
三
六
条
二
項
の
過
剰
防
衛
、
三
七
条
一
項
但
警
の

過
剰
避
難
、
四
三
条
但
書
の
中
止
未
遂
な
ど
)
処
罰
の
可
能
性
は
あ
る

わ
け
だ
か
ら
、
刑
罰
消
滅
事
由
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

し
か
し
、
刑
の
免
除
が
任
意
的
で
も
、
原
由
が
は
じ
め
か
ら
存
在
す
る

な
ら
ば
「
刑
罰
権
を
発
生
さ
せ
な
い
」
の
で
あ
る
か
ら
、
処
罰
阻
却
事

由
に
含
ま
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
指
摘
に
従
え
ば
、
親
族
相
盗
例
(
必

要
的
免
除
|
|
二
四
四
条
一
項
)
を
処
罰
阻
却
事
由
と
す
る
一
方
で
、

親
族
問
の
犯
人
蔵
匿
・
証
惣
淫
滅
(
任
意
的
免
除

l
i一
O
五
条
)
を

刑
罰
消
滅
事
由
と
す
る
こ
と
に
な
る
。

制
以
上
の
こ
と
か
ら
、
我
が
刑
法
上
の
人
的
刑
罰
消
滅
事
由
と
し
て

は
、
内
乱
予
備
・
陰
謀
罪
及
び
そ
の
帯
助
に
お
け
る
自
首
(
八

O
条)、

私
戦
予
備
・
陰
謀
罪
に
お
け
る
自
首
(
九
三
条
)
が
あ
り
、
人
的
刑
罰

消
滅
・
滅
軽
事
由
と
し
て
は
、
中
止
未
遂
(
四
三
条
但
書
)
、
偽
証
罪
・

虚
偽
鑑
定
及
び
通
訳
罪
・
認
告
罪
に
お
け
る
自
白
こ
七

0
・
一
七
了

一
七
三
条
)
及
び
身
代
金
誘
拐
予
備
罪
に
お
け
る
自
首
(
二
二
八
条
ノ

一
二
)
が
挙
げ
ら
札
M
o
こ
れ
ら
は
全
て
構
成
要
件
に
該
当
し
違
法
で
有

責
な
行
為
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
犯
罪
が
成
立
し
、
刑
罰
権
も
一

旦
は
発
生
し
た
が
、
犯
罪
成
立
後
の
事
情
に
よ
っ
て
刑
を
滅
軽
又
は
免

除
す
る
も
の
で
あ
る
。

我
が
国
に
お
い
て
は
、
中
止
未
遂
を
違
法
・
責
任
減
少
説
か
ら

理
解
し
7
わ
、
同
時
に
一
方
で
は
こ
れ
を
刑
罰
消
滅
事
由
と
す
る
論
者

も
存
在
す
る
。
こ
の
論
者
の
見
解
に
よ
る
な
ら
ば
、
「
違
法
性
・
有
責
性

の
減
少
に
基
づ
く
刑
罰
消
滅
事
由
」
と
い
う
類
型
を
認
め
る
こ
と
に
な

る
と
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
違
法
性
・
有
資
性
の
減
少
と
い
う
論
理
構

造
は
本
稿
の
採
り
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
し
、
一
旦
発
生
し
た
刑
罰
権

の
消
滅
を
違
法
減
少
・
責
任
減
少
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
困
難

で
あ
ろ
う
。

一四

か
よ
う
に
し
て
、
本
稿
は
次
の
よ
う
に
解
す
る
。
実
行
行
為
に

着
手
し
た
者
が
、
自
己
の
意
思
に
よ
っ
て
中
止
行
為
を
行
っ
た
場
合
で

も
、
可
罰
的
未
遂
が
成
立
す
る
点
に
お
い
て
は
障
擬
未
遂
と
変
わ
り
が

な
い
。
げ
な
わ
ち
、
「
構
成
要
件
に
該
当
す
る
違
法
か
つ
有
責
な
行
為
は

存
在
す
る
」
の
で
あ
っ
て
観
念
的
刑
罰
権
は
す
で
に
発
生
し
て
い
る
。

し
か
し
、
実
行
行
為
着
手
後
自
己
の
意
思
に
よ
っ
て
中
止
行
為
を
行
っ

た
者
に
対
し
て
は
、
刑
事
政
策
的
な
「
根
拠
」
に
基
づ
い
て
処
罰
の
寛
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料

大
化
が
要
求
さ
れ
、
刑
罰
は
必
要
的
に
減
軽
・
免
除
さ
れ
る
。
従
っ
て
、

(U) 

中
止
未
遂
規
定
は
人
的
刑
罰
消
滅
・
滅
軽
事
由
に
他
な
ら
な
い
。

(
1
)

板
倉
・
前
掲
注
釈
刑
法

ωの
I
七
七
頁
。
前
者
の
例
と
し
て
は
、
裁

判
確
定
前
に
お
け
る
犯
人
の
死
亡
・
法
人
た
る
犯
人
の
消
滅
、
恩
赦
、
公

訴
時
効
が
あ
り
、
後
者
の
例
と
し
て
は
、
裁
判
確
定
後
の
犯
人
の
死
亡
・

法
人
た
る
犯
人
の
消
滅
、
恩
赦
に
よ
る
刑
の
執
行
の
免
除
、
刑
の
執
行
の

終
了
、
仮
釈
放
期
間
の
満
了
、
刑
の
執
行
猶
予
期
間
の
満
了
、
刑
の
時
効
、

刑
の
消
滅
(
復
権
)
が
あ
る
。

(2)

板
倉
・
前
掲
注
釈
刑
法
ゅ
の
I
七
七
頁
。

(
3
)

第
二
章
第
一
節
注
(
5
)
参
照
。

(
4
)

平
野
・
前
掲
「
中
止
犯
」
四

O
四
頁
参
照
。

(5)

板
倉
・
前
掲
注
釈
刑
法

ωの
I
七
七
頁
。

(6)

な
お
、
西
村
克
彦
「
い
わ
ゆ
る
処
罰
阻
却
事
由
に
つ
い
て
(
一
)
(
一
一
)

(
三
)
」
警
察
研
究
四
八
巻
(
昭
和
五
二
年
)
八
号
三
頁
以
下
、
九
号
二
一

頁
以
下
、
十
号
一
二
頁
以
下
参
照
。

(
7
)

団
藤
・
前
掲
書
四
八
六
頁
、
板
倉
・
前
掲
注
釈
刑
法

ωの
I
七
七
頁
。

(8)

中
止
未
遂
・
身
代
金
誘
拐
予
備
罪
の
自
首
は
必
要
的
減
免
、
偽
証
罪
・

虚
偽
鑑
定
及
び
通
訳
罪
・
一
説
告
罪
に
お
け
る
自
白
は
任
意
的
減
免
、
そ
の

他
は
必
要
的
免
除
で
あ
る
。
な
お
四
二
条
に
お
け
る
自
首
(
任
意
的
減
軽
)
、

二
二
八
条
ノ
ニ
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
解
放
滅
軽
」
(
必
要
的
滅
軽
)
を
「
人

的
刑
罰
滅
軽
事
由
」
と
捉
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

(9)

佐
伯
・
前
掲
書
四
四
四
頁
。

(
印
)
荘
子
・
旧
版
六
四

O
頁。

(
日
)
西
ド
イ
ツ
で
は
、
人
的
刑
罰
消
滅
事
由
(
宮
『
急
三
一
円
F
R
2
2片山口『・

資

再
出
げ

σ
E
ロ岡田明吋

ga)
と
す
る
論
者
(
N
-

切
-
∞
nuα
ロ
}
内
冊
目
印
円
買
庄
司
(
何
回
巾
吋
)
唱

曲
目
白
。
・

ω目
ω
区
一

F
R
E
R
r
-
白
血
・
。
・

ω・
な
ど
の
ほ
か
、
人
的
処

罰
阻
却
事
由
(
恒
常
凹
C
三一円

y
q
g
g
p
c
g
n
y
-
-
s
cロ問日間吋
C
E
)

と
す
る

論
者
(
N
-

∞
-
戸
呂
田
可

R
L
'
白目。・

ω-NU印
)
も
存
在
す
る
。
し
か
し
、

一
旦
刑
罰
権
は
発
生
し
て
い
る
と
解
す
る
以
上
、
後
者
の
理
解
に
は
疑
問

が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
既
述
の
ラ
ン
グ
i

ヒ
ン
リ
ク
セ
ン
の
立
場
(
問
、
白
口
四

回一ロユ円

Z
2・匝・国・
0
・
ω・
誌
と
も
採
用
し
難
い
。
(
但
し
西
ド
イ
ツ
に

お
い
て
は
、
既
述
の
よ
う
に
刑
法
二
四
条
一
項
の
ご
・
:
者
一
丘
口
一
円
宮

σ巾白

巳
S
R
.を
無
罪
と
解
し
て
い
る
。
第
一
章
第
二
節
I
注
(
日
)
参
照
。
)

そ
の
ほ
か
西
ド
イ
ツ
で
は
、
可
罰
性
阻
却
事
由

(ω
可血肉
σ白「

Z-22m4

R
Z町
民
己
ロ
岡
田
町
三
邑
)
と
す
る
説
(
宮
口
目
。

NahcEP
血

P
0・
ω
コ吋)、

量
刑
事
由
的
な
性
格
を
示
す
法
律
効
果
規
定

B
R
z
a
c
-官
官
民

5
・

ヨ
ロ
ロ
岡
)
と
す
る
説
(
旦
α
「
ロ
切
己
『

5
R
F
0
2
3河
口

n
r
E
R・曲一回

目
州
市
円
宮
田
町
三
間
巾
宮
間
門

E
S
E
m
-
-由
戸

ω
口
出
町
内
)
、
犯
罪
を
相
殺
(
清

算
)
す
る
事
由

(Cm-{
支出国己日間

Enym悶
ヨ
ロ
門
同
)
と
す
る
説
(
』
白

rog-

g
gォ
R
Y
?

と
}
岡
町
ヨ
包
コ
巾
「
吋
巾
一
]
'
】
叩
∞
ω
-
ω
.
2
N
)
な
ど
が
主
張
さ

れ
て
い
る
。

な
お
、
既
述
の
よ
う
に
(
第
一
章
第
一
節
2
)
我
が
国
に
お
い
て
は
中

野
教
授
が
「
可
罰
性
阻
却
事
由
」
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
教
授
は
こ

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
、
従
来
の
人
的
刑
罰
消
滅
事
由
を
も
含
め
て
お
ら
れ
る

よ
う
で
あ
る
(
中
野
・
前
掲
書
一
九
六

l
一
九
七
頁
参
照
)
。
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総
括
と
展
望

中止未遂における必要的減免について

本
稿
に
お
い
て
は
、
従
来
か
ら
争
わ
れ
て
き
た
中
止
未
遂
に
お
け
る

必
要
的
減
免
の
問
題
を
、
①
何
故
障
磁
未
遂
に
比
し
て
必
要
的
減
免
と

い
う
寛
大
な
取
扱
い
を
受
け
る
の
か
、
と
い
う
「
根
拠
」
の
問
題
と
、

②
そ
の
寛
大
な
取
扱
い
は
犯
罪
論
体
系
上
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ

る
の
か
、
と
い
う
「
体
系
上
の
位
置
づ
け
」
の
問
題
と
に
区
別
す
べ
き

こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
し
て
、
①
に
つ
い
て
は
再
構
成
さ
れ
た
刑
事
政

策
説
が
妥
当
で
あ
り
、
②
に
つ
い
て
は
「
人
的
刑
罰
消
滅
・
減
軽
事
由
」

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
結
論
が
得
ら
れ
た
。
そ

れ
と
同
時
に
、
従
来
か
ら
の
刑
事
政
策
説
と
法
律
説
の
「
対
立
」
を
解

消
す
べ
き
こ
と
を
導
い
た
。

従
っ
て
、
序
論
に
お
い
て
「
本
稿
の
目
的
」
と
し
て
示
し
た
問
題
に

対
し
て
は
、
直
接
的
に
は
右
の
①
を
も
っ
て
答
え
る
こ
と
に
な
る
。

た
だ
、
本
穏
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
結
論
が
具
体
的
な
問
題
|
|

「
自
己
ノ
意
思
ニ
因
リ
」
及
び
「
之
ヲ
止
メ
タ
」
の
意
義
、
共
犯
と
中

止
未
遂
、
予
備
罪
と
中
止
未
遂
な
ど
1

1
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
適
用

さ
れ
る
べ
き
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
ま
た
、
「
刑
法
解
釈
学
と
刑
事
政
策
の
接
近
」
が
中
止
未
遂
以
外
の

領
域
に
お
い
て
如
何
な
る
意
味
を
も
ち
得
る
か
に
つ
い
て
も
、
さ
ら
に

検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

特
に
、
そ
も
そ
も
人
的
刑
罰
消
滅
(
阻
却
)
事
由
・
減
軽
事
由
と
い

う
l
1
1
本
稿
に
お
い
て
は
こ
れ
ら
を
所
与
の
も
の
と
し
て
論
を
進
め
た

が
l
l
l
行
為
の
犯
罪
性
と
無
関
係
に
刑
罰
権
の
存
否
を
決
定
す
る
条
件

の
存
在
を
刑
法
解
釈
学
に
お
い
て
認
め
て
い
く
こ
と
が
、
刑
事
政
策
的

に
み
て
妥
当
な
の
か
、
「
従
来
の
刑
法
理
論
の
無
力
ま
た
は
怠
慢
の
告

(
1
)
 
白
」
に
他
な
ら
な
い
の
か
が
、
ま
さ
に
明
ら
か
に
さ
れ
な
く
て
は
な
ら

な
し
。こ
れ
ら
の
問
題
を
今
後
の
課
題
と
し
つ
つ
、
本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に

す
る
。

(
1
)

佐
伯
・
前
掲
書
二
八
四
頁
。
な
お
、
同
「
一
身
的
刑
罰
阻
却
原
因
」

法
学
論
叢
三
四
巻
三
号
〈
昭
和
一
一
年
)
一
一
員
以
下
、
中
山
「
一
身
的
刑

罰
阻
却
古
宇
宙
」
戸
担
当

ω
n
y
g
-
三
八
号
(
昭
和
五
六
年
)
六
六
頁
以
下
参
照
。
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Uber die nδtige Strafaufhebung und -milderung 

im Rucktritt vom Versuch 

一一一"Ratio“und"systematischer Standort“一一一

Yuji SHIROSHITA * 

V orwort: Ziel des Aufsatzes 

1. Kapitel ]etziger Zustand der Theorien 

2. Kapitel Die "Ratio“der notigen Strafaufhebung 

und -milderung 

3. Kapitel Der systematische 5tandort der notigen 5trafaufhebung 

und -milderung 

Zusammenfassung und Aussicht 

Man hat einst in ]apan die "kriminalpolitische Theorie“und die "Rechts. 

theorie“der notigen 5trafaufhebung und -milderung im Rucktritt vom Versuch 

im Gegensatz gestellt. Dabei wurde aber die Vnterscheidung der "Ratio“ 

vom "systematischen 5tandort“noch nicht gekannt. Der Gegensatz der beiden 

Theorien scheint mir aber aufgelost werden zu konnen Denn sie stehen auf 

den ganz anderen Ebenen: es handelt sich bei der "kriminalpolitischen Theo・

rie“um die "Ratio“der notigen Strafaufhebung und -milderung im Rucktritt 

vom Versuch， wahrend ihr "systematischer Standort“bei der "Rechtstheorie“in 

Frage kommt. 50 setzt sich in letzter Zeit auch bei uns die 5tromung， die 

beiden Theorien zu vereinigen， mehr und mehr durch. Gerade die Entwicklung 

dieser "Verbindungstheorie“deutet an， worum es geht. Aus diesem Ge. 

sichtspunkt habe ich in dieser Arbeit die notige Strafaufhebung und-milderung 

im Rucktritt vom Versuch erneut der V ntersuchung unterzogen 
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